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　本年7月1日のISMコード発効に伴い、

IMO加盟国によるPSC検船体制が大幅に強

化された。わが国でもすでに検査要員が増強

され、機器設備等のハード面のみならず、船

内の管理体制、乗組員の資格、習熟度といっ

たソフト面も含めた総合的チェックが実施さ

れている。

　他方、昨年来EUコミッションやOECD海

運委員会等を中心に民間の有識者も交えて、

サブスタンダード船の排除に向けてより実効

のある措置を求める声が一段と高まりつつあ

る。欧州関係筋の論議は、更に踏み込んで高

品質の輸送サービスの提供（クォリティ・シ

ッビング）を政策的に支援し、劣悪船、不良

船主との競争力の格差をミニマイズすべしと

の極論にまで発展している。わが国でも運輪

省海上交通局を中心にこの問題をめぐる勉強

会が始まったことは周知の通りである。

　まさに百家争鳴の状況だが、背景にはサブ

スタンダード船が依然として横行し、海難事

故、環境被害が後を絶たない実態がある。以

下この問題への取り組みにつき私見を述べて

みたい。

　第一に船舶の安全運航、海洋環境保全に関

する旗国の監督責任の明確化である。船舶が

国際規則、基準に則して運航されているかど

うかのチェック義務は第一義的に旗国にあり、

財政的或いは技術的理由によりその責任を回

避することは許されない。旗国の義務履行を

固めるための体制整備についてはIMOです

でに検討が行われているが、はかばかしい進

展が見られず、問題の重要性、緊急性からす

れば、OECDやG8等のハイレベルでの早急

な結着もやむをえないのではないか。

　第二に寄港国によるPSC体制の整備であ

る。現状は、世界全域をカバーしておらず、

検査基準も区々であり、公平性、透明性に問

題なしとしない。また、検査の内容について

云えば各船社の自主規制も含め各種規制、検

査が二重、三重に行われ、規制、検査の重圧

で「本船現場」は沈没寸前ともいわれており、

我々の立場からすれば、これ以上の規制追加

は何としても避けねばなるまい、先ずはグロ

ーバル・ミニマムを定めた現行規制の徹底、

完全遵守が先決ではなかろうか。

　第三に、クォリティ・シッビングの推進問

題である。安全運航、環境保全に関心をもつ

内外の大手荷主と船主、オペレーターとの問

には、すでに当事雪間の合意により漕船等に

よる運航船舶の選別や用船契約、運送契約に

対する品質保証規定の導入等が行われている。

これは、関係者間で基準を満たさない品質の

船舶を提供しない、基準を満たさない低品質

船を用船しないという「ディファクト・スタ

ンダード」が出来上がりつつあることを示し

ている，「クォリティー・シッビング」の推

進には第三者の助けを借りず我々自身の手で

こうした動きの定着を図らねばなるまい。

　何れにしても、今や実効のあるサブスタン

ダード船排除に向けて我々の基本姿勢を明確

にすべき時期と思われる。

せんきょう　平成10年11月号 □］
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1．アジア各国「ホワイトリスト」入りのための
　　　報告書提出完了

　　　～ASF船員委員会第4回中間会合開催される～

　アジア船主フォーラム（ASF）の6つの」」S”

委員会のユつである船員委員会（委員長：中国

Mr　Li　Shan　Mln　COSCO　Manning　Cooperation

Managing　Director）は、その第4回中間会合

を1998年10月12日、東京で開催した。今回の会

合は、1997年11月の第3会合（於：マニラ）に

続くもので、会合にはASFメンバー船協およ

びアジア地域の船員教育訓練機関から26名の代

表が出席した。当協会からは、河村会長の代理

として豊田労務委員会副委員長、AMETIAP（ア

ジア太平洋地域船員教育訓練機関連盟）の日本

代表として大矢航海訓練所教授等5

名が参加した。（資料1参照〉

　本会合の最大の焦点であった、改

正∬CW条約（1995年に改正された

船員の訓練及び資格証明並びに当直

の基準に関する国際条約）に関する

「ホワイトリスト」入りのための情

報提供については、全ASFメンバー

国が、すでに国際海事機関（IMO）

宛に報告書を提出したことを確認す

るとともに、同条約施行への対応状

況について各国代表から報告がなさ

れた。これに関連し、インストラクター供給の

ためのIMO／AMETIAPの協力体制が築かれ
ようとしていることに関心が寄せられた。

　また、将来の有資格船員の不足への対応、ITF

（国際運輸労働者連盟）の一方的な賃金の引上．

げ決定への反対表明等共通の問題について意見

交換が行われ、これらを盛り込んだ共同宣言（資

料2）を採択して会合を終了した。

　なお、次回第5回会合は、1999年ll月にベト

ナム・ホーチミンで開催予定である。

せんきょう　平成10年11月号
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［資料1］ 会合出席者一覧

Na
氏　　　名 船主協会名／役　職 会　社　名／役　職

1
Li　Shan　Mn 中国船主協会 ASF船員委員会委員長 　　　Managing　Director　QfCOSCO　Manning　Coopera巨on　Inc．

2
Wu茄ao　Lin 　　Vice　President　of

calian　Maritime　University

3
Kenneth　Koo 香港船主協会 ASF船員委員会副委員長 　　　　Managi㎎Director　ofTai　Chong　Cheang　Steamship　Co．，　Ltd

4 GUbert　J，　P．　Feng Assistant　Director Hong　Kong　Shipowners　Association

5
S．K．　Alland Member

Principal　Surveyor　of　Madne　Dept

@HD㎎Kong　SAR　Government
6

Carlos　C．　Salinas ブイリピン
D主．協会

会　　長 　　　　　　President　Qf
ohHipPine　Transmarine　Carriers，正nc．

7
Josephine　J，　Francisco（Ms） Secretary

　　　　　President　of
cQlphin　Ship　Managemen1，【ac，

8
AmadQ　V㌦Rommo Melnl〕er 　　President　of

iupiter　Maritilne　Corp

9
CrisUna　G．　Pascua1（Ms） Member

　　　Fieet　ManagerHofDolphin　Ship　Management　Inc．

10
Edgar　P．　Ala　H Member 　　　Heet　Ma照ger　I　ofDolphin　Ship　Management　Inc．

11 J．Roberto　C．　Delgado Meml〕er 　　　　　C．E，0．　of

mYK－Fil　Ship　Management　Inc

12
Vlcent　J．　Bdllantes Member FSA

13
RTa【lgkawarow インドネシア

D主協会
Member

　　　　President　of
oし、Samudera　Petrilldo　Asia

14
Capt．　Hasllan　Anuar マレーシア

D主協会
Honor御Secretary 　　　　　　Manager　of

lalaysia　InternaUonal　ShipPing　Corp

15
Do　Khac　Hung ベ　ト　ナ　ム

D主協会
Member

　　　　　　Director　Qf

uietnam　Ocean　Shipping　Co．，　Ltd

16
Nguyen　Ngoc　Minh Member

Director　of
uitranschart

17
Ha　Duc　Bang Member

　　　　　　Director　of
hnternatbnal　Labour　Coopera廿on　Co．

18
豊田　耕治 R本船主協会 労務委員会副委員長 日本郵船常務取締役

玉9 大矢　武司 運輸省航海訓練所
@研究調査部長

20
和田　敬司 専務理事

21
増田　　恵 海務部長

22 梅本　哲朗 船員対策室長

23
Chang　Doo　Chan 韓国船主協会 続1会長 　　　　　President　of

jorea　Special　ShipPing　Co．，　Ltd

24
C，J．　Park 海務部長 Korea　Shipowners’Associat［on

25
Yen　Shyaエlg 台湾船主協会 Member

Madne　Superintendent　of
dvergreen　Japan　Corpora賃Qn

26
Hn　Bin Member

　　　Prof6SSQr　of
saiwan　Ocean　University
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［資料21

共同宣言仮訳（原文略〉

　　アジア船主フォーラム船員委員会

　　第4回中間会合

　　　　　　　1998年10月12日　於：東京

　　　　　　　共　同　宣　言

　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員

会第4回中間会合が、1998年10月12日（月

曜日）、東京に於いて開催された。この会

合は日本船主協会（JSA）の好意により手

配されたものである。

　会合は、COSCO　Manning　Corpor段tion

のManaging　DirectorであるLi　Shanmin

氏が議長を務め、ASF船員委員会の持続

的な熱意と団結は、中国、香港、日本、韓

国、台．湾およびASEAN船主．協会　（FASA）

よりインドネシア、マレーシア、フィリピ

ンおよびベトナムの各船主協会が出席した

ことに表れている。委員会は、アジア太平

洋地域船員教育訓練機関連盟（AM田⊃IAP）

および中国、台湾の船員学校からの参加を

歓迎し、ASF船員委員会によって取組ま

れている多くの活動に対して、船員教育訓

練業界が多大な支援を引き続き進めて行く

意向を歓迎した。

　　アジア諸国による訂CW95条約の導入

は、本会合における主要な議論点の一つで

　あった。委員会は、1998年呂月時点で、来

年報告書を提出予定の台湾を除く全ての出

席国の主管庁が「ホワイトリスト」入りの

ために既にIMO宛て報告書を提出してい

　ることを歓迎した。

　　委員会は、地域内の訓練基準向上のため

　のアイデアを交換するために、ISF、インタ

　ータンコ等の機関と積極的な連携を展開お

　よび維持していくことを合意した。

　　委員会における議論点についての効果的

　なフォローアップを行うため、次回の中間

　会合までに検討を行い、今後の方針と取組

むべき課題を特定するために作業グループ

（WG）を設置することを合意した。第一段

階の検討を行うWGは、　ILO最低賃金、訂一

CW95条約導入、最小安金配員および船員

訓練に関する問題に取組むために設置され

る。

　委員会は、ILO第180号条約および訂CW

95条約に規定される、全ての船員に対する

労働片聞、休憩時間について議論した。

　委員会は、アジア諸国政府が盟CW95

条約で要求される訓練記録要件を受入れて

いることを歓迎した。

　委員会は、世界中において有資格船員の

不足が増大していることを深く懸念すると

ともに、持続的な船員の供給を図るための

効果的な採用手段を見直すために、数メン

バーによって幾つかの調査事業が現在実施

されていることを歓迎した。

　日本のAMETIAP代表が、　AM皿IAPの

最近の活動を委員会に伝えるために招請さ

れた。AMETIAP代表は、船員教育訓練機

関のインストラクターに対して教育学上の

訓練を施す必要性を提案するための共同事

業に関して、IMOとの．協議が現在進めら

れていること報告した。この事業は、IMO

の援助を得て、AM町IAP主導により進め

られている包括的な計画を導入するための

第一段階として意図したものであり、そう

することによってアジア太平洋地域におけ

る船員教育の水準は全般的に引き上げられ

る。この計画はASFの関与によって大い

に強化されるだろう。

　委員会は、ASFとAMErlAPの関係が引

き続き発展して行くことを望むものであり、

それが、アジア太平洋地域の船員教育訓練

の発展を正に後押しするであろう。これら

教育訓練に係る多くの問題へのASF－AME－

T｛AP共同事業の取組みは非常に歓迎され

るべきものであるという認識で一致した。

せんぎょう　平成／0年11月号



ASFとAMETIAP問の協調の一環として、

香港船主協会のAsslstant　Directorである

Mr．　Gilbert　FengはASFの代表として本

年のAMETIAP年次総会に出席する予定で

ある。

　委員会は、ITF　TCC基準賃金の引き上げ

とその対象を自国籍船（National　F聖ag）に

拡大しようとするITFの提案に強く反対

することを議論の上、合意した。

　委員会は、各メンバーが自国の主管庁と

接触し、ポートステートコントロール

　（PSC）要件の統一的な適用が域内ばかり

でなくIMOレベルでも図られるよう働き

かけることを要請した。

　アジア船主の主張をより大きくするため

に、委員会は、バングラディッシュ、イン

ド、パキスタンおよびスリランカ等のASF

に加入していないアジア諸国の代表が、オ

ブザーバーとして次回会合に出席するよう

要請することを合意した、

　ASF船員委員会は、自主的かつ非営利

を目的とした組織である。船員委員会の主

たる目的は、共通の訓練基準を確保、維持

し、アジア船員の供給の安定性を促進する

とともに配乗、訓練に関する新しい国際海

事規則および条約について監視、検討し意

見を開陳することにある。

　ベトナム船主．協会は、1999年11月の第2

週にホーチミン市において第5回中間会合

を開催することを申し出、委員会により感

謝をもって受け入れられた。委員会は、東

京における第4回中間会合を開催した目本

船主協会および河村健太郎会長の好意に感

謝の意を表した。

2．OECDにおけるサブスタンダード船対策
　　　一ラウンドテーブル会合の模様一

　航行安全確保や海洋環境保全、さらには公正

な競争条件確立などの観点から、サブスタンダ

ード船を排除し、高品質な海運（クオリティ・

シッビング）を求める声が．世界的に高まってい

るが、OECD（経済協力開発機構）においても

この問題が議論されている。

　日米欧の先進国を中心とする29ヶ国の間で経

済政策問題を取り扱っているOECDでは、海

運委員会を設置して海運問題を討議している。

同委員会には、OECDメンバー政府の運輸当局

者が出席し、海運とその関連分野における自由

かつ公正な海運市場形成に向け、メンバー国間

の海運競争政策の整合性を図ることや、海運助

成措置の削減などを中心に幅広い議論を行って

いる。

　サブスタンダード船問題については、1996年

の海運委員会から取り．ヒげられ、海運経営と連

航船舶の質を引き上げ、サブスタンダード船排

除を促進していくためには、荷主や金融業界な

ど、海運以外の業界がどのように関与できるか

という点を中心に検討を行っている。

　こうした状況の中、民間業界の意見を聞き、

各業界として実行可能な今後の方策を探るため

のラウンドテーブル会合が、1998年9月30口に

パリで開催された。

　同会合には、P＆1（船主責任相互保険組．合）

・荷主・船舶ブローカー・金融・船級協会・保

険等、各業．界代表とOECDメンバー政府代表

をあわせ約90．名が出席し、CENSA（欧州・［

本船主協会評議会）・ICS（国際海運集会所）・IN－

TERCARGO（国際ドライカーゴ船主協会）等の

海運団体も参コ口た。「1本政府からは、運輸省

海上交通局外航課須藤国際条約対策室長と

OECD日本政府代表部若林一等書記官が出席

し、当協会企画調整部園出副部長も日本政府代

表団の．．・員として参加した。

せんきょう　平成10年工1月号 聞



　会合は、サブスタンダード船対策についての

各業界の考え方を順次聞く形で行われ、会議の

概要を議長総括として取りまとめた。今後は、

OECD事務局が同総括をもとに将来のアクシ

ョンプラン案を作成し、1998年12月半海運委員

会に提出することとされたが、席上民間側から

は、PSC（ポートステートコントロール）の結

果公表と責任ある旗国の行動が重要という意見

が多く出され、この点についての政府の前向き

な行動を求める声が支配的であった。

　議長総括の概要は次の通り。

・P＆1は、近々、ISMコード（国際安全管理コ

　ード）取得をメンバー船の条件とする予定。

・各荷主業界個別の船体検査スキーム（たとえ

　ば石油業界のSIRE）の有用性を確認。今後、

　各スキーム問や船級協会との連携・情報の交

　換／合体のありかたを検討する。

・船舶ブローカーは、サブスタンダード船の用

船を防止する上で重要な役割があることを確

認。

・金融業界が船級協会などからの船体情報に容

易にアクセスできることの重要性を確認。

・新規のQuality　Ship　Index（優秀船リスト）や

Integrated　Database（総合的データベース）

　を作ることは、維持管理費用面などから適当

ではないが、既存の情報へのアクセスや相互

交換の有用性を確認。

・一禔A（たとえば粗悪船リストなどの）各種

情報開示が促進された場合、それら情報の法

　的責任が問題となるので、この点をさらに検

　討する。

・OECD政府は、　PSCの結果と、旗国として

　の自己評価の公表（IMO経由）を検討する

　必要がある。

3．海運関係分野の規制緩和の一層の推進について
　　　一経団連を通じ要望を提出。別途運輸大臣宛に広範な要望を提出予定

　当協会は、諸外国の海運企業と同等の条件で

国際競争を行う上での障害となっているさまざ

まな規制や、時代にそぐわなくなった制度の撤

廃・改善に向けて、平成7年3月より、規制緩

和要望を行っている。

1．規制緩和に対する政府の取り組み

　政府は、平成7年4月、当初5年間の中長期

ビジョンであった「規制緩和推進計画」を平成

7年度を初年度とする3か年計画として前倒し

実施する旨の閣議決定を行い、平成7・8年度

末に計画の改定・見直しを行ってきた。同計画

は平成10年3月に終期を迎えたことから、同年

3月31日、平成10年度を初年度とする「新たな

規制緩和推進3か年計画（以下　新3か年計

画）」につき閣議決定を行い、現在員計画に基

づいて規制緩和を推進している。

　新3か年計画には、当協会要望のうち港湾運

送事業に係る規制をはじめとする7項目が盛り

込まれており、初年度（平成10年度末）の改定

に当たっては、内外からの意見・要望や政府の

行政改革推進本部規制緩和委員会の監視結果等

を踏まえ、平成11年初頭を目処に改定作業の状

況を中間的に公表した上、平成10年度内に改定

を行うこととなっている。（本誌4月号P，2

シッビングフラッシュ1参照）

2．経団蓮を通じた当協会の規制緩和要望

　経団連は、上記のスケジュールに合わせて経

済界としての規制撤廃・緩和要望を取りまとめ

その実現を関係各方面に働きかけるため、平成

10年7月、傘下会員に対し、規制撤廃ならびに

緩和に関するアンケート調査を実施し、これを

受け当協会は、9月9日、9項目からなる要望

を経団連に提出した。10月20LI、経団連は「経

済再生に向け規制緩和の推進と透明な行政運営

体制の確立を求める」と題する規制緩和要望を

取りまとめ、政府の行政改革推進本部規制緩和

委員会（委員長：宮内義彦オリックス社長）、

関係省庁、自民党行政改革推進本部規制緩和プ

せんぎょう　平成1Q年11月号
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ロジェクトチームに提出したが、この中には当

協会要望の9項目（資料1参照）金てが盛り込

まれている。

　本要望書においては、冒頭、経団連傘下の264

の企業・団体からのべ1，800件に及ぶ規制緩和

要望が寄せられたことを示した上で、全要望を

通じた「基本的考え方」として、みせかけだけ

の規制緩和に終わらせないための「①規制緩和

推進体制の強化」、個別の規制緩和に加え求め

られる「②透明な行政運営体制の確立」、総論

賛成、各論反対の批難を浴びないような経済界

の「③自立、自助、自己責任の確立と規制緩和

の活用」の三つを掲げている。また、552項目

からなる要望を15の分野に分け、「各分野にお

ける規制緩和の基本的考え方」をそれぞれ提示

しているが、運輸分野における基本的な考え方

および具体的要望項目は、資料2のとおりであ

る。

　なお、当協会は、8月に実施した会員に対す

るアンケート結果を踏まえ、当協会として独自

の規制緩和要望を運輸大臣に提出すべく、現在

要望内容の最終調整を行っている。

　（詳細については次号にて掲載予定）

【資料1】

　経団連に提出した規制緩和要望項目

　　　　　　　　　　　（平成ユ0年9月9日）

1，　「新たな規制緩和推進3か年計画」に盛り

込まれているもの

　・港湾運送事業に係る規制の見直し

　・輸出入・港湾諸手続きの簡素化・情報化

　・日本籍船（国際船舶）への日本人船長・機

　　関長2名配乗体制の確立

　・特定の港（函館、京浜、大阪、神戸、関門、

　　長崎、佐世保）における船舶の夜間入港、

　　移動およびけい留制限の撤廃・緩和

2，同計画に盛り込まれていないもの

　・船員保険の被保険者資格の見直し

　・船員職業紹介事業等の自由化

　・航海実歴認定制度の改善
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・船舶不稼働損失保険の海外付議の呼出化

・石油類および化学物質等を運送する船舶の

入港・荷役制限の緩和

【資料2】

　　「経済再生に向け規制緩和の推進と透

　　明な行政運営体制の確立を求める」

　　　　　　　　　　　　　　　　（抜　粋）

（社）経済団体連合会　（平成10年10月20日差

運輸分野

1．基本的考え方

　経済活動のボーダーレス化、グローバル化の

進展により、わが国経済は本格的な大競争時代

を迎えている。このような中で、高コスト構造

を是正する観点から、物流の効率化がわが国経

済にとって最重要課題のひとつとなっている。

物流の効率化を進める上で、物流．インフラの重

点的、優先的な整備、公租公課の軽減のみなら

ず、規制緩和は不可欠の課題である。引き続き、

物流のコストアップにつながっている規制につ

いて緩和、撤廃を進め、また運賃・料金に係る

規制の最小化を図るなど、わが国産業の国際競

争力の強化を図る必要がある。

〔1）車検期間の延長等道路運送の効率化に資す

　る規制緩和の推進（省略）

（2）港湾利用の効率化を促す規制緩和の推進

　　物流効率化のためにはモード閲の有機的な

　連携が重要であり、陸上輸送と海．ヒ輸送の結

　節点である港湾の重要性は極めて高い。また、

　近年、アジアにおいて大型かつ利用者ニーズ

　に対’応した使い勝手のよい港湾の整備が進め

　られており、わが国港湾の国際競争力の低下

　が現実のものとなりつつある。

　　このような中で、港湾の利便性を向上させ

　国際競争力を強化するためには、ソフト面の

　対応として、港湾の利用料金の低減や情報化

　の推進、夜間入港等の面での規制緩和により、

　港湾利用の効率化を促すことが必要である。

　とりわけ、輸出入、出入港料に係る各種行政

　手続きの連携一本化、簡素化のための措置を

「り3



圖

　早期に実現すべきである。

　　同時に、港湾運送事業について、運営の安

　定化に配慮しつつ、効率化、活性化を図るこ

　とが重要である．昨年12月、政府の行政改革

　委員会より現行の免許制、料金許．口∫制を見直

　す基本的な方向が示され、現在、政府の関係

　審議会において具体的な検討が進められてい

　るが、検討結果を踏まえ、早期に現行規制を

　緩和すべきである。

周　海上輸送の効率化に資する規制緩和の推進

　　先の通常国会における船舶職員法の改正を

　受け、外航における日本籍船への日本人船長

　・機関長2名配乗体制に円滑に移行できるよ

　う条件整備を進める等、海上輸送における国

　際競争力の強化、コストの低減を進める必要

　がある。

　　本年から内航海運暫定措置事業が導入され、

　船腹調整事業によるスクラップ権の解消に向

　け一歩前進したが、今後は同事業の適用期限

　を明示し、早期に終了させ、より利便性が高

　く魅力的な物流サービスを提供できるように

　することが求められる。

叫　市街化訓整区域における物流施設の開発許

　可の緩和等その他規制緩和の推進（省略）

〔各分野の具体的要望〕

運輸分野

1．道路輸送

　　11｝営業用車両の車検期問の延長

　　〔2）車両の「高さ」及び「ill副制限の緩和

　　　田畑】

　　（3〕普通免許運転範囲の拡大

　　（4｝法定点検（点検項目、点検時期）の見

　　　通し

　　〔5）駆動軸の軸重制限の見直し

　　〔6｝三軸車25トンまでの総重量の緩和【新

　　　規】

　　〔7）危険物積載車両の水深トンネル等の通

　　　行規制の緩和

　　細　分割可能貨物の一括輸送に係わる総重

　　　量の緩和【新規】

團　営業区域規制の見直し【新規】

ω　大型車の速度表示装置の見直し【新規】

（11｝基準緩和車両積載条件の緩和

働　海上コンテナ運搬用シャーシの車検期

　間延長【新規1

⑬　高速道路における大型貨物自動車の速

　度制限σ）見直し【新規】

鋤　車両の「高さ」及び「幅」制限を超え

　る場合の輸送手続きの簡素化【新規】

（15）　レンタカー使用制限の緩和【新規】

〔16）車両の通行に関する制限値（長さ・重

　量）の緩和【新規】

H．港湾・海．．ヒ輸送（●：当協会要望（9項目））

●　（／7）輸出入・港湾手続きの簡素化、情報化

●　（18）港湾運送事業に係わる規制の見直し

　　09）内航海運暫定措置事業の適用期間の明

　　　示

●　⑳　特定の港における船舶の夜間入港等の

　　　制限の撤廃

●　⑳　R本籍船への日本人船長・機関長2名

　　　配乗体制の確立

　　幽　新造船の建造許可制度の廃止【新規】

●　⑳　船員保険の被保険者資格の見直し【新

　　　測

●鋤船員職業紹介事業等の自由化【新規】

●　⑳　航海実歴認定制度の改善【新規】

●　⑳　船舶不稼働損失保険の海外付知の肩山

　　　化【新規】

●　囲　石群類及び化学物質等を運送する船舶

　　　の入港・荷役制限の緩和【新規】

皿，その他

　　圏　．市街化調整区域における物流施設の開

　　　発許可の緩和

　　129｝自動車保管場所証明の申請、交付手続

　　　の簡素化

　　㈹　港湾運送事業法の年度末報告書の簡素

　　　化【新規】

　　岡　警備業法による年度末報告書の簡素化

　　　【新規】
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官民合同流出油防除訓練の実施について

　当協会は、海．．ヒ保安庁第3管区海上保安本部の．協力の下、10月22日、官民合同流出油防除訓練

を実．施しました。

　この訓練では、京葉シーバースに着桟中の日本郵船㈱が運航する大型タンカー「TAKACHIHO」

を事故想定船として、東京湾内の排出油防除協議会を構成する当協会、海上保安庁、港湾建設局、

海上自衛隊、東京都、千葉県、神奈川県、横浜市、千葉市、川崎市、横須賀市、海上災害防止セ

ンターをはじめ民間の防災事業者から合計40隻の船舶と航空機2機が参加し、オイルフェンスの

展張および油回収船等による回収訓練等が行われ、成功裡に終了しました。

　当協会では、事故発生の通報とともに、緊急連絡網による関係先への通報訓練、事故対策本部

の設置、情報収集連絡訓練等も併行して実施した他、海上保安庁の訓練指揮船となった巡視船「い

ず」に、五月女真彦海務委員長（第一中央汽船社長）他関係委員等が乗船し訓練を視察しました。

　なお、これらの訓練は昨年東京湾で発生した原油流出事故に鑑み、事故防止のための総合的安

全対策の一環として実施したものです。

　訓練の概要は以下のとおりです。

1．実施日時：平成10年10月22日

　〔］）ユ0：00～ユ2：00　情報伝達及び非常参集訓練

　（2）13：00～15：00　人命救助、流出油防除等実働訓練

2．実施場所：千葉港第4区

　（京葉シーバース及び付近海域）

3．主な訓練項目

　（1）事故情報の伝達及び非常参集訓練

　（2｝大規模油流出事故の防除措置に関する出動要請手

　　続き及び資機材・人員の動員訓練

　偶　連絡調整本部σ）一概・運営訓練

　（4）総合調整本部の設置・運営訓練

　／5｝人命救助訓練

　（6）流出油防除訓練

　　①オイルフェンスの展張による拡散防止

　　②油回収船・油回収装置（LSC：高粘度油回収装

　　　置）による回収

　　③汕吸着材による回収

　　④油処理剤による処理（空中散布・海上散布）

　　⑤回収油の輸送及び保管

●オイルフェンス展張訓練

　（写真提供；毎日新聞社）

●油処理剤の海上散布
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》…，懸・1，，・二轟撃慧一一　一

　／998年米国外航海運改革法案（S．414：0cean

Shipping　Reform　Act　of　l998）が、1998年IG月

14日（米国現地時間）に成立した。本法案は1984

年米国海運法改正（title工）および1920年商船

玉壷19条改工1．1（title皿）を骨子としており、1999

年5月1日に発効する。

　本案の成立により、1984年米国海運法改正問

題は、1995年1月に米国の有力荷主団体である

全米産業運輸連盟（NITL：NaUonal　Industrial

TransportaUon　League）が海運の大幅な規制緩

和を議会に働きかけた時点から通算して、3年

半越しで終結に至ったことになる。

　同海運法改正法案は、前104議会（会期ユ995

年1月～1996年10月）においても審議されたが、

立法化は実現せず、1997年1月より開催された

第ユ05議会において、3月に法案S．414として

提出され、5月には、担当委員会である上院通

商・科学・運輸委員会にて修正の後、可決され

た。

　その後、S。414は、　CENSA（欧州・日本船主協

会評議会）、NITLをはじめとする関係者間で10

1998年米国外航海運改革

去案成立について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§

ヒ、、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌦へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rr嚇　　　　　　　　　　　　　　　　L　イ

ヶ月にわたり再修正の調整が行なわれ、翌1998

年4月21日に漸く上院本会議で可決された。下

院は、夏期休会直前の8月4日、上院可決案の

細部を一部修正して可決した。同下院修正を含

む同法案は、夏期休会明けに再び上院で審議さ

れ、1998年10月1日に通過した後、同月14日の

大統領署名により成立した（S．414の骨子は資

料1参照）。

　当協会は、11984年海運法の改正が具体化した

当初より、改正案が個別s／Cを非公開とする

ことを認めており（※）北米航路での運賃競争が

一層激化するとの懸念から、CENSA等を通じ

一貫して反対の立場をとってきた。しかしなが

　ら、特に最近では、実態面でS．414を先取りし

　た形で、限定的に個別S／Cを認める動きも見

　られるなど市場でのルールが不明確になってき

　たため、S．4ユ4成立により実務一ヒのルールが統

　一され、不安定要素が一つ消えることによりマ

　ーケットがより一層活性化されることを期待す

　るとの立場をとっている。

　　また、FMC（米国連邦海事委員会）は1．999年

ぜんきょう　平成ユ0年11月．号



3月1日迄にタリフの公示方法等、新法の施行

細則を策定することとなっており、この点につ

いても引き続き動向を注視していくこととして

いる。

　今回成立したS．414のもう一つの問題であっ

た1920年米国商船法19条の一．・部改定については、

同条項において、外国船社による運賃設定が米

国海運に不利益を生み出している場合には、

FMCが事態を是正するための処置を取りうる

ことが明示されている。これに対し、当協会は

同条項が通常の運賃設定行為への政府介入を助

長するおそれがあること、条項が恣意的に外国

船社に適用され、差別的な取扱を受ける可能性

なしとしないことなどから、強く反対する立場

を表明してきた。特にS．414が．ヒ院で審議中で

あった1998年4月には、米国上院議員への1動き

かけを要望する意見書をCENSAからCSG（先

進国海運担当官会議）に提出した。

　しかしながら本件は原案通り可決されたため、

当協会は、今後も引き続き改正要求をしていく

必要があると考えている。

【資料1】

〈1998年米国外航海運改革法の骨子＞

1　1984年海運法改定

　1．サービス・コントラクト（S／C）の扱い

　①同盟は、同盟加入船社による個別S／

　　　C締結を制限してはならない。

　　②個別S／C、協定S／CともにFMCに
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　　秘密扱い（co面de面a1）をもって届出し、

　　基本的事項（essenUal　terms）の一部（仕

　　出／仕向地の港湾名区域、品目、最低貨

　　物量、契約期間）のみを公示する。それ

　　以外の内容（内陸発着地、運賃、Service

　　Commitlnent等）は非公開とする。

　③サービス・コントラクトの基本要件は、

　　　同様な状況にある全ての荷主に対し利用

　　　できるようにしなければならないとする

　　　従来のme－too権利は廃止。

　2．Independent　Action（IA）の事前通告期

　　問を10日間から5日間へ短縮する。

　3．船社間グループは、米国陸上運送業界と

　　Inland　rates／servlcesについて交渉を行な

　　うことができる。

　4．FMCは独立機関として存続する。

　5．FMCへのタリフ届出を廃止し、公示は

　　インターネット上で行う。

H　1920年商船法19条一部改定

　19条（運輸長官およびFMCによる法令作成

権限）の一部改定により、外国船社による「運

賃設定」が米国海運に不利益を生み出している

場合には、事態を是正するための規則を作成す

る権限がFMCに新たに認められた。

（※）　1984年海運法でも個別S／Cは認められ

　ていたが、各同盟の規約で禁止することが可

　能であったため、事実上個別S／Cは実施さ

　れていなかったのに対し、S．414は、同盟が

　メンバー船社の個別S／C締結を禁止しては

　ならない旨明示した。

㎜



中央職業安定審議会・第2回港湾労働部会

　労働大臣の諮問機関である中央職業安定審議会・港湾労働部会は］．0月20H、港湾運輸事業の規

制緩和に伴う労働問題を討議する為の第2回会合を開催した。

　行政改革委員会が昨年末纏めた港湾運送事業の規制緩和に関する報告書では、免許制・認可料

金制の原則廃止を明記すると共に、「港湾作業の波動性への対応を目的とした企業外労働者活用

方策として、港湾労働者の相互融通を検討すべき」としている。一方、現行の港湾労働法、労働

者派遣法の下では港湾労働者の派遣が原則禁止されている為、労働省は港湾労働者の事業者問相

互融通を解禁する方向で、検討作業を始めたもの。

　第2回会合では事務局より新旧港湾労働法の比較説1月や現在全国の港湾運送事業者を対象に実

施中の雇用実態アンケートについて紹介があった。

　第3回会合は12月上旬に開かれる模様であるが、労働省では、運輸大臣の諮問機関である運輸

政策審議会の下で港湾運送事業の規制緩和に関する具体的推進策を検討中の港湾運送小委員会が、

最終報告を行う来年5月以降夏頃を目処に結論を纏めるとしている。

海事振興連盟一神戸港視察一

　海：事振興連盟（原境昇左右会長）はユ0月30日に震災から復旧した神戸港を視察し（震災メモリ

アルパークを見学、港務艇「おおわだ」で港内を視察）、引き続き開催された懇談会では兵庫県副

知事、神戸市長、神戸商工会議所会頭の歓迎の挨拶のあと、神戸海運監理部長から神戸港の現状

説明を聞き、地元業界（船主協会、内航海運、旅客船、御運、倉庫、造船、舶用工業）および関

空カーゴアクセス㈱からの要望を受け、質疑応答が行われた。

席上・当協会阪撒区船主会盟英文議長疑｛撃r鷲ご瞭．一一．・響“　

から・地元外航中雌を代表して・1牽や @　龍　　＿＿一
かな国内景気の回復とともに、①国際船舶　～＿
制度：日本人船長・機関長2名体制の実現、．

②船員保険の被保険者資格の見直し・③税　藁」．．　、　潮宮．

制改正要望（船舶の特別償却制度の延長、　　　　　　．冤．謹．

特定外国子会社に係る留保金課税の改善）

を要望した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂ぐ隠
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一地球温暖化防止問題に積極的に対応撰

　　　一経団連・環境自主行動計画第1回フォローアップについて一

　人類は、エネルギーを得るために石炭、石汕、

天然ガスなどの化石燃料を燃やし、これにより

：生じる二酸化炭素〔CO2）等を大気中に放出し

てきたが、地表面から放出される赤外線を吸収

して大気を暖める働き（温室効果）のあるCO2

等は、産業の発達に伴い急激に増加し、地球温

暖化を進行させていると言われている。気候変

動に関する政府問パネルαPCC）の報告によれ

ば、21世紀末には、1990年度に比べて地球全体

の気温が約2℃、海面が約50c皿上昇し、豪雨や

渇水の回数の増加、熱帯・亜熱帯地域での食料

生産の低下、マラリアの患者数の増加、地球の

全森林の3分の1で現存の植物種の生育が困難

になるなどの被害がもたらされるとしており、

地球温暖化問題は、現在の人類の生活と入類の

生存に関わる深刻な問題となることを示唆して

いる。

　このため、1992年にリオデジャネイロで開催

された地球サミットにおいて気候変動枠組条約

への署名が開始され（1994年発効）、さらに、こ

の条約の実効性を担保し世界各国が協調して地

球温暖化防止への取り組みを加速的に進めるた

め、1997年12月、京都で開催された同条約第3

回締約国会議において京都議定書が採択された。

同議定書では、先進国全体の温室効果ガス（CO2、

メタン、亜酸化窒素、代替フロン等）の排出量

を、2008年から2012年までの間を平均して1990

年の水準より少なくとも5％削減することを目

的として先進各国の削減目標を設定している。

わが国は6％の削減を．世界に約束しており、こ

れを踏まえ、政府は、地球温暖化対策推進本部

を設置し1998年6月に「地球温暖化対策推進大

綱」を策定するとともに、温室効果ガスの排出

抑制等に関し国、地方公共団体、事業者および

国民それぞれの責務を明らかにし、各主体の取

紐みを推進する「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」を10月9日に公布した。

　このような動きに対’応ずるため経団連は、

1997年6月、37業種・138団体が参画した環境自

主行動計画を取り纏めるとともに、「2010年度

の産業部門から発生するCO2の排出量を1990

年レベル以下に抑制するよう努力する」という

目標を発表した。また、行動計画を毎年レビュ

ーし、その結果も公表することとしている。行

動計画は内外から高い評価を得ており、上述の

大綱においても～行動計画の進捗状況を点検し

実効性を確保することなどが盛り込まれている。

行動計画は、政府等による一律規制よりも、各

企業が自主的に取り組む方が費用対効果の高い

対策を選択することができるという考えに立つ

ものである。外航海運については、航空などと

ともに国家単位での実施は困難／無意味との認

識から、同議定書には盛り込まれず、別途、国

際海事機関（IMO）において温暖化対策が検討
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されることとなっているが、経団連における産

業界全体の取り組みをサポートする観点から、

また、「海運」という輸送モードが、今後のCO2

排出削減において主体的役割を担うことが期待

されているところがら、当協会としてもこれに

前向きに対応していく必要があると考えられる。

なお、現在は物流に係るそれぞれの業界・企業

が効率的輸送を目指しているが、輸送のシステ

ムの総体においてCO2等排出削減を考えてい

く上では、政府の役割がより重要になっていく

ものと思われる。

　このような状況下、当協会は、一昨年に策定

した行動計画のフォローアップを行い、本年8

月に会員各社を対象に行った調査の結果などか

ら、新たに2010年における1990年に対する輸送

単位当たりのCO2排出量を10％削減していく

との目標を掲げることとした（資料参照）。具体

的には舶用機関は重油を使用しているためCO2

の排出は避けられないものの、年々増加する輸

送需要に応えること、また、燃料効率の優れた

環境にやさしい輸送モードとしてサービスを提

供していくことは社会的責務であるので．海運

業界としては、効率的輸送を行うとの観点から

輸送単位当たりの燃料消費量の削減を目標に据

え、この目標を達成するため、今後、エネルギ

ー効率の優れた機器の導入および新型船への代

替など具体的対策を積極的に推進していく必要

があること、また、その他の温暖化対策として、

代替フロンの排出抑制対策、事業所等における

省エネ対策および臨港地区における環境保全対

策への協力を新たに掲げている。今後これらの

進捗状況を踏まえ、毎年フォローアップを行っ

ていくことが必要となるが、CO2削減対策とい

う新たな観点からのデータの収集が必要となる

ことから、業界としてどのようなデータを集積

すべきか等を検討し、会員各社の協力のもとに

対応することとしている。

　（なお、今回の行動計画のフォローアップは外

航海運を対象としている）

　［参考］日本籍外航コンテナ船の単位当たり

　　　　のCO2排出量の平均

1990年度 1997年度 2010年度

隻　　数 32 25 18

　CO　2排出量
m9－C／TEU－milel

79．3 　64．6

i一18．5％）

　50、玉

i一36，8％）

注）1．lTEUのコンテナを1マイル輸送する当たりのCO2
　　　排出量（炭素換算）を試算し平均。（データ：日本船
　　　舶明細：占・）

　2．2010年度については、船齢25年以上となる船舶を除
　　　いて試算。
　3．括弧内は90年度比増減率、

【資料】

　　　　　　　　　　　　　　平成10年10月

　　　環境保全に関する自主的行動計画

　　　　　第1回フォローアップ

　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会

　外航海運は、全世界を活動領域とし、また、

国際的な単一市場であるため、環境保全に関す

る取り組みをはじめ安全基準等を含め、原則と

してすべての海域、軒下および船舶に対して同

一の基準が適用される必要がある。そのため、

1997年12月の国連気候変動枠組条約第3回締約

国会議（京都会議）では、外航海運に係る船舶

からのCO2等地球温暖化ガスの排出抑制策に

関しては国際海事機関（IMO）を通して検討し

ていくことが合意されている。同機関では、従

来より国際条約の枠組の中で環境保全対策を推

進してきているが、今後は地球温暖化防止に向

けた対策も検討することとされている。

　当協会は、ユ996年ll月に自主行動計画を策定

し、環境保全対策を着実に推進してきているが、

IMOにおいてCO2等地球温暖化ガスの排出抑

制策が取りまとめられるまでの問については、

これを継続して推進することとする。また、今

般、その実施の状況等を踏まえ以下のとおり見

直すこととする。

　なお、内航海運については、国内において別

途取り組みがなされているところがら、本計画

せんぎょう　平成10年11月号
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は外航海運を対象としている。

1　地球温暖化対策

〔D　船舶からの排出抑制対策

　①二酸化炭素（CO2）

　　　舶用機関は重油を使用しているため、

　　　CO2の排出は避けられない。しかしなが

　　　ら、年々増加する輸送需要に応えること、

　　　また、燃料効率の優れた輸送モードとし

　　　てモーダルシフト施策の重要な役割を担

　　　っていくことは社会的責務であると考え、

　　　海運業界としては、効率的輸送を行うと

　　　の観点から、輸送単位当たりの燃料消費

　　　量の削減を目標に取り組んでいく。

　　　　船舶の燃費改善への取り組みは、オイ

　　　ルショックのあった1970年代から1990年

　　　代にかけて目覚しい成果を挙げてきてい

　　　ることから、今後の技術革新に同様の期

　　　待をすることは難しいであろうが、以下

　　　の施策を推進することにより、2010年に

　　　おける1990年に対する輸送単位当たりの

　　　CO2排出量を約10％削減していくことを

　　　目標とする。

　　〈具体的対策〉

　　　＊エネルギー効率の改善された新造船へ

　　　　の代替、省エネ設備の採用等

　　　＊最適航路計画システムなどの航：行支援

　　　　システムの研究・採用

　　　＊船舶における省エネ運転技術の研究・

　　　　実施、省エネ対策の徹底

　　　＊推進効率の向上、排エネルギーの有効

　　　　活用等燃費改善に向けた研究開発

　　　＊輸送効率向上のための最適船型

　　②代替フロン（HFC等）

　　　　CO2より地球温暖化への影響の大きい

　　　代替フロンは、船舶においては冷房等の

　　　空調機器、食糧貯蔵庫およびリーファー

　　　コンテナ等に利用されている。今後、地
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　　球温暖化への影響の少ない冷媒の開発状

　　況を見ながら、その採用に努めるととも

　　に、整備、修理等の際には、当該ガスを

　　大気へ放出することのないよう努める。

（2｝事業所等における省エネ対策

　　陸上の事業所における冷暖房の温度設定

　や運転時間の調整、OA機器等の低電力製

　品の採用等の省エネ対策を、従来同様今後

　も推進する。

個　臨港地区における環境保全対策への協力

　　海運業界は、昭和51年より、臨港地区に

　おける緑地整備および海面清掃など、わが

　国各港の港湾管理者が実施する港湾の環境

　整備に協力してきている。

2　その他の環境対策

（コ　船舶からの排出物

　　　ディーゼル機関から排出される窒素酸化

　　物（NOx）については、2000年から新たな

　　排出規制が適用される見込みである。また、

　　燃料油に含まれる硫黄分濃度の低い燃料汕

　　の採用に努め、硫黄酸化物（SOx）の排出

　　抑制にも努める。そのほか、油分混合物、

　　生活廃水、廃物等の排出物についても、従

　　来どおり国際基準に従い適切に対応してい

　　く。

　（2）安全管理システムの遵守

　　　1998年7月から国際安全管理コード

　　（ISMコード）が一部の船舶に適用された

　　が、各船舶管理者および各船舶においては

　　安全管理システムの適切な運用を図り、海

　　上災害および海難事故の防止徹底により海

　　洋環境の保全に努める。

　（3＞環境管理システム

　　　引き続き環境保全に向けた取り組みを行

　　っていくほか、ISO14000（環境管理規格）

　　などを視野に入れながら、環境管理に関す

　　る体制の整備について検討を行う。
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2000年問題と船主責任相互保険

　　　一2000年問題には全社的対応が必要
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　本誌では前号まで2回に亘って（財）日本海事協会2000年問題プロジェクトチームによる「船舶搭載

機器と2000年問題」を掲載し、いわゆる2000年問題をハード面から検証してきた。しかし2000年問題　　一

を発端とするトラブルを未然に防ぐ、あるいはトラブルに対応するためには、当然ハード面だけでな

く、ソフト面からの対策一人的・法的様々な要因から2000年問題をクリアすること一が必要となって

くる。

　そこで今号では、ソフト面からの取り組みの一つとして、2000年問題に対する船主責任相互保険（P

＆Dの動きについて、当協会が入手した情報を元に紹介する。

2000年問題の概要

　西暦年が下2桁で処理されていることにより、

コンピュータシステム等が西暦2000年を西暦

ユ900年と認識し、処理に口付を使用しているコ

ンピュータのハード／ソフトシステム及び日付

に基づく機器類が誤作動を引き起こすといわれ

ているのがいわゆる2000年問題である。

　この問題の解決には、コンピュータシステム

あるいは関連するサービス等がその利用者によ

り個々に異なるため、共通した駆並びの対策は

なく、個々の利用者の利用実態に合わせ、公表

されている最善の方法により各自が対策を講じ

る必要がある。

P＆1の対応①

　国際p＆1グループでは、2000年問題の重要性

を踏まえてグループ内に特別に「2000年問題作

業部会」を設け、対応を検討、グループ共通特

別回報（資料1）により、全てのメンバーに対

し可及的速やかにそれぞれが抱えるコンピュー

タシステムおよび関連サービス等での問題点全

ての洗い出しと早期に適切且つ必要とされるす

べての対策を講じるよう注意喚起している。

　更に国際P＆1グループでは、2000年問題に

関するクラブ・カバーの取扱について、グルー

プ共通特別回報（資料2）により、1999年2月

20日からはじまる保険年度からグループ全ての

クラブが2000年問題への適応に係る規程“Pru－

dent　Uninsured　Rule”を新たに導入すること

を発表した。このルールは20GO年問題について

メンバーに最善の損害未然防止義務の履行を求

め、且つクラブはメンバーが適切な対策を講じ

ることを怠ったと認めた場合にはてん補の拒否

または保険金の削減を行える旨を規定したもの

である。

　またそのルールにはBritish　Standards　In＄ti－

tuteが関係各方面の協力のもと作成した“2000

年問題への適合”（Year　2000　Conformityあるい

はMillenium　cQmplianceと言われている）の定

義が盛り込まれるようである。

　その定義によれば、囁E2000年問題への適合”と

は「西暦2000年中、又はこの前後の日付により、
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　　　求められている全ての機能および機能および性

　　　能が何らの影響を受けることなく、正常に作動

　　　すること」を意味し、特に以’．ドの4つの点が原

　　　則満たされることが求められるとしている。

　　　　〔1）　日付に対応する値により誤作動が生じな

　　　　　いこと。

　　　　（2）　日付に基づく機能が、西暦2000年中及び

　　　　　この前後の日付に対し、一貫性を持った動

　　　　　きをすること

　　　　（3）全てのインターフェイス及びデータ保存

　　　　　において、いかなる日付が帰属する世紀も

　　　　　明確に、あるいは1．口叩な演算式又は推論式

．） @　　　により特定されること。

　　　　（4｝西暦2000年目うるう年であることが正し

　　　　　く認識されること。

）「

【資料q　　PI特別回報

　　　　　　　　　　　　　1998年5月1日

　　　　　　　　日本船主責任相互保険組合

組合員各位

　　コンピュータ西暦2000年問題について

　．今般、題記に関する情報として、添付別紙（省

略）の通り、国際PIグループ共通回章が発行さ

れました。国際PIグループは、配布先を国際

PIグループ・プール協定出再船（いわゆる外

航船）組合員を対象として作成しておりますが、

その内容は全組合員に必要なものと判断されま

すので、．．ド記の通り、ご案内申し上げます。

　　　　　　　　　記

　各種コンピュータ装備、特に制御システムに

使用されている集積回路そのものだけではなく、

そのハードウェアとソフトウェアも西暦2000年

問題の影響を受けることは、ご既承のとおりで

す。

　年号を西暦年の下2桁で処理してきたコンピ

ュータシステムは、西暦2000年に、1900年か2000

年目の認識ができなくなり、処理に日付を使用

する機能に影響が出てきます。これらの問題は、

ある処理やプログラムを立ち上げたり（start一
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up）、落としたり（shut－down）するというよ

うに、DOや99という数字を特別な目的で用いて

きたプログラムが組み込まれているシステムに

は、さらに深刻なものとなります。あるシステ

ムでは！999年9月9日が問題となり、また、あ

る装備では、2DOO年が閏年であるということか

ら、20DO年2月29目という日付を取り扱えなく

なるということが予想されます。

　日付精密処理機能のある処理制御部品が組み

込まれている装備は、たとえその機能を現在使

用していなくても、いずれは悪影響が出てきま

す。

　火災報知器、スプリンクラーシステム、エン

ジン管理・警報システム、レーダー・航海シ．ス

テム、荷役・タンク制御システム及び通信シス

テム等を含む船舶上のほとんどの装備が影響を

受けることになります。特に、GPS（四位測定

システム）受診機は、1999年8月21［に1，024

週間を1周期とするサイクルの終期を迎えるた

め、西暦2000年問題に加えて、もうひとつの影

響が出てくるかも知れません。

　本件に関する調査結果は下記の通りです。

・近代船の装備には50以上の日付’処理機能のあ

　る部品が紐み込まれている。

・これらの部品の20～30％は西胚2000年間題に

　対応していない。

・これらの部品の誤作動は、システム自体が信

　頼できなくなる、設定以外の状況で落ちてし

　まう（shut・down）、誤ったデータを出しつづ

　ける等、様々である。

　同様の問題は、海運を支える全組織、すなわ

ち、港湾オペレーション、荷役ターミナルシス

テムとその設備、航行管制及び海上保安部の取

締りにも影響を与えます。従って、船主自身が

西暦2000年問題に対’応しても、場合によっては、

他の関係者の問題で影響を受ける可能性があり

ます。

　まだ西暦2000年問題の対応に着手していない

組合員は、至急計画を立て、発生する問題に対
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応ずることが必要です。そのためには、すべて

の目付処理機能のある処理制御部品が組み込ま

れている装備を含むハードウェアとソフトウェ

アを完全にリストアップすること、そのリスト

のすべての項目について、矯正または交換する

かを決定すること、及びそれぞれが確実に西暦

2000年問題に対応しているかを検査することが

必要となります。これは即ち、性能も機能も西

暦20QO年前後の日付によって何らの影響も受け

ないようにするということです。

　組合員に対し、規制官庁、証書発行官庁、銀

行、監査入や取引先が西暦2000年問題への対応

を要求することが予想されます。

　．西暦2000年問題への対応を確実にするための

技術的なアドバイスや支援の提供者がますます

不足してくることが予想されるので、嘱すぐ行

動に移すことが賢明と思われます。

　国際PIグループとしては、プール．協定に互

いに再保険者として参加しているクラブ、グル

ープ再保険の再保険者及びクラブのコレポンを

含む関係者が西暦2000年問題への対応を行って

おります。

　組合員におかれましても、西暦2000年問題へ

の対応を確実にするための手段を大至急とられ

ますようご案内申し上げます。

【資料2】　PI特別回報

　　　　　　　　　　　　　1998年10月16日

　　　　　　　　日本船主責任相互保険組合

組合員．各位

　　コンピュータ西暦2000年間題について

　　　　　　　　　　　　　　　（その2）

　同特別回報は、「西暦2000年問題」の重要性を

指摘するとともに、組合員各位におかれまして

は、早期に適切な対策を講じられますよう、ご

注意申し上げたものです。コンピュータシステ

ム等の実態は、その利用者によってそれぞれ異

なっており、発生が予想される問題も自ずと異

なります。

　従って、このような各組合員ご自身固有の問

題について、公表されている最善の方法により、

また必要であれば専門技術者のアドバイスを受

け、適切な対策を取ることができるのは、組合

員ご自身のみであることを改めてご注意申し上

げます。

　以上のような状況に鑑み、国際PIグループ

加盟クラブは、1999保険年度より、ルールに「西

暦20GO年問題への適応」に係る規定を新たに導

入することになりました。

　当組合もこれに合わせ、保険契約規定に下記

の主旨を盛り込んだ条項を新設することになり

ましたので、お知らせ申し．上げます。（1998年

12月14日開催第526回理事会に上程予定）

1，直接的であると間接的であるとを問わず、

　西暦2000年問題に適応していないことを原因

　として発生したクレームに関し、組合員は、

　クレームの発生を防止するために、組合の提

　供する種類の保険を手配していない場合には

　当然取ったと推測される適切な対策を講じた

　ことを組合の求める範囲で証明しなければな

　らない。

2．組合員が適切な対策を講じることを怠った

　場合、組合はてん補を拒否し、またはてん補

　額を減額することができる。

　組合員各位におかれましては、組合からのて

ん補に問題を生じさせないためにも、大至急適

切な対策を講じられますよう再度ご案内申し上

げます。

　多くの船主は、既にMmenntum　Bug及びGPS

問題のphysical　aspectsについては（例えば、

航海機器類の誤作動による衝突、座礁又は

cargo　handUngシステムの誤作動による遅延と

いった経済活動に及ぼす影響〉十分認識されて

いると考える。

　以下の点は、これらphysical面ではなく、船

主が2000年問題への技術的／経済的対応を取る

際に、考慮すべき、表立たないが大変重要な点
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を列挙したものである。

　（1）　Ship　finance関係：

　　　銀行等の且nancerは、借り乎側の資金繰

　　り（cash且ow）及び資産価値（本船のa＄set

　　value）に強い関心を持っている。最近英

　　国銀行協会は、各銀行に対し借り手に鋤il－

　　1ennium問題対応に関する50項目に上る質

　　問を行うよう指示しており、対応が十分で

　　なく、将来問題を起こしそうな借り手の洗

　　い出しをしている。貸し手中は本問題に対

　　する警戒心を強めている。

　　　本船融資関係書類（ship且nance　docu－

　　ment）には通常以下の点についての条件

　　（借り手の義務）が盛られている。

　　（1）本船の堪航性（seaworthiness）

　　（2）ISMコードの遵守

　　（3）船級の保持（maintenance　of　class＞

　　㈲　貸し手よりの質問への返答義務（an－

　　　swering　questlons　posed　by　lender）

　　　　もしこれらの条件（義務）が船主によ

　　　り守られない場合は、貸し手は義務の不

　　　履行に訴えて、ローンを直ちに回収する

　　　手段にでることが十分考えられる。

　　　　従って、船主側（借り手）の2000年問

　　　題への不十分な対応は、これらの義務の

　　　不履行の引き金に十分なりうる。

　（2）本船の売買契約（新造含む）関係

　　（ア）本船の買船の場合：

　　　　本船自体にmillennium及びGPS問題

　　　が発見された場合、船主には、これの対

　　　応には相当コスト負担が見込まれ、これ

　　　らコストを他の者に転嫁して軽減を図り

　　　たいのは自然の成り行きである。一つの

　　　可能性として、本船の売り手が考えられ

　　　るが、現在売買の際の標準的なmemo－

　　　randum　of　agreementの条件下では、回

　　　収の権利には制限がある。

　　　　Surveyorsに対し、契約違反又は過失

　　　を挙証することで、場合によっては回収

せんきょう　平成10年ll月号

　　手段を取る事が出来るかもしれない。こ

　　の手段の行使はかなり起こるであろう。

　（イ｝今後の売買の場合二

　　　買い手は、売買契約にmillennium及

　　びGPSに関する問題につき特別な条項

　　を盛り込み、自身の利益をprotectすべ

　　きである。

　　　これからの新造船にはまず問題はない

　　が、現在建造中の船については、これら

　　の問題に対する保証を契約に明記すべき

　　である。また、これからの建造船につい

　　ても、なんらかの特殊条件を契約に盛り

　　込むのが望ましい。

（3）本船上リース物件関係（1eased　equip－

　ment）

　　本船上には多くのリースされた機器類

　〔例えば航海システムやコンピューター・

　システム）がある。2000年問題又はGPS

　問題を回避するため、リース契約に特別こ

　の問題に関する条件を盛り込む事で、船主

　には次の様な手段を取る事ができるであろ

　う。

　（ア）当該リース物件を引き取らせる。

　（イ）貸し手に対応機器への交換を要求する。

　㈲　問題発生の場合に対処した何らかの保

　　証を取り交わす。

　　　リース契約の途中でこのような条件変

　　更が出来るか否かは個々の対応となるが、

　　買船舶は、売り手から買い手にり一スが

　　切り替わるので、条件の変更の一つの機

　　会とはなる。

（4）海上保険関係（marine　insurance）

　　2000年又はGPS問題に間接又は直接起

　因する事故（casualty）が発生した場合、

　船主は、保険契約上での処理につき、困難

　な立場におかれることとなる。

　　例えば、

　（ア）GPS及び2000年問題への不十分な対

　　応は本船不堪航（unseaworthlness）と見
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　なされる恐れが大きい。

〔イ）time　policies（ITC　clauses）に関して

　は、船主が不堪航を知っていた　（privy）

　としたら、保険者は保険契約上の責任を

　免れることになる。

　　ISMはprivyの挙証をよりやりやすく

　簡単にできるようにしている。

（ウ）既に知られているGPS及び2000年問

　題の対応を怠る事は、保険契約上、被保

　険者の一二的な契約条件の不履行（w11血I

　defauk）と見なされる事になろう。この

　場合、これに起因する損害等は保険より

　　の回収はできない。ISMはこのような意

　　図的不履行（wi血l　default）の挙証を簡

　　単に出来るようにしている。

国GPS及び2000年問題への不一卜分な対

　　応は船級維持の違反となり、保険カバー

　　は受けられないであろう。

　（オ）船主が、GPS又は2000年問題への対

　　応ができていないにも拘わらず、対応が

　　できている旨の表明又は言質を保険者に

　　与えた場合は、保険者は発生する損害に

　　対して保険契約上の責任を免れることと

　　なろう。

　　船主は、GPS又は20DO年に未対応の本船

　機器類の調査又は取り替えに係る費用は保

　険の対象とされることはまず無いことを覚

　悟すべきである。

〔5）事故関係（casual飴s）

　　船主は、責任制限という法的な保護を享

　受できる立場にある。GPS及び2000年問

　題の所在を明らかにし且つこれの抜本的解

　決を怠った場合は、この責任制限の権利を

　自ら危ういものとすることになろう。

　　対応の不備が、〔ア）CLC条約、1976海事債

　権条約の適用ケースでは、事故（casualty）

　が結果的に起こるであろうことを認識しな

　がら、これの対応を行わず放．置した場合的

　1957年条約での船主の故意又は過失、に当

　たる場合が相当し、可能性は高くなろう。

　GPS又は2000年問題への不十分な対応に

　起因する事故が今後発生した場．合、その時

　点までにはこの問題は広く認識されている

　ことよりして、船主は、責任制限ができる

　であろうとの憶測に立つべきではない。

（6）用船関係（chartering）

　　GPS又は2000年問題への対応の不備は、

　本船の運航及び港湾施設・荷役施設の運用

　面で様々な影響を引き起こすであろう。例

　えば、Locksの開閉ができない、クレーン

　が動かない、本船のシステム（積荷役シ．ス

　テム等）が動かないなど。

　　航海用船契約の下では、船主にとって問

　題となるであろう点が二つある。ひとつは

　用船の開姶（notice　for　readiness）であり、

　他方は積荷運送中に積荷に発生した損害

　（例えば積荷管理．設備類の不備あるいは事

　故に付随して発生する損害）である。

　　目上の焦点は次の2点となろう。

　〔ア）本船の不堪航に2000乍あるいはGPS

　　問題がどの程度係わっていたのか。

　（イ）問題点の改善への対応に不備があった

　　点が、船主として本船の堪航性の保持に

　　対する相当注意義務違反に相当するもの

　　か。

　　逆に．、用船者にとっては、用船者の責め

　に帰すべき事由により遅延が生じた場合

　　（例えば、港湾施設関係での欠陥あるいは

　本船の着岸又は荷役の遅れ等で遅延が生じ

　た場合）は、巨額なdemurrageクレームの

　リスクに晒されることになる。

　　定期用船契約においても同様の問題の発

　生が予測される。

　　更に、船主にとっての問題は、本船機器

　類の故障又は同様の概念を含んだ0血ire

　clauseのもとで、2000年目はGPS問題がど

　の程度の範囲でofFhireと絡んでくるのか

　の点である。
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　　これらある程度推定できる損害の他に、

　用船者が被る間接損害に関して、船主に対

　し用船契約違反でクレームしてくることも

　考えられる。

（7｝船荷証券（Bill　of　Lading）

　　これに関しての焦点は、2000年又はGPS

　問題への対応を怠ったことが航海の開始に

　当たり本船の堪航性の確保につき相当の注

　意を払うことを怠ったこととして、発生し

　た積荷損害につき船主が負う責任の範囲が

　どうなるかであろう。

（8）船名；関係（carriage　of　passenge「s）

　　客船はハイテク機器で満たされており、

　2000年問題から特に被害を受けやすい。本

　船上のシステムの大半は電子機器によりコ

　ントロールされている（例えば、救命艇シ

　ステム、安全管理（防火、防水、監視他）

　システム、電源／証明システム等）。

　　船主が催し物開催あるいは本船を離れた

　小旅行等を提供する場合は更に大きな責任

　に晒されることになろう。

　　船客の死傷等が発生すればクレームが提

　起され、この原因が未対応の2000年又は

　GPS問題によるものである場合は、船主

　は：

　励　責任制限の権利を喪失し、且つ、

　1イ）米国であれば、懲罰的損害の危険に晒

　　される

　ことになろう。

財結諭
　　2000年及びGPS問題は多くの法的問題

　を含んだ厄介なものである。問題が発生し、

　表面化した後では打つ手は極めて限られ且

　つそれは非常に困難を伴いほぼ不可能もの

　である。従って、船主としては、関係者、

　専門家等の全而的協力を仰ぎ、船主の立場

　での完全な対応を実施する事が要求されて

　いる。
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P＆1の対応②

　国際P＆1グループでは、2000年問題への対’

応の遅れは、船社の経営基盤に多大な悪影響を

及ぼしかねない大きな問題に発展する危惧があ

り、早期対応策の策定及びこれの実施に向け全

社を上げて取り組むべきことが望まれるとして

いる。

　すなわちこの間．題は単に船舶に搭載されたコ

ンピュータ機器類またはシステムの問題といっ

た所謂船舶自体の問題に限定されず、物流シス

テム、通信システム等船舶の運航に影響を及ぼ

すあらゆるシステムのハード、ソフトの両者を

巻き込んだ範囲の幅広い問題で、この問題の解

決には個々の実態に合わせ最善の解決を図るこ

とが肝要であり、放置した場合に発生する問題

の重大性を十分認識して、各社の実態に即して

影響が考えられる全ての機器類、システム等の

問題点を全て洗い出し、関係者の協力を得なが

ら公表されているすべての対策を早急に実行し、

万金な体制を確立する必要があるのではないか

ということである。

　そのような背景から国際P＆1グループ、ICS

（lntemational　Chamber　of　Shlpping：国際海運

会議所）、BIMCO（Baltlc　and　Intemational　Mari一

廿me　Conncil：ボルテック国際海運．協議会）等

は共催で2000年問題の対応に関する「Meeting

the　challenge　of　the　YEAR　2000　in　the　Shipp重ng

and　Transport　lndustry」と題した講演会を1998

年6月に世界5ヶ所で開催した。ここでは2000

年問題が船社に及ぼす様々な影響についてそれ

ぞれの専門家による講演がおこなわれた。

　その内で、2000年問題から派生すると考えら

れる諸問題について述べた講演会における資料

の．．．’部を以下のように仮訳して紹介する。



．丁世界の穀物需給見通し」

　　貿易面で物流の変化が起こるか！

　　　　　　墨解舞錘諜江藤隆司

（この寄稿は10月23日に寄ぜられたものです）

はじめに

　中国は今年5月末からの連続大雨で、揚子江

流域の中部地域（湖北省、湖南省および江西省

を中心とした地域〉が50年振りといわれる大洪

水に見舞われた。その後、降雨域は北上し8月

に入って中国の東北部（黒竜江省を中心とした

地域）でも大洪水となった。

　シカゴの穀物市場は、前者の洪水には殆ど反

応を示さなかったが後者の報には心理的な強材

料として反応を示した。前者の洪水は主として

コメと綿花の作物に被害をもたらしたとされる

が、後者はコーンと大豆の産地であることから

反応を示した。洪水による減産懸念に中国はコ

ーンの輸出国から声点入国に転じるのか、大豆

の輸入量が増大するのか、と云った類いの連想

を市場にもたらした。一方、世界のパン龍と云

われる米穀倉地帯の天候は概して順調に推移し

て豊作が確定し、米国の穀物需給の緩和見通し

が確実視されてきた。2－3年前との比較で世

界の穀物需給も大幅な緩和見通しにある。消費

国アジアの経済はその危機からまだ回復してい

ない。アジアでの穀物消費のための輸入量は以

前のような伸びを示さず停滞するなか、供給は

増加した。その中で、ロシアの穀物生産は凶作

となって食料援助が必要とされる。

　ここでは中国の洪水による影響を整理して、

世界の穀物需給見通し及び穀物貿易の流れを模

索してみたい。

1，中国の洪水と同国の穀物需給見通し

　洪水による減産については明白なデータはな

い。去る10月20日に中国国家統計局が今夏の大

洪水による減産をL990万トンに修正発表した

（10月13日には1，950万トンと発表されていた）

のが、現時点ではもっとも新しい情報であるが、

これは1998年の夏作物と早場米の生産高が前年

同期から1，190万i・ン減産になったと発表して

いるだけで夏作物または早場米生産高の正確な

数字などは発表されていない。

　一方、チャイナデーリー紙は10月13日に、国

家統計局の発表した予測とレて今年の夏作物と

早場米の生産高は前年同期からL95D万トン減

産となるも秋作物が2，000万トンほど増産見通

しにあるとして、全穀物の生産高は前年度並み

になると期待を伝えている。統計局発表の1997

年生産高は4億9，4／7万トンとされ、北京のト

レード筋は1998年の穀物生産高は4億7，500－

4億8，000万トンと予想している。前年よりは

減産が確実視されているが、後述するように在

庫は充分以上にある。なお、1978年の穀物生産

高は3億477万トンだったので、当時との比較

で生産高は飛躍的に伸びている。

　米農務省（United　States　Department　Qf　Agri－

culture以下USDA）が去る10月9日に月例の米

国と世界の穀物需給予測を発表しているので、

せんきょう　平成1Q年11月号



表1 （単位1百万トン）

期初在庫 生産高 輸　入 内　需 輸　出 在　庫

コーン1996〆97年 34．．70 127．47 0．08 113．35 3．89 45．00

1997／98年 45．00 104．30 0．25 11．7．55 6．00 26．00

1998／99年 26．00 124．．00 0．25 119．25 4．00 27．00

小　麦1996／97年 24．30 110．57 2．69 1ユ2．60 0．79 24．17

ユ997／98年 24．17 123．30 1．90 l15．00 1．00 33．37

1998／99年 33．37 110．00 2．OO 116．00 ユ．OO 28．37

大　豆1996／97年 0．00 13．22 2．27 15．30 O．20 0．OO

1997／98年 0．00 14．73 3．00 17．55 O．18 0．00

1998／99年 Q．OQ 13．50 3．6Q 16．90 Q．2Q O．QQ

※飼料・肥料用含む

その中から中国の需給予測を抜粋して紹介する

（表1参照）。

（1｝コーン

　　夏の大雨・洪水で中国のコーン生産高は1

　億1，600－1億2，000万トンに落ち込むと心配

　されていたが、USDAは9月の予測1．億2，200

　万トンを10月の．予測では1億2，400万トンに

　上方修正した。中国東北部で洪水被害に見舞

　われなかった地域での良好な天候とハイブリ

　ッドシードの使用増大が、洪水によるロスを

　埋め合わせる以上に豊作をもたらしたのかも

　知れない。いずれにしても1996年の1億2，750

　万トンに次ぐ史上2番目の豊作とされている。

　　一方USDAは前月予測との比較で同国の

　内需を200万トン下方修正（飼料需要を200万

　トン下方修正）して1億ユ，925万1・ンと予測

　（内、飼料9，300）。これだと前年度より内需

　　（飼料）がそれぞれ200万トン仰びることに

　なる。しかし輸出・輸入は前月を据え置きと

　して、／998／99年度の期初在庫が狛0万トン

　上方修正されたので期末在庫は500万1・ンー．ヒ

　方修正の2，700万トンを予測（前年度2，600百

　万トン）している。

　　ここで問．題となるのは、輸出見通しである。

　現在中国は全国的な規模で在庫を正確に把握

すべく調査を開始したと伝えられる。その結

果は、コーンの輸出政策に反映されることに

なろう。USDAは1998／99年度での中国のコ

ーン輸出を400万トンと見ているが（生産高

を1億2，400万1・ンとして）、そこで想起され

るのは中国は1997／98年度で干ばつ減産の1

億430万トンとなっても600万トン輸出したこ

とである。その背景には大豊作だった1996／

97年度の生産高1億2，750万トンのうち4，500

万トンの在庫を1997／98年度に繰り越した経

緯があったからだ。その古い在庫を輸出に回

していたのだ。

　前年度との比較でUSDAは2，000万トンの

増産を予測しているが、もし事実としたら前

年度並みに600万トン輸出しても、依然とし

て在庫はそこそこ確保されることになる。

　昨年もそうであったが、中国国内のコーン

価格は海外（米国産コーン価格）よりも高値

を維持している。このような状況下で輸出す

るのは経済的とは思えないが、これは食糧増

産を目的として国内での政府買い上げ価格を

高値に設定しているためであって、自由取引

下での高値ではない。従って、中国政府の政

策次第で切出は決定される。即ち内外の価格

差を補助金として政府が負担したら、輸出の
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増加は可能となる。

　例年中国政府はコーンの輸出方針をユ1月に

決定しているので、注目しておきたい、筆者

　は昨年、中国はコーンの減産から後半に拙者

入国に戻ると予想していたがその予想は外れ

　た。今年も洪水によってコーンは多少の減産

　というよりも、むしろコメを中心とした穀物

　〔小麦も減産見通し）全体の減産から輸出を

　引き締め、コーンについても前年度のように

　積極的に輸出することはないだろうと予想し

　ている。その一方米国コーンは豊作となって、

　価格が下落して輸出競争力がついてきたとし

　て、前年度に中国やアルゼンチンなどの輸出

　攻勢激化で失った輸出シェアを米国は今年度

　取り戻すと期待している。しかし現在、筆者

　のこのような見方は中国政府の出方次第では、

　やや後退することになるかも知れない状況と

　なってきた。

働　小　麦

　　小麦の減産は洪水によるものではなく、生

　心門の天候不順（降雨不足〉によるのが主た

　る理由とされている。いずれにしてもそσ）減

　産から輸入は300万トンになるとの見通しが

　多いなかで、USDAは依然として200万1・ンの

　輸入見通しを据え置いている。

勧　大　豆

　　USDAは当初の生産高予測を1，380万トン

　としていたが、洪水後にユ，350万トンに．．ド方

　修正した。大豆の輸入見通しは同時に350万

　トンから360万トンに上方修正されたが搾油

　の下方修正が注目される。しかし粕と汕の輸

　入がこの近年着実に増加している。

　　中国は5年前、大豆粕を19Q万トン輸出し

　ていたが近年は輸入国に転じ、今年度（1998

　／99年）は440万トン輸入するとの見通しに

　ある。これは世．界の貿易量の12％に相当する。

植物汕については5年前、80万トンの輸入に

すぎなかったが今年は360万トンの輸入見通

しにある。

　過去の飢餓の歴史から中国では、油糧種子（大

豆・ナタネなど）の生産よりも穀物が政治的に

センシティブなものとなっている。この5年間

で、綿花・油糧種子の輸入増によって増大する

消費に不足する生産高をまかなってきた。これ

らの作付面積は減少または横這いとなって、小

麦・飼料穀物への作付転換を約500万エーカー

達成している。そしてハイブリッド種子の使用

や肥料・殺虫剤の投下などによって穀物の単収

は7％ほど増加している。作付増と．単収増によ

って穀物は4，000万トンほどの増産をこの5年

間で達成した。

　中国新華社通信は10月15日、中国の穀物在庫

高は年間消費高の30％に達しており、国際的安

全水準とされる17－18％の在庫率を大きく超え

ていると伝えた。なお業者筋によると、国家穀

物備蓄高は1億5，000－2億万トンと推定され

ている。

　中国は洪水によって食糧事情が大きく悪化し

たとは思えない。1．995年以降、増大する消費以

上に3年連続の大豊作が続いて在庫の積み増し

が続いている。巨額の財政資金を掛けて保管し

ている在庫が解消するまでは、食糧の大量三人

は予想し難いと考える。しかし汕糧種子の大豆

の輸入は増大を続けることになろう。その輸出

国は南米と米国となる。

2．世界の穀物需給見通し

　2－3年前との比較で米国および世界の今年

度穀物需給は大幅に緩和の見通しにある。消費

国アジアの経済危機によってそこでの穀物消費

は2－3年前の急速な伸びが鈍化して停滞する
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も、世界全体での消費は着実に紳びる見通しに

なる。一方、世界の貿易量は小麦・コーン・大

豆とも前年度との比較で減少見通しにある（生

産・消費・貿易の推移を表した図1－3日目び

表2のUSDA世界需給予測参照）。しかし重要

な点は、従来の輸入国での懸人先の変化がコー

ンで見られることであろう。

　1997／98年度米国コーンの輸出は、前年度と

の比較で700万トン以上減少した。この理由に

ついては主な輸入国であるアジア諸国の経済危

機によるものと一般的にいわれている。タイの

バーツ切り下げ（1997年7月）が発端となって、

1997／98年度はアジアが経済危機に直面した年

度である。しかしUSDAは1997／98年度の世

［図1玉世界コーンの生産・消費・輸出高
　　　　　　　　　　　　　　※飼料用含む
百万トン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万トン
700．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80．0

50D．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7D．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6D．0500．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5D．040D．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4D．0300．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3D．0
20D．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．0
100．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1D．0

　0、O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O．0
　　89，「90　90’91　91’92　92’93　93’94　94’95　95．ド96　96’97　97’98　98ド99

　　　　　　　　　　年度

［図2］世界小麦の生産・消費・貿易高
　　　　　　　　　　　　　※飼料用含む
百万トン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万トン
620．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115．0

60D．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11Q、Q580．0

560．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105．0

540．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100、0

520．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95．0500．0

480．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9D．0
　　89ド9090，「91　91／9292’9393．’9494’9595．ド9696ド9797／9B　98／99

　　　　　　　　　　年度

［図3］世界大豆の生産・搾油・輸出量
　　　　　　　　　　　※飼料・肥料用含む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万トン百万トン

180．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45．0

160．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40、0

140．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．0

120．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30．0

100．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25、0

　80．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20、0

　60、0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．0

　40．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1D、0

　20、0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．0

　0．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．0
　　89’9090．’．9191／9292’9393ピ9494／9595’9696ド9797ピ9898／99

　　　　　　　　　　年度
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界輸出高を7，370万トンと予測しており、その

前年度の世界輸出高は7，320万トンと比べると

世界市場でのコーン輸出高は50万トンほど増え

ている。これは即ち米国の輸出は激減したが、

それ以上の量を米国以外の国が輸出したという

ことを表している。

　アジアの経済危機によって米国のコーン輸出

は1997／98年度で減少したと分析の結論を得る

のであれば、その危機は続いていることから

1998／99年度の米国コーンの輸出は更に激減す

るとの見通しが成り立つ。しかしUSDAは1998

／99年度での輸出は340万トンほど前年度より

増えると見ている。即ち米国コーンの輸出が減

少したのはアジァ経済危機によるのが主要因で

はなく、米国の輸出市場が他の生産・輸出国に

そのシェアを喰われたにすぎないと考える。消

費国アジアの輸入量は殆ど変わっていない。

（1）アジアの輸入国

　　通貨が最大に下落したインドネシアは元来

　コーンの輸出国、タイもコーンの輸出国だっ

　た。経済発展に伴って食生活の変化が国内畜

産を促進させていたが、経済危機によってイ

ンドネシアの畜産は停滞、または崩壊寸前に

ある、ただしタイの畜産は微増。タイはコー

ンの輸出国からブロイラーの輸出国に転じて

いたので、通貨下落はその輸出を拡大させて

国内畜産を維持している。

　台湾は豚の口蹄疫発生によって昨年3月に

大量の豚を屠殺処分したことから飼料穀物の

需要が減少したのであって、経済危機による

ものではない。その後遺症は現在無くなって、

需要は回復中である。

　マレーシアはパーム油の輸出国で、その大

口仕向先は中国。バーター取引的にパーム油

を中国向けに輸出して中国からコーンを優先

的に輸入買付している。フィリピンは畜産が
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大　豆
1998／99　　　　　期首在庫
SEPll　　　　　l9．39
0CTg　　　　　l9．王6
米　　　　　国　　　5．44

米国以外　 13．73

アルゼンチン　　　6．45

ブラジル　 5．00

EU（EC－15》　　　O．76
日　　　　本　　　　0．63

中　国0，00

生．産
156．39

153．63
75．36

78．27

16．50

29．00

　1．84
　0．18
13．50

輸　入
38．37

38．67

　0．16
38．50

　0．40
　1．00
i5，50

　4．70

　3．60

搾　油
128．61

128．40
43．54

84．86

14．00

20．10

15．5G

　3．65
10．13

内　需
150．19
150．16
47，62

102．54

14．95

22．OO

16．70

　4．96
16．90

輸　出
38．29

38，13

22．59

15．54

　3，00
　8．30

　G，52

　0．OO

　O．20

期末在庫
　25．66
　23．17

　10，75
　12．42

　5．40
　4．70
　0．88
　0．54
　0，00

1997／98SEPII
OCT　9
．米　　　　　国

米　国　以　外
アルゼンチン
ブ　ラ　ジ　ル
EU（EC－15＞
日　　　　本
中　　　　国

期首在庫
　12．86

　12．86

　3．58
　9．29
　3，40
　3．40
　0．84
　0．64
　0．OO

生　産
／56．52

156，09
73．55

82．54

1B．7G

31．00

　1．57
　0．15
14．73

輸　入
39．36

39．16

　0．12
39．04

　．1．GO

　l．70
15．56

　4．95
　3．00

搾　油
125．98
126．15

43．46

82．69

13．GO

20，00

15．39

　3．80
10．45

内　需
149．50

148，93
47．94

100．99
玉3．85

22．00

16．71

　5．10
17．55

輸　出
39．86

40．02

23．87

16．15

　2．8G
　9．10

　0．50

　0．00
　0．18

期末在庫
　19．39

　19．16

　5．44
　13．73

　6．45
　5，00
　0．76
　0．63
　0．00

※飼料・肥料用含む

まだ発展していなかったので、コーンの輸入

量には変化がない。日本の輸入量には変化が

ない。

　韓国は昨年11月の通貨下落以降、国内畜産

が崩壊するといわれながらも何とか維持して

現在は堅調。同国の輸入通関実績は表3の通

り。

　小麦のうち飼料用小麦がどれだけ含まれて

表3 （単位＝千トン）

1998年1－8月 1997／1－8月

小　　麦コ　一　ン

蜩､粕

3，080

S，898
@593

2，144

T，488
@455

楽飼料・肥料用含む

表4 （単位：百万トン）

97年8月 98年10月 差

中　　　国　生産

@　　　　輸出
Aルゼンチン　生産

@　　　　輸出
lアフリカ　生産
@　　　　輸出

110．0

@1．0
P3．0

@7．7
@8．5
@1．3

104．3

@6．0
P9．3

P3．5

@7．6
@1．4

一　5，7

{　5．0

{　6，3
{　5．8－　0．9

{　0．1

米　　　国　生産
@　　　　輸出

235．6

T2．1

237．9
R8．5

＋　2．3－13．6

※飼料用含む

　いるか不明だが、人口が急増して食用小麦の

　需要が増えたとは考え難い。コーンの代替と

　しての飼料小麦の輸入増がコーンの輸入減と

　相殺されていると思われる。その理由として

　大豆：粕の輸入が増えているからだ。

（2｝米国以外の輸出国からの輸出増大

　　昨年7月にタイバーツの通貨下落を発端に

　アジアの経済危機が広まった。その直後の

　1997年8月に発表されたUSDA1997／98年度

　世界需給予測を表2の1998年10月の同年度予

　測と対比してコーンの主要生産・輸出国を抜

　粋する（表4）。

　　中国は減産となったが前年度の在庫が多か

　つたので政策的に輸出を増やした。アルゼン

　チンは降雨に恵まれて増産となり、その分を

　輸出に回した。南アフリカは減産となったが、

　輸出は若干伸びた。米国は一年前との予測と

　の比較で、生産は上方修正されたが輸出は

　1，360万トンも下方修正された。

　　この他にハンガリー、ルーマニアなど東欧

　メイズの増産は輸出を増大させ、日本や東南

　アジアの一部でも輸入した。ウクライナも大

　増産となって（1996年の187万トンから1998

せんきょう　平成10年11月号



圏

年は530万トンへ）、中近東向けに輸出を伸ば

　して米国の輸出市場を喰い荒らした。また小

麦・大麦の世界的増産はこれらを安価な飼料

穀物とさせ、コーンの代替として消費国の小

麦・大麦の輸入を増やした。

　米国コーンの輸出が減少したのは上記の複

　合的な要因によるものであって、．単にアジア

　経済危機によって減少したのでは無いと考え

　る。表4から輸出が増えた中国とアルゼンチ

　ンについて、その仕向先を通関統計などのデ

　ータから検証する（表5・表6）。

　　なお韓国では中国からのコーン輸入を増や

　して米国からの輸入が減少している。同国の

　輸人通関実績（表7）をみると、ここでも米

　国からの輸入は激減するなかで、中国からの

　輸入が大きく伸びていることがわかる。

（3）米国コーンの輸出回復期待

表5 （．単位：千トン）

巾国（通関統計） 工998年1－7月 1997年1－7月

韓　国　向　け

}レーシア向け

@総　　　計

1，859

@534

Q，969

165

U5

R05

表6　　　　　　　　　（単位：千トン）

アルゼンチン（8月28日現在の輸出登録）

仕　向　先 1997／98年 1996／97年

目　　　　本
艨@　　　　湾

ﾄ　　　　　国

@総　　　計

1，400

P，050

@150
P2，000

　370
@250

@　0
W，280

（米国向けに輸出成約出来るほどアルゼンチンの

価格は安かった。）

表7 （単位：千トン）

97／98年（10－4月） 96〆97年GO－4月）

米　国　か　ら

?@国　か　ら

@総　　　計

1，476

R，075

S，645

4，473

@57
S，738

　上記（1止②｝で検証したように米国コーンの

輸出は、単にアジア経済危機によって減少し

たのではなく、米国以外の他の輸出国からの

日出増大によるのが主因と考える。．．一方消費

国アジアの輸入は．概して横ばい状況にある．

このように現状を分析したら、1998／99年度

で米国コーンの輸出回復は期待出来、究極的

には前々年度（1996／97年）近くにまで回復

すると予想する。その背景に米国コーンの価

格一．ド落があり、競争力がついていることを先

ず挙げたい。

　またアジア向けの米政府による信用供与の

効果が既に見られる（韓国向けにコーンの輸

出は増大中）。そして1997／98年度並みに米

国以外の輸出国が輸出を維持出来るか否かが

ポイントとなる。その答えは「NO」と考える。

　アルゼンチンの作付面積は前年度より減少

見通しにありラニーニャによる干ばつ懸念も

残り、USDAの／998／99年度生産高予測は

1，500万1・ン（前年1，930）と伝えられている。

中国は過去50年間での最大の洪水に．見舞われ

て穀物の減産は確実視されている。食料問題

を最重要政策としている同国にとって、現在

の低価格水準で（国内高・海外安）積極的に

コーンの輸出を続けるとは予想し難い。しか

し穀物の在庫が多いので予断を許さない。

　またルーマニアは過去40年間で最悪の熱波

に8月に見舞われ（その前の5－6月は洪水）

コーンの減産は確実視されている。ウクライ

ナも干ばつに見舞われて減産見通しにある。

東欧からのコーンの輪出は期待し難い。

　このように米国以外の輸出国からの輸出は

．前年度と比べると、大きく落ち込む見通しに

あり、相対的に米国の輸出は回復すると期待

する。

　このように世界のコーン輸出市場で流れが

せんきょう　平成IO年ll月号
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変わろうとしている。

3．ロシアの食料危機

　8月半ばにロシアのルーブルが急落して同国

の経済危機が世界の注目を集めている。追い打

ちをかけるようにロシアの農作物は干ばつによ

って大凶作となり農民は作物を売ろうとしない。

紙屑同様のルーブルを入手しても意味が無いか

らだ。統計上は、前年度からの繰越在庫がある

ので予想される需要に総供給は見合うが、今年

度末の在庫は殆どゼロに等しくなる。そして来

年度に軽い不作にでもなれば穀物の大量輸入は

避けられない見通しにある。来年収穫される冬

作物の作付期を迎えているが、農業分野で種子

・肥料などを買付する資金はなく、またトラク

ターも動かないと伝えられる。部品や燃料を入

手出来ないという。来年収穫されるロシアの穀

物は不作への道を歩んでいる。

　USDAの世界需給予測からロシアの小麦と粗

粒穀物（コーンや大麦など）を抜粋して紹介す

る（表8）。

　今年度（／998／99年度）は上記の通り需給の

タイトが予想されるも、統計上は食料危機とは

云えそうもない。しかし実態経済としては、食

料危機に陥っている。農村から都市などの消費

地に穀物が流れないからだ。中央政府がドルで

支払うなら売っても良いと農民は考えているが、

政府には外貨がない。外国からのローンの返済

表8

は8月以来、デフォルトに陥っている。

　ロシア政府は国連の赤十字経由で食料支援を

要請する一方、USDA高官と本年10月12－15日、

食料援助について．協議しており、今後はEUと

の協議も予定されている。ロシアがローンの返

済不履行に陥っているので、IMFによるリス

ケジューリングの合意が為されない限り米国・

カナダ・EUとも信用供与による穀物の輸出は

極めて困難と思われる。

　ロシア政府高官とUSDA高官との協議内容

については現時点では明らかにされていない。

食料援助は小麦と小麦粉、コーン、大豆粕、食

肉などが対象品目になりそうだが、その数量な

どについても明らかにされていない。．1．1∫場の思

惑的な予想では、米国から小麦2－300トン、コ

ーン100万トン、大豆粕30万トン、食肉数10万ト

ンとされ、EUからは小麦粉と牛肉などになる

のではないかといわれている。なおカナダから

も小麦の援助が期待されている。

　ロシアの厳しい冬将軍の到来は間近に迫って

いる。何らかの食料援助の実施が期待されると

ころだが、援助する側に立てば贈与の形でしか

出来ない事情があるので、量的に限度があると

予想される。人道的観点からの政治的判断がど

こまでその量を最大限にするかが注目される。

　ロシアの食料危機は来年度を待たずに既に始

まった。世界市場での穀物の流れがロシア向け

に増大する傾向にあると考えても良さそうだ。

　　　　　　　　　　　　　（単位：百万トン）

期初在庫 生産高 輸　入　　　　内　需 輸　出 在　庫

小　麦1996／97年
@　　1997／98年
@　　1998／99年

3．19

P．65

W．04

34．90

S4．20

Q8．50

1．98

Q．lo

Q．00

37．81

R9．O1

R6．50

0．6

O．9

O．5

1．65

W．04

H．54

粗粒穀物1996／97年

@　　1997／98年
@　　1998／99年

1．49

O．98

V．06

31．65

S0．85

Q1．60

0．75
k｝．62

O．75

32．56

R3．85

Q8．20

0．35

P．55

O．20

0．98

V．06

P．06

※飼料・肥料用含む
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　平成7年1月17日未明の阪神淡路大震災、咋

年の小学生連続殺傷事件、新神戸駅近くのホテ

ルでの発砲事件等々、神戸発のニュースは暗い

イメージのものが続いていました，。この中で

本年4月の明石大橋開通は久々に明るいニュー

スを提供してくれました。

　さて、当地区で港を巡る動きといえば神戸空

港着工に向けての動きがいよいよ最終局面とな

りつつあること、神戸港の強制水先制度の改正

に関するものと思われます。

　そこで以下、この2つについてご紹介いたし

ます。

1　神戸空港の着工に向けての動き

　神戸空港の概要を簡単に復習しますと、神

戸空港は第三種空港、すなわち神戸市が設置

管理する空港で、ポートアイランドの沖合い

約3k皿の地点に面積約272haの空港島を造成、

滑走路は2，5QOmを1本、開港予定は2005年

秋頃とされています。

　空港着工までの手続きとしては飛行場の整

　備にかかるものと空港島の建設にかかるもの

　とがありますが、それぞれの環境アセスメン

　トは終了しており、平成9年2月には運輸大

　臣より飛行場設置許可が降り、同年3月には

　空港島の港湾計画への組み入れが了承されて

　います。

　　そして、去る10月19日に神戸市は最後の手

　続きである『空港島公有水面埋立免許』を神

　戸市長に出願しました。今後、神戸市長は市

議会の同意議決を得たのち運輸大臣に埋立認

可串請、同認可が得られれば神戸市長が埋め

立て免許を出すということになります。この

埋立免許をもって一・連の複雑な手続きは全て

完了し、いよいよ空港建設のテープが切られ

ます。神戸市によれば、着工は来年の秋頃と

のことです。

　ところで、ご承知かもしれませんが空港建

設の是非について住民投票条例の制定を求め

る市民グループの動きがあります。新聞報道

によれば8月21日から1ヶ月間にわたって同

グループによる署名運動が展開され約30万8

千入の署名が集められたとのことです。

　因みに、これからの展開は首長に条例制定

の請求→首長は意見書を添えて議会に送付し、

議会の招集となるようです。議会で住民投票

条例の制定が可決された場合には、条例公布、

住民投票の実施という流れになるようです。

今後の議会の動きが注目されるところです。　　ハ

2　神戸港強制水先に関して

　神戸港の強制水先対象船舶の1万GTへの

　引上げ実施については、所要の安全対策が講

　じられております（本誌平成10年7月号参照）。

　実施後約3月余りが経過し、近々には神戸市

　当局の主催による委員会が設けられ、神戸港

　の航行環境の変化についての検証が行われる

　予定となっております。

　　このため、当地区海務・港湾委員会では㈹

　日本船長協会神戸支部と共同して9月ユ0日か

せんをよう　平成1Q年■月号
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ら10月10日までの1ヶ月間、神戸港に入港し

た船長を対象に入出港に関するアンケート調

査を実施しました。海務・港湾委員会での検

討が終わっていない段階でアンケート結果に

ついて云々することは差し控えますが、概要

について簡単にご報告します。

　アンケートの実施には当地区船主会会員各

社、兵庫県代理店協会、神戸旅客船協会、全

国内航輸送海運組合、掛目本内航船主海運組

合等のご協力を得て現時点で117通を回収す

ることができました。117通の船籍別、船長

の国籍別、また総トン門別の回答数は次のと

おりです。

船長の国籍別集計

日本人船長 58隻

外国人船長

　　59隻

China　　13隻

KOR　12隻

その他34隻

左の総トン数別内訳

1万トン未満27隻

1万トン以上31隻

1万トン未満26隻

1万トン以上33隻

　次に、本年7月1日以降の神戸港の港内交

通、港内環境の変化についての質問　　　『以

前と変わらない1、［以前に比べて悪化した1、

『以前に比べて良化した」　　について船長

の国籍別、総トン数別にみた回答数は下図の

とおりで、日本人船長、外国人船長とも『変

化なし』とするものが多く、次いで『悪化し

た』、『良化した』の順となりました。特に1

せんきょう　平成10年11月号

万トン以上の目本人船長に悪化したとする回

答が多くみられました。ただ、入港間隔の開

いた船長が前回入港時との比較について答え

ることは非常に困難であることを考慮する必

日本人船長

1万トン未満
　　　　　　　4隻　　　4隻17隻　629％
　　　　　　148％　　「，148％
　　　　　／　　　　　　＼’　　1隻
　　　　　　　　　　＼・32％

1万トン以上　　13隻419％

外国人脹「
1万トン未満コ

1万ト・以上　　22婁667％　　嘉％12。。

　　　□・化・…化・た・・化した□不明蕊

　　　　．15郷％琿

…769・ @輩聾
　　　　　　’　　孟隻

要があろうかと思われます。

　なお、『悪化した』、『良化した』との回答の

内容を見ると、『悪化した』とする主な事由

は、航路入口付近の輻車奏、特に早朝に入港船

が航路付近に集中すること、不当運航船の増

加、以前に比べて着岸まで時間がかかること、

VHFによる船舶間のコミュニケーションの

とり方に問題がある、港域に入っても所定の

信号旗を掲げない等港則法が遵守されていな

い、指定錨地が東西の航路上にあるため危険

を感じる等々の問題が指摘されております。

　・一．・方、『良化した』との回答では、港内情報

量の増加を6隻の船長が指摘しており、強制

水先対’象船舶のトン数引き上げには情報提供

の充実が不可欠であるとした安全対策の効果

が窺えます。

　以上、簡単にご報告しましたが安全な神戸港

の確立には水先人、海上保安部、港湾管理者、

　並びに海事関係者が真摯な努力を続けること

が肝心と考える次第です。

阪神地区事務局長　谷ロー朗

圃
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ナポレオンにスエズ運河建設

を断念させた技師たちの

測量ミス

　1798年にエジプトを征服したナポレオンは、

スエズ付近の砂漠にかすかに残された古い運河

の痕跡を見つけた。それは約ユ000年前にエジプ

トを征服したペルシャのダリウス大王が掘削し

た地中海と紅海を結ぶ運河の跡だった。

　ナポレオンは、ここに再び運河を掘削すれば、

地中海に面した南フランスの港がインドやアジ

アとの交易拠点として優位に立てることに気づ

き、土木技師たちに実現の可能性を調査させた。

　しかし技師たちが現地を測量して出した結論

は否定的だった。彼らの計算では紅海の水位は

地中海よりも9mほど高く、運河を掘れば紅海

の海水が地臨海に溢れ出して大災害をもたらす

　　　　　「！へ

　　　　　饗爵

弛、

ノ

という。それを防ぐには關跡式にするしかない

が、当時の技術ではそんな大規模な間門式運河

の建設は難しいとのことだった。

　その報告を聞いて、結局ナポレオンは計画を

断念した。ところがその数十年後、この技師た

ちの結論はカイロ駐在のフランス領事フェルデ

ィナンド・ドゥ・レセップ．スによって覆される。　一

彼の調査ではナポレオンの技師たちの計算は誤

りで、運河は建設可能だというのだ。

　レセップスは確信を持って有力者を説得し、

ついにスエズ運河建設に乗り出した。彼のいう

通り紅海の水は地中海に逆流せず、当初の計画

の2倍の費用と時間がかかったものの、1869年

に無事運河は開通した。上木技師たちの単純な

測量ミスのおかげで、ナポレオンはスエズ運河

建設の主導者として後世に名を残す栄誉を自ら

放棄してしまったのである。

安全航行のための船底と

海底との隙間　　UKC

　船が航行するためには、船底と海底の問に一

定の高さの隙間がなければならない。当たり前

の話ではあるが、安全航行するために、この隙

間が実際にどのくらい必要かを計算するのは、

実はなかなか簡単なことではない。

　船舶が航行するために必要なそうした隙間の

ことをUKC（アンダー・キール・クリアラン

ス）と呼び、日本では一般に「余裕水深」と訳

されている。

　UKCは、次の4つの要素によって決まる。

　1つ目は、航走中の船体の沈降量。船は航行

するスピードによって船体が沈んだり浮き上が

ったりする性質があるが、VLCC（20万D／W

以上の超大型タンカー）などでは十数ノットで

無断転載を禁じます。社団法人　日本船主協会◎

せんきょう　平成10年11月号
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ユメートル前後も沈む場合がある。

　2つ目は海図の水深の測量誤差や潮汐の推定

誤差。そして3つ目が、波浪やうねりによる動

揺から生じる船体の沈下量だ。これらを考慮し

て、常に一・定の基準値に基づく余裕をみておく

必要がある。

　さらには不測の事態で、これら3つの条件が

すべて最大の値になってしまった場合でも操船

可能な最低限の余裕（安全余裕）が必要だ。こ

れら4つの要素を合算した値が、安全航行に必

要な余裕水深、つまりUKCということになる。

　23万D／WクラスのVLCCの場合、満載状
態では船体の高さの約80％が水中に沈んでおり、

深さは20mにも達する。その船底部分と海底の

隙間を何メートルにすべきか検討するわけだか

ら、そのための計算がいかに大変なものか想像

できる。まさに巨大であるがゆえに求められる

デリケートさといえよう。

海賊がモデルだった

ロビンソン・クルーソー

　イギリスの作家デフォーの小説「ロビンソン

・クルーソーの生涯と冒険」（1719）は、航海の

途中で遭難し、絶海の孤島で27年余りの年月を

過ごした主人公の冒険物語だが、この小説には、

実在のモデルがいたといわれる。

　その人物はイギリスの私二二「シンク・ポー

ツ」の水先入だったアレクサンダー・セルカー

ク。私掠船とは、国王の特許状を得てスペイン

船を襲い掠奪を行った一種の海賊船で、彼は船

内での権力抗争に巻き込まれ、1703年9月に南

太平洋のファン・フェルナンデス島という無人

島に置き去りにされてしまう。

　彼に残されたのはわずかな私物と銃と少量の

、

．　「　r，　．圏

㌦．脚・・Or㌔’

弾薬のみ。しかし島には海亀やエビや以前この

島に住んでいたスペイン人が残した山羊がおり、

彼らが植えた蕪も群生していた。

　セルカークはこれらを食料にし、ヤギの皮を

なめして衣服にし、木を摩擦して火をおこす方

法を考案するなどして5年間生き延びる。そし

て1709年1．月、偶然立ち寄った英国の私掠船の

乗組員に発見され、救出されたのだった。

　当時、セルカークのように、ある種の刑罰と

して孤島に置き去りにされた船乗りのことを

「マルーン」と呼んだ。

　その多くは餓死したり原住民に殺されたりし

たが、孤独と苦難に耐え、強靭な意志によって

生還したセルカークの冒険諦は本国の英国でも

話題になったのだろう。そこに作家の想像力が

さらに豊かな肉付けを与えて誕生したのが、勇

気と忍耐と信仰心に溢れるヒーロー「ロビンソ

ン・クルーソー」だった。

　海賊船の乗組員だったセルカークがクルーソ

ーのような高潔な人物だったとは考えにくいが、

デフォーが創り出した魅力的なキャラクターは

多くの人の感動を呼び、作品は今も児童文学の

古典として世界中で読み継がれている。

せんきょう　平成10年11月．号



海運 日誌瓢10月

1日　　日本郵船と昭和海運が合併、新体制が

　　スタートした、

5日　運輸省は、1998年度上半期の新造船建造

　　許可実績を発表した。それによると、貨物

　　船l17．隻、タンカー46隻の計163隻・601万

　　4，800％で、前年同期に比べ隻数は46隻減

　　少したものの、船型の大型化で総トン数は

　　ほぼ横ばい。

6日　運輸政策審議会・海上交通部会港湾運送

　　小委員会の第4回会合が開催され、港湾運

　　送事業者の効率的な経営・就労体制の確立

　　を目的とした企業規模の拡大策について話

　　し合われた。

　　（本誌10月号P．2海運ニュース1参照）

12日　ASF船員委員会第4回中間会合が東京

　　で開催され、改正STCW条約に関する「ホ

　　ワイトリスト」への対応状況やITFの一

　　方的な賃金引き上げ問題等共通のテーマに

　　ついて話し合われた。

　　（P．2シッビングフラッシュ1参照）

　運輸省は9月分のPSCによる航行停止

処分状況を発表した。それによると航行停

止・改善命令の処分を課せられた船舶は前

月よりも6隻少ない23隻だった。

13日　日米両国政府は規制緩和・競争政策に関

　　する課長級の作業部会を開いた。その中で

日本側は運賃設定に関するFMCの監視権

限強化に対して懸念等を表明した。

14日　／984年米国海運法の改正を含む「オーシ

　　ャン・シッビング・リフォーム・アクトユ998」

　　（S．414）が成立し、／999年5月より施行

　　されることとなった。

　　（P．10特別欄参照）

15B　［1本船舶輸出組合は、1998年度上半期の

　　輸出船契約実績を発表した。それによると

　　76隻・373万8，000％と、ほとんどの船種で

　　受注が減少、前年同期実績の約半分に落ち

　　込んだ。

19日　当協会は海上保安庁第3管区海上保安部

　　の協力の下、千葉港第4区（京葉シーバー

　　スとその付近海面）で官民合同の流出油防

　　除訓練を実施した。

　　（P．9囲み記事参照）

28日　日本石油と三菱石油が1999年4月1日を

　　以って合併することが発表された。合併会

　　社は国内最大のタンカー荷主となる見込み。

せんきょう　平成10年／1月号
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認：譲灘豪灘1暴．

日

■ ●

陳情書・要望書（10月）

宛　先：郵政省

件　名：ITV全権委員会議へのIMO意見書につ

　　　　いて

要　旨：ITVの海上移動衛星業務の使用周波数

　　　　帯を一般にも割り当てることに対し、

　　　　IMOはGMDSSにおける一般通信の

　　　　運用に懸念があるとして、標記会議の

　　　　意見書を提出する。

　　　　　わが国商船隊においても同様である

　　　　として、意見書の趣旨につき理解を求

　　　　めた。

国際会議の開催予定（12月）

OECD海運委員会

　12月4日　パリ

．＿　　IMO第70回海上安全委員会

　　　　12月7日～ll日　ロンドン

せんきょう　平成10年11月号



ミ螺黙ミ薫ミ羅ミ黙ミ岬選墨懸ミ：慧ミミミき

了．わが国貿易額の推移

海運統計
　　　　（単位：10億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

輸　出 輸　入
前年比・前年同賜比／％）

年　月
（FQB） （CIF）

入凶出超
輸　出 輸　入

1980 29，382 31，995 △2，612 30．4 32．0
1985 41，956 31，085 ／0，870 4．0 ▲　　3．8
1990

41，457 33，855 7，601 9．6 16．8
1995

41，530 3／，548 9，982 2．6 12．3
1996

44，731 37，993 6，737 7．7 20．4

1997 50，937 4α956 9，981 13．9 7．8

1997年9月 4，423 3β59 i，063 14．2 8．5

10
4，645 3，540 1，105 17．3 ユ．1

1．1 4，224 3，162 1，062 6．5 ▲　　4．1
12

4，705 3，468 1，236 12．9 5．4

1998年／月 3β60 3，474
385

9．o ▲　　2．6
2 41094 2，815 L278 2．6 ▲　14，9
3

4，589 3，347 L24」 1．1 ▲　10．5
4

4，346 3，122 1，224 △　　1．8 ▲　13．7
5

4，042 2，S24 1，2i8 ▲　　工．5 ▲　16．2
6

4，346 3，131 1，214 5．5 ▲　　0，9
7

4，561 3，248 1，312 6．5 ▲　　5，6
8

4，D14 3，121
892 2．0 ▲　　3．0

9
4．，597 3，054 1，542 3．9 ▲　　9．1

駐）　通関統計による。．

3，不定期船自由市場の成約状況

年　月
三三）平均 最高．値 最安値

1985 238．54 20〔｝．50 263．40
1990

144．81 124．30 160．10
1993

111．19 100．50 125．75
1994

102．24 96．45 109．oo
1995

94．06 80．3σ 104．25
1996

108．79 98．05 ／10．31

1997
121．00 111．35 13／．25

1997年10月 12LQ6 119．95 122．2Q
11

125．27 121．63 127．70
12 129．4．ア 127．00 131．25

1998年1月 129．45 125．25 134．30
2

126．00 123．12 128．70
3

128．69 125．30 132．05
4

131．67 王28．00 135．00
5

135．OO 132．00 139．05
5

14D．43 工36．20 146．70
7

140．73 138．35 143．70
8

144．67 141．05 14ア．00

9
134．59 131．05 139．80

10 121．30 114．25 136．75

（．弔．イ．ウ：：」千一NI／π’）

区分 航 海 用 船

定期 用船

シングル
（品　目 別 内　訳）

年次

合　　．計 連続航海
航　　海

穀物 石炭 鉱石 屑鉄 砂糖 肥料 その．他 Trip　　　　　　i Per［od

1992
196，312 16，996 179，316 54，719 54．，731 61，ユ97

576
3，064 4，023 1，006 87，735 16，530

1993
172，768 8，47G 164，298 56，033 42，／69 59，167

408
2，353 3β57

811
108，546 26，003

1994
180，978 11，264 169，71．4 44，993 44，251 68，299 2，634 3，477 4，430 王，630 176，407 46，876

1995 172，64．2 4，911 167，ア31 48，775 52，371 57，261 L526
L9遭1 5，054

8Q3
154，8QZ 49，06工

1996 203，4．07 2，478 200，929 54，374 69，509 66，539
898 3，25／ 5，601 75．7 1．44，561 29，815

1997
195，996 2，663 193，333 46，ア92 67，192 66，551 1，069 3，724 7，312

693 160，468 43，240

／998　2 16，514
370 1．6，144 4，ア00 4，253 6，403

30 234 299 225 8，50．7

ウ
5
5
7
冒
，

3
15，078

130
14，948 4，536 4，226 5，6工7 144 162 233 30

／L540
ワ
9
4
3
’
，

4
19，009

410
18，599 3，887 6，914 7，030

28 534 195 n 15，383 1，856

5
17，098

0
1．7，098 3，503 6，85．L 5，967 ／57 350 183 87

U，184 1，076

6
16，577

0
16，577 3，513 6，488 5，879

27 411 169 90 9，470 1，694

ア 15，587
0

15，587 3，／14 6，105 5，283
27 438 400 247 10，ア46 1，519

8
13，460

156 13，460 2，971 5，361 4，444
79 220 248 137

9」80
881

9
14，24．0 172 14，068 3，〔144 5，585 5，069

27 198 120 25 12，82〔｝ 2，650

10
13，339

125 13，214 3，374 5，047 4，132
101 364 113 83 12，436 3，480

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による、②品目別はシングルものの合計，，③年別は暦年。

せんきょう　平成10年11月号
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4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾．．’．．日本 ペルシャ湾／欧米

月次 1996 1997 1998 1996 1997 1998

円．古

謦ｼ 最低 最高 最低 最高 最低 最．高 最低 最高 最低 最高 最低
1

67．50 57．50 66．25 62．00 62．00 50．00 58．OD 52．50 56．50 52．00 52．50 42．50
2

75．00 67．50 56．50 58．50 69．oo 60．OO 65．OO 55．OO 52．50 47．50 60．00 45．DO
3

72．50 67．50 69．00 58．Qσ 82．00 67．50 57．50 47．50 57．50 50．50 67．50 55．00
4

55．00 46．00 67．50 46．50 72．50 65．00 47．50 39．00 52．50 45．00 72．50 55．00
5

64．75 5／．50 72．50 61．50 87．50 69．00 55．00 42．50 59．50 45．00 77．50 69．00
6

79．50 65．00 76．50 65．50 75．00 62．50 62．50 52．50 60．00 52．50 77．50 56．50

7
79．75 69．00 86．75 68．50 82．50 74．75 67．00 57．50 65．00 50．00 72．50 65．00

8
70．00 65．OO 94．00 85．00 80．00 6D．00 60．00 55．OD 67．50 65．00 68．50 52．50

9
64．50 56．OO 94．50 72．50 60．00 44．00 52．50 49．50 70．00 60．00 56．OO 40．00

10
63．00 55．OD ／00．00 89．00 62．50 52．50 55．00 43．75 77．50 70．00 55．00 51．50

11
69．00 58．75 82．00 75．00 55．00 50．00 80．OO 65．oo

12
69．50 60．00 75．00 49．50 50．50 47．50 62．50 42．50

（注） ①日本郵船調査グループ資料によ る。 ②単位はワールドスケールレート。 ③いずれも20万D／W 以上の船舶 によ

）．

るもの。 ④グラフの値はいずれも最高値．

5　穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル）

ガルフ／日本 北米西岸／日本N ガルフ／西欧

月次 1997 1998 1997 1998 1997 1998

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　．最低 最高　　最低
1

26．85　23．80 21．25　19．00 14．25　13．40 ll．50　　9，00 13．00　12．25 10．75　　9，00
2

26．00　24．60 19，00　16．50 一
8．75 11．00 7．90　　7．50

3
25．75　23．50 19．50　17．50 一 12．85　11．50 一

6．75
4 24．85　20，95 20．00　16．00 15．00　13，25 　 11．00 一5

2工．75　20，25 17．OQ　I．5．50 工2．00 ｝ lQ．5G lO．5G　　7，50
6

22．10　19．90 15，35　13．70 12，05　11．75 　 一 一

7
24．50　21，75 14．00　13，00 14．00　12，10 9．75

一 一8
24．35　2玉．50 13，00　12．50 一 　 10．50　／0．25 一9
25，50　22．00 12．75　12．70 一 　 10，15　1D．00 8．50

10
24．60　21，70 り一 13．50　12．60 一 11．00　　9．50 8．75

11
23，75　19．OO 13，25　12．25 11．30　10．00

12
23．50　19．75 一 12，0D　　9．80

（注）①．H本郵船調査グループ資料による。
　　　　③グラフの値はいずれ輔走．高値。

②いずれも5万D／W以上8力．D／W未満の船舶によるもの。

せんぎょう　平成10年11月号
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単位　　ドル）

ハンプトンローズ／日本（石炭〉 ッバロン／日本（鉄鉱石） ッバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 1997 1998 1997 1998 ／997 1998

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

　 一 一 一 7．50　　6．17 6．50
2

一 一 9．50
一 7．35　　6．00 5．80　　5．25

3

一 9．75 9．50
一 6．30 一4

一 一 　一 一 6．10　　　5．65 5．25　　3．95
5

12．00 一． 一 一 6．00　　5．80 4．70　　4．15
6

　 一 一 一 6．45　　5．90 4．30

7

一 一 ．一 一 5．80 一8
一 四一 一 4．50 6．95　　5．8Q 4．SQ　　3．25

9
一 6．50

一 6．55 7．25　　　5．95 5．OO
10

一 一 一 『． 7．70 一
／1

一 一 6．30
12

『 11．00　　7．80 6．15

（注〉①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれも10万D／W以上15万D／W未満の船舶によるもσ）。
　　　③グラフの値はいずれも最高値。

（

7，タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 ．数

月次 1996 1997 1998
VLCC 中型 小型 H・D H・C

VLCC 中型 小型 H・D H・C
VLCC 中型 小型 H・D H・C

1
60．8 102．8 136．9 162．3 233．6 57．3 107．2 165．6 188．4 233．8 55．3 110．4 150．3 140．7 175．02
60．3 120．0 157．8 178．4 228．4 59．1 l14．1 164．1 198．1 255．8 54．6 104．8 142．1 154．5 171．43
66．6 120．2 153．6 202．1 229．6 58．4 109．1 155．9 201．4 237．7 68．6 96．7 132．9 146．5 175．54
61．4 113．6 178．0 228．1 233．3 62．0 119．7 201．3 193．9 223．4 72．4 1．06．1 145．7 工60．6 161．95
49．1 116．6 160．9 210．1 220．9 52．3 110．4 182．O 181．2 213．7 70．3 91．8 122．1 156．6 ／55．16
57．4 l13．5 153．3 215．0 211．6 63．4 110．9 182．6 203．0 202．8 75．2 982 ／19．8 170．8 152．0

7
66．5 106．2 160．2 241．0 203．9 63．8 107．2 172．5 185．5 18L2 742 104．8 136．3 167．4 160．98
69．5 100．6 135．8 217．4 181．．0 70．3 100．4 159．9 176．2 175．7 75．3 99．6 129．2 168．0 159．79
63．1 101．0 139．2 185．0 180．1 83．4 110．6 148．1 179．5 170．3 6D．3 88．9 120．2 165．4 152．310
54．3 98．0 133．0

21L6
174．1 76．2 113．9 152．6 18L6 163．911

54．9 110．2 137．9 198．2 197．2 89．5 l14．9 166．5 164．6 149．612
60．4 107．9 147．9 190．1 186．9 74．3 110．6 138．9 180．1 】84．0

平均 60．4 109．2 149．5 203．3 206．7 67．5 110．8 165．8 186．1 199．3

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併｝②タンカー運賃はワールドスケールレー1・。③タンカー運賃

　　　指数の5区分については、以下のとお1〕　④IVLCC＝15万トン以上　⑫中型＝7万～15万トン　1答小型；3万～7万
　　　トン　㊤H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満　1＄IH・C≡ハンディ・クリーン：全船型。

せん膏よう　平成10年ll月号
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8，貨物船用船料指数

貨物船へ航海用船料指数 貨物舟告定期用船料指数日

月次 1993 1994 1995 1996 1997
玉998

1993 1994 1995
工996

1997 1998

1 】．94．O 189．0 234．0 207．0 209．0 189．0 323．O 327．0 358．0 380．3 347．0 277．O
2

192．0 185．0 227．0 202．O 工97．0 186．0 326．0 320．0 358．0 386．6 332．0 254．0
3 191．O 工85．0 229．0 192．O 199．0 171．0 327．0 324．0 366．0 339．4 341．0 260．0
4 194．O 198．0 243．0 ．且92．O 197．0 173．0 356．0 310．0 377．0 363．0 354．0 262．0
5 195．O 工91．0 245．0 196．0 190．0 173．0 366．O 318．0 402．0 350．0 342．0 262．O
6 209．D 198．0 239．0 195．0 184．0 175．0 319．O 334．0 390．0 339．0 326．0 292．O

7
206．D 198．0 230．0 186．D 183．0 167．0 335．0 320．0 426．0 339．0 338．0 266．0

8
194．0 202．0 218．0 189．0 196．0 165．0 346．0 360．0 391．0 289．0 330．0 210．0

9
196．O 208．0 220．0 186．O 190．0 164．0 328．O 349．0 364．0 293．0 327．0 208．O

．10 188．O 2／2．0 221．0 176．O 191．0 351．O 333．0 355．0 294．0 316．0
11 196．D 212．0 198．0 188．O 189．0 372．O 363．0 344．2 323．O 290．0
12 200．O 219．0 209．0 211．D 186．0 349．D 367．0 374．7 323．0 294．0

平均 196．3 199．8 226．1 193．3 192．6 341．5 335．41 375．5 334．9 328．1

〔注） ①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。 〔シッピング・ニューズ・インターナショナ

ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）②航海用船料指数は1965．7～1966，6＝100
妻気1ま1971＝1000

三ヒ！田用珂告恥ト才旨

9．係船船腹量の推移
1996 1997 ／998

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千GIT千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T千DIW 隻数T・GIT千D／W 隻数干G／丁千D／W 隻数千G／T千D／W

1 272　　2，210　　2，778 662，0583，735 248　　2，工10　2，589 551，6072，757 250　2，063　2，423 571，4502，466
2 257　2，005　2，506 601，6362，980 241　1，996　2，4D2 57L62呂2，80』 244　1，911　2，220 551，4602，492
3 245　　1，911　2，392 621．8623β05 253　　2，055　2，420 63L7102，970 246　　1，957　2，281 581，7443，066
4 236　　1．856　　2，326 601，6942，983 25／　　2，073　　2，462 641，7963，101 247　2，028　2，381 561，6752，927
5 229　L854　2，336 561，7543，120 249　　2，Q86　　2、52Q 63L7813，Q60 256　2，092　2，448 551，6652，889
6 220　　1，833　　2，353 551，6792，841 244　　2，008　2，426 571，7763，052 259　2，工71　2，546 541，6812，939

7 218　1，828　2，412 561．6652β00 239　　1，969　　2，4．49 581，8233，160 310　　2，848　　3，408 582，0183，631
8 223　　1，854　　2，421 531，5712，708 246　　2，120　　2，429 571，7753，D31 311　2，816　3，420 582，0／83，621
9 234　　1，950　　2，562 551，6572，800 246　　2，084　　2，375 531，4872，474 319　　2，852　3，420 571，7262，941
lo 232　　1，972　2，610 551，7762，919 264　　2，281　2，634 57L6162，591 326　　2，885　3，420 531，4532，4ア9
11 239　2，002　2，543 551．92／3，196 265　　2，252　　2，555 581，5432，532
12 238　2，087　2，626 531，7052，856 269　　2，254　　2，596 591，4502，464

（注〉 ロイズ・オブ・ ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイ ドァップベッセルズによる。
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　先日、大阪のNTr専用回線で起

きたトラブルは、電圧の異常高下

という些細な原因によるもののよ

うだが、結果として航空管制、金

融機関のArM等様々なシステム

の混乱を招き、改めて情報ネット

ワーク・システム社会にいかに広

範囲の影響を及ぼすものか考え直

させる出来事であった。

　この出来事を恐ろしいと感じた

のは、今回のトラブル原因が想定

外であったためバックアップ機能

が作動しなかった点である。84年

のケーブル火災の場合、回線が不

通になったことで、その後重要回

線・データ保存にはバックアップ

機能を付けるのが常識になったが、

今回は、これも作動せず言わば防

御システムの虚をつくかの如く起

きたことで、将来同じように不測

のトラブル・災害が再び起きるの

ではないかという懸念を掻き立て

るところにある。今・日では当時と

比較にならないほど、通信網・コ

ンピュータが高度化しているので、

一貝こうしたトラブルが発生した

場合は、想像を絶する災害になる

可能性を秘めていると言わざるを

得ない。

　このトラブルのTV報道を見て、

本誌に取り上げられているコンピ

ュータ2000年問題を読み直してみ

たが、改めてその重大性を再認識

させられた。今やオフィスではコ

ンピュータなしでは全く仕事にな

らないことを充分実感させられる

が、家庭においてもパソコンは既

に一般的に使われているし、電気

製品にしてもコンピュータチップ

を内臓していないものを見つける

方がむしろ難しいまでに普及して

いる、スイッチさえ入れれば後は

設定通り作動し、異常や終了は自

動的に知らせてくれ、我々は何の

疑問もなくその利便性を享受して

いる。これが2000年問題の場合、

プログラム、チップが突然コンピ

ュータ・機器の誤作動を引き起こ

し、複合的に社会的機能マヒ・災

害にまで広がる恐れがあることで

ある。しかも、誤作動を引き起こ

す可能性のあるプログラム・チッ

プがどの機器・装置に組み込まれ

ているのか追っかけされない程、

世界中に散らばっていると言う。

　Xデーに突然、随所でこうした　　＿

社会的機能マヒが発生しても、

我々は目頃より適切に対処する術

を学んでおき冷静に行動するよう

心がけておく必要があろう。

　それにしても、ノストラダムス

の予言を思い起こさせるような厄

介事がこの世に内在しているとは、

憂うつな話である。

川崎汽船

　総務部情報広報室

　　　大滝光一
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会社名：板谷商舩株式会社

　　　（英文名）ITAYA　SHOSEN　CO．，　LTD，

隔船状況1遠洋近海⑱

勘胎状況⑳㊥沿海

1隻 499，f 1581％

2隻　13206図 12189％

主たる配船先：北米・南米・豪州・三国間

事業概要：初代板谷宮吉が北海道の海陸物産を出身地新潟へ移送

　　　　　するために外船を購入したことに端を発し、日清・日

　　　　　露の両大戦および第一次世界大戦で隆盛を極めるとと

　　　　　もに多角経営化に着手、不動産業、石油販売業、損保

　　　　　業を興し、経営の安定を図りながら、近年は、パナマ

　　　　　に海外法人を設立し、2隻の運航管理を行っている。

当協会会員は129社。

（平成10年11月現在）

ρ

．）．

D

。
〆

会社名：昭和シェル船舶株式会社

　　　（英文名）SHOWA　SHELL　SEMPAKU　K．K、

従業員数：海上0名陸上1］名計11名

所有船状況遠洋・近海・沿海 0隻 一矧 一％

運航船状況．㊥・近海・沿海11隻1、4・・．9酬・，457、7・・％

主たる配船先：中東／日本　東南アジア／日本

事業概要：昭相シェル石油の外航海運部門としてVLCO9隻、

　　　　　9万トン中型船1隻、大型LPG船1隻、合計］］隻の

　　　　　船隊を有し、主に中東、東南アジア～日本向け原油、

　　　　　LPGの輸送に従事している。



船が支える日本の暮らし

　触



平成10年11月20日発行　毎月1回20日発行　No．4BO　昭和47年3月B日第3種郵便物認可乙．〆．羅響塗＿，：：　　　．／貫蓼ぐ　　ド　　　　　　ζ．．1998．）〆．．恥跣己門」「こ＼…ノ／s　　　　　　　　〆〆∵．∵；1τ三廻藻欝．　　　　　　　、、ミネ十団注人口太櫓貸‡確全船協月報／1998年11月号目次◎巻頭言実効あるサブスタンダード船の排除にむけて　　　　　　　　　　★早あ號鴇講土養・堀翻　一1◎シッビングフラッシュ1．アジア各国「ホワイトリスト」入りのための報告書提出完了　　〜ASF船員委員会第4回中間会合開催される〜2，0ECDにおけるサブスタンダード船対策　　　5　　一ラウンドテーブル会合の模様一3，海運関係分野の規制緩和の一層の推進について　　　6　　一経団連を通じ要望を提出。別途運輸大臣宛に広範な要望を提出予定一◇官民合同流出油防除訓練の実施について◎特別欄1998年米国外航海運改革法案成立について一9◇中央職業安定審議会・第2回港湾労働部会◇海事振興連盟一神戸港視察一　　　1210122◎特別欄地球温暖化防止問題に積極的に対応一一一13　　一経団連・環境自主行動計画第1回目ォローアップについて一◎話題を追って2000年問題と船主責任相互保険　　　16　　−2000年問題には全社的対応が必要一◎寄稿「世界の穀物需給見通し」・鐸霧讐苓幡隆司　　貿易面で物流の変化が起こるか！◎」ζ0β6便り30◎海運雑学ゼミナール★第10徊32・：・海運日誌★10月　　　34車船協だよD　　　35噸海運統計　　　36　　　・…・編集後記　　　4022ニッケル鉱石輸送船「RUBIN　CYGNUS」　本年7月1日のISMコード発効に伴い、IMO加盟国によるPSC検船体制が大幅に強化された。わが国でもすでに検査要員が増強され、機器設備等のハード面のみならず、船内の管理体制、乗組員の資格、習熟度といったソフト面も含めた総合的チェックが実施されている。　他方、昨年来EUコミッションやOECD海運委員会等を中心に民間の有識者も交えて、サブスタンダード船の排除に向けてより実効のある措置を求める声が一段と高まりつつある。欧州関係筋の論議は、更に踏み込んで高品質の輸送サービスの提供（クォリティ・シッビング）を政策的に支援し、劣悪船、不良船主との競争力の格差をミニマイズすべしとの極論にまで発展している。わが国でも運輪省海上交通局を中心にこの問題をめぐる勉強会が始まったことは周知の通りである。　まさに百家争鳴の状況だが、背景にはサブスタンダード船が依然として横行し、海難事故、環境被害が後を絶たない実態がある。以下この問題への取り組みにつき私見を述べてみたい。　第一に船舶の安全運航、海洋環境保全に関する旗国の監督責任の明確化である。船舶が国際規則、基準に則して運航されているかどうかのチェック義務は第一義的に旗国にあり、財政的或いは技術的理由によりその責任を回避することは許されない。旗国の義務履行を固めるための体制整備についてはIMOですでに検討が行われているが、はかばかしい進展が見られず、問題の重要性、緊急性からすれば、OECDやG8等のハイレベルでの早急な結着もやむをえないのではないか。　第二に寄港国によるPSC体制の整備である。現状は、世界全域をカバーしておらず、検査基準も区々であり、公平性、透明性に問題なしとしない。また、検査の内容について云えば各船社の自主規制も含め各種規制、検査が二重、三重に行われ、規制、検査の重圧で「本船現場」は沈没寸前ともいわれており、我々の立場からすれば、これ以上の規制追加は何としても避けねばなるまい、先ずはグローバル・ミニマムを定めた現行規制の徹底、完全遵守が先決ではなかろうか。　第三に、クォリティ・シッビングの推進問題である。安全運航、環境保全に関心をもつ内外の大手荷主と船主、オペレーターとの問には、すでに当事雪間の合意により漕船等による運航船舶の選別や用船契約、運送契約に対する品質保証規定の導入等が行われている。これは、関係者間で基準を満たさない品質の船舶を提供しない、基準を満たさない低品質船を用船しないという「ディファクト・スタンダード」が出来上がりつつあることを示している，「クォリティー・シッビング」の推進には第三者の助けを借りず我々自身の手でこうした動きの定着を図らねばなるまい。　何れにしても、今や実効のあるサブスタンダード船排除に向けて我々の基本姿勢を明確にすべき時期と思われる。せんきょう　平成10年11月号□］幽臼」』臨戸1．アジア各国「ホワイトリスト」入りのための　　　報告書提出完了　　　〜ASF船員委員会第4回中間会合開催される〜　アジア船主フォーラム（ASF）の6つの」」S”委員会のユつである船員委員会（委員長：中国Mr　Li　Shan　Mln　COSCO　Manning　CooperationManaging　Director）は、その第4回中間会合を1998年10月12日、東京で開催した。今回の会合は、1997年11月の第3会合（於：マニラ）に続くもので、会合にはASFメンバー船協およびアジア地域の船員教育訓練機関から26名の代表が出席した。当協会からは、河村会長の代理として豊田労務委員会副委員長、AMETIAP（アジア太平洋地域船員教育訓練機関連盟）の日本代表として大矢航海訓練所教授等5名が参加した。（資料1参照〉　本会合の最大の焦点であった、改正∬CW条約（1995年に改正された船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約）に関する「ホワイトリスト」入りのための情報提供については、全ASFメンバー国が、すでに国際海事機関（IMO）宛に報告書を提出したことを確認するとともに、同条約施行への対応状況について各国代表から報告がなされた。これに関連し、インストラクター供給のためのIMO／AMETIAPの協力体制が築かれようとしていることに関心が寄せられた。　また、将来の有資格船員の不足への対応、ITF（国際運輸労働者連盟）の一方的な賃金の引上．げ決定への反対表明等共通の問題について意見交換が行われ、これらを盛り込んだ共同宣言（資料2）を採択して会合を終了した。　なお、次回第5回会合は、1999年ll月にベトナム・ホーチミンで開催予定である。せんきょう　平成10年11月号）［資料1］会合出席者一覧Na氏　　　名船主協会名／役　職会　社　名／役　職1Li　Shan　Mn中国船主協会ASF船員委員会委員長　　　Managing　Director　QfCOSCO　Manning　Coopera巨on　Inc．2Wu茄ao　Lin　　Vice　President　ofcalian　Maritime　University3Kenneth　Koo香港船主協会ASF船員委員会副委員長　　　　Managi�rDirector　ofTai　Chong　Cheang　Steamship　Co．，　Ltd4GUbert　J，　P．　FengAssistant　DirectorHong　Kong　Shipowners　Association5S．K．　AllandMemberPrincipal　Surveyor　of　Madne　Dept@HD�rKong　SAR　Government6Carlos　C．　SalinasブイリピンD主．協会会　　長　　　　　　President　QfohHipPine　Transmarine　Carriers，正nc．7Josephine　J，　Francisco（Ms）Secretary　　　　　President　ofcQlphin　Ship　Managemen1，【ac，8AmadQ　V�jRommoMelnl〕er　　President　ofiupiter　Maritilne　Corp9CrisUna　G．　Pascua1（Ms）Member　　　Fieet　ManagerHofDolphin　Ship　Management　Inc．10Edgar　P．　Ala　HMember　　　Heet　Ma照ger　I　ofDolphin　Ship　Management　Inc．11J．Roberto　C．　DelgadoMeml〕er　　　　　C．E，0．　ofmYK−Fil　Ship　Management　Inc12Vlcent　J．　BdllantesMemberFSA13RTa【lgkawarowインドネシアD主協会Member　　　　President　ofoし、Samudera　Petrilldo　Asia14Capt．　Hasllan　AnuarマレーシアD主協会Honor御Secretary　　　　　　Manager　oflalaysia　InternaUonal　ShipPing　Corp15Do　Khac　Hungベ　ト　ナ　ムD主協会Member　　　　　　Director　Qfuietnam　Ocean　Shipping　Co．，　Ltd16Nguyen　Ngoc　MinhMemberDirector　ofuitranschart17Ha　Duc　BangMember　　　　　　Director　ofhnternatbnal　Labour　Coopera廿on　Co．18豊田　耕治R本船主協会労務委員会副委員長日本郵船常務取締役玉9大矢　武司運輸省航海訓練所@研究調査部長20和田　敬司専務理事21増田　　恵海務部長22梅本　哲朗船員対策室長23Chang　Doo　Chan韓国船主協会続1会長　　　　　President　ofjorea　Special　ShipPing　Co．，　Ltd24C，J．　Park海務部長Korea　Shipowners’Associat［on25Yen　Shyaエlg台湾船主協会MemberMadne　Superintendent　ofdvergreen　Japan　Corpora賃Qn26Hn　BinMember　　　Prof6SSQr　ofsaiwan　Ocean　Universityせんきょう　平成10年11月号［資料21共同宣言仮訳（原文略〉　　アジア船主フォーラム船員委員会　　第4回中間会合　　　　　　　1998年10月12日　於：東京　　　　　　　共　同　宣　言　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第4回中間会合が、1998年10月12日（月曜日）、東京に於いて開催された。この会合は日本船主協会（JSA）の好意により手配されたものである。　会合は、COSCO　Manning　Corpor段tionのManaging　DirectorであるLi　Shanmin氏が議長を務め、ASF船員委員会の持続的な熱意と団結は、中国、香港、日本、韓国、台．湾およびASEAN船主．協会　（FASA）よりインドネシア、マレーシア、フィリピンおよびベトナムの各船主協会が出席したことに表れている。委員会は、アジア太平洋地域船員教育訓練機関連盟（AM田⊃IAP）および中国、台湾の船員学校からの参加を歓迎し、ASF船員委員会によって取組まれている多くの活動に対して、船員教育訓練業界が多大な支援を引き続き進めて行く意向を歓迎した。　　アジア諸国による訂CW95条約の導入は、本会合における主要な議論点の一つで　あった。委員会は、1998年呂月時点で、来年報告書を提出予定の台湾を除く全ての出席国の主管庁が「ホワイトリスト」入りのために既にIMO宛て報告書を提出してい　ることを歓迎した。　　委員会は、地域内の訓練基準向上のため　のアイデアを交換するために、ISF、インタ　ータンコ等の機関と積極的な連携を展開お　よび維持していくことを合意した。　　委員会における議論点についての効果的　なフォローアップを行うため、次回の中間　会合までに検討を行い、今後の方針と取組むべき課題を特定するために作業グループ（WG）を設置することを合意した。第一段階の検討を行うWGは、　ILO最低賃金、訂一CW95条約導入、最小安金配員および船員訓練に関する問題に取組むために設置される。　委員会は、ILO第180号条約および訂CW95条約に規定される、全ての船員に対する労働片聞、休憩時間について議論した。　委員会は、アジア諸国政府が盟CW95条約で要求される訓練記録要件を受入れていることを歓迎した。　委員会は、世界中において有資格船員の不足が増大していることを深く懸念するとともに、持続的な船員の供給を図るための効果的な採用手段を見直すために、数メンバーによって幾つかの調査事業が現在実施されていることを歓迎した。　日本のAMETIAP代表が、　AM皿IAPの最近の活動を委員会に伝えるために招請された。AMETIAP代表は、船員教育訓練機関のインストラクターに対して教育学上の訓練を施す必要性を提案するための共同事業に関して、IMOとの．協議が現在進められていること報告した。この事業は、IMOの援助を得て、AM町IAP主導により進められている包括的な計画を導入するための第一段階として意図したものであり、そうすることによってアジア太平洋地域における船員教育の水準は全般的に引き上げられる。この計画はASFの関与によって大いに強化されるだろう。　委員会は、ASFとAMErlAPの関係が引き続き発展して行くことを望むものであり、それが、アジア太平洋地域の船員教育訓練の発展を正に後押しするであろう。これら教育訓練に係る多くの問題へのASF−AME−T｛AP共同事業の取組みは非常に歓迎されるべきものであるという認識で一致した。せんぎょう　平成／0年11月号ASFとAMETIAP問の協調の一環として、香港船主協会のAsslstant　DirectorであるMr．　Gilbert　FengはASFの代表として本年のAMETIAP年次総会に出席する予定である。　委員会は、ITF　TCC基準賃金の引き上げとその対象を自国籍船（National　F聖ag）に拡大しようとするITFの提案に強く反対することを議論の上、合意した。　委員会は、各メンバーが自国の主管庁と接触し、ポートステートコントロール　（PSC）要件の統一的な適用が域内ばかりでなくIMOレベルでも図られるよう働きかけることを要請した。　アジア船主の主張をより大きくするために、委員会は、バングラディッシュ、インド、パキスタンおよびスリランカ等のASFに加入していないアジア諸国の代表が、オブザーバーとして次回会合に出席するよう要請することを合意した、　ASF船員委員会は、自主的かつ非営利を目的とした組織である。船員委員会の主たる目的は、共通の訓練基準を確保、維持し、アジア船員の供給の安定性を促進するとともに配乗、訓練に関する新しい国際海事規則および条約について監視、検討し意見を開陳することにある。　ベトナム船主．協会は、1999年11月の第2週にホーチミン市において第5回中間会合を開催することを申し出、委員会により感謝をもって受け入れられた。委員会は、東京における第4回中間会合を開催した目本船主協会および河村健太郎会長の好意に感謝の意を表した。2．OECDにおけるサブスタンダード船対策　　　一ラウンドテーブル会合の模様一　航行安全確保や海洋環境保全、さらには公正な競争条件確立などの観点から、サブスタンダード船を排除し、高品質な海運（クオリティ・シッビング）を求める声が．世界的に高まっているが、OECD（経済協力開発機構）においてもこの問題が議論されている。　日米欧の先進国を中心とする29ヶ国の間で経済政策問題を取り扱っているOECDでは、海運委員会を設置して海運問題を討議している。同委員会には、OECDメンバー政府の運輸当局者が出席し、海運とその関連分野における自由かつ公正な海運市場形成に向け、メンバー国間の海運競争政策の整合性を図ることや、海運助成措置の削減などを中心に幅広い議論を行っている。　サブスタンダード船問題については、1996年の海運委員会から取り．ヒげられ、海運経営と連航船舶の質を引き上げ、サブスタンダード船排除を促進していくためには、荷主や金融業界など、海運以外の業界がどのように関与できるかという点を中心に検討を行っている。　こうした状況の中、民間業界の意見を聞き、各業界として実行可能な今後の方策を探るためのラウンドテーブル会合が、1998年9月30口にパリで開催された。　同会合には、P＆1（船主責任相互保険組．合）・荷主・船舶ブローカー・金融・船級協会・保険等、各業．界代表とOECDメンバー政府代表をあわせ約90．名が出席し、CENSA（欧州・［本船主協会評議会）・ICS（国際海運集会所）・IN−TERCARGO（国際ドライカーゴ船主協会）等の海運団体も参コ口た。「1本政府からは、運輸省海上交通局外航課須藤国際条約対策室長とOECD日本政府代表部若林一等書記官が出席し、当協会企画調整部園出副部長も日本政府代表団の．．・員として参加した。せんきょう　平成10年工1月号聞　会合は、サブスタンダード船対策についての各業界の考え方を順次聞く形で行われ、会議の概要を議長総括として取りまとめた。今後は、OECD事務局が同総括をもとに将来のアクションプラン案を作成し、1998年12月半海運委員会に提出することとされたが、席上民間側からは、PSC（ポートステートコントロール）の結果公表と責任ある旗国の行動が重要という意見が多く出され、この点についての政府の前向きな行動を求める声が支配的であった。　議長総括の概要は次の通り。・P＆1は、近々、ISMコード（国際安全管理コ　ード）取得をメンバー船の条件とする予定。・各荷主業界個別の船体検査スキーム（たとえ　ば石油業界のSIRE）の有用性を確認。今後、　各スキーム問や船級協会との連携・情報の交　換／合体のありかたを検討する。・船舶ブローカーは、サブスタンダード船の用船を防止する上で重要な役割があることを確認。・金融業界が船級協会などからの船体情報に容易にアクセスできることの重要性を確認。・新規のQuality　Ship　Index（優秀船リスト）やIntegrated　Database（総合的データベース）　を作ることは、維持管理費用面などから適当ではないが、既存の情報へのアクセスや相互交換の有用性を確認。・一�、（たとえば粗悪船リストなどの）各種情報開示が促進された場合、それら情報の法　的責任が問題となるので、この点をさらに検　討する。・OECD政府は、　PSCの結果と、旗国として　の自己評価の公表（IMO経由）を検討する　必要がある。3．海運関係分野の規制緩和の一層の推進について　　　一経団連を通じ要望を提出。別途運輸大臣宛に広範な要望を提出予定　当協会は、諸外国の海運企業と同等の条件で国際競争を行う上での障害となっているさまざまな規制や、時代にそぐわなくなった制度の撤廃・改善に向けて、平成7年3月より、規制緩和要望を行っている。1．規制緩和に対する政府の取り組み　政府は、平成7年4月、当初5年間の中長期ビジョンであった「規制緩和推進計画」を平成7年度を初年度とする3か年計画として前倒し実施する旨の閣議決定を行い、平成7・8年度末に計画の改定・見直しを行ってきた。同計画は平成10年3月に終期を迎えたことから、同年3月31日、平成10年度を初年度とする「新たな規制緩和推進3か年計画（以下　新3か年計画）」につき閣議決定を行い、現在員計画に基づいて規制緩和を推進している。　新3か年計画には、当協会要望のうち港湾運送事業に係る規制をはじめとする7項目が盛り込まれており、初年度（平成10年度末）の改定に当たっては、内外からの意見・要望や政府の行政改革推進本部規制緩和委員会の監視結果等を踏まえ、平成11年初頭を目処に改定作業の状況を中間的に公表した上、平成10年度内に改定を行うこととなっている。（本誌4月号P，2シッビングフラッシュ1参照）2．経団蓮を通じた当協会の規制緩和要望　経団連は、上記のスケジュールに合わせて経済界としての規制撤廃・緩和要望を取りまとめその実現を関係各方面に働きかけるため、平成10年7月、傘下会員に対し、規制撤廃ならびに緩和に関するアンケート調査を実施し、これを受け当協会は、9月9日、9項目からなる要望を経団連に提出した。10月20LI、経団連は「経済再生に向け規制緩和の推進と透明な行政運営体制の確立を求める」と題する規制緩和要望を取りまとめ、政府の行政改革推進本部規制緩和委員会（委員長：宮内義彦オリックス社長）、関係省庁、自民党行政改革推進本部規制緩和プせんぎょう　平成1Q年11月号〉ロジェクトチームに提出したが、この中には当協会要望の9項目（資料1参照）金てが盛り込まれている。　本要望書においては、冒頭、経団連傘下の264の企業・団体からのべ1，800件に及ぶ規制緩和要望が寄せられたことを示した上で、全要望を通じた「基本的考え方」として、みせかけだけの規制緩和に終わらせないための「�@規制緩和推進体制の強化」、個別の規制緩和に加え求められる「�A透明な行政運営体制の確立」、総論賛成、各論反対の批難を浴びないような経済界の「�B自立、自助、自己責任の確立と規制緩和の活用」の三つを掲げている。また、552項目からなる要望を15の分野に分け、「各分野における規制緩和の基本的考え方」をそれぞれ提示しているが、運輸分野における基本的な考え方および具体的要望項目は、資料2のとおりである。　なお、当協会は、8月に実施した会員に対するアンケート結果を踏まえ、当協会として独自の規制緩和要望を運輸大臣に提出すべく、現在要望内容の最終調整を行っている。　（詳細については次号にて掲載予定）【資料1】　経団連に提出した規制緩和要望項目　　　　　　　　　　　（平成ユ0年9月9日）1，　「新たな規制緩和推進3か年計画」に盛り込まれているもの　・港湾運送事業に係る規制の見直し　・輸出入・港湾諸手続きの簡素化・情報化　・日本籍船（国際船舶）への日本人船長・機　　関長2名配乗体制の確立　・特定の港（函館、京浜、大阪、神戸、関門、　　長崎、佐世保）における船舶の夜間入港、　　移動およびけい留制限の撤廃・緩和2，同計画に盛り込まれていないもの　・船員保険の被保険者資格の見直し　・船員職業紹介事業等の自由化　・航海実歴認定制度の改善せんきょう　平成10年11月号・船舶不稼働損失保険の海外付議の呼出化・石油類および化学物質等を運送する船舶の入港・荷役制限の緩和【資料2】　　「経済再生に向け規制緩和の推進と透　　明な行政運営体制の確立を求める」　　　　　　　　　　　　　　　　（抜　粋）（社）経済団体連合会　（平成10年10月20日差運輸分野1．基本的考え方　経済活動のボーダーレス化、グローバル化の進展により、わが国経済は本格的な大競争時代を迎えている。このような中で、高コスト構造を是正する観点から、物流の効率化がわが国経済にとって最重要課題のひとつとなっている。物流の効率化を進める上で、物流．インフラの重点的、優先的な整備、公租公課の軽減のみならず、規制緩和は不可欠の課題である。引き続き、物流のコストアップにつながっている規制について緩和、撤廃を進め、また運賃・料金に係る規制の最小化を図るなど、わが国産業の国際競争力の強化を図る必要がある。〔1）車検期間の延長等道路運送の効率化に資す　る規制緩和の推進（省略）（2）港湾利用の効率化を促す規制緩和の推進　　物流効率化のためにはモード閲の有機的な　連携が重要であり、陸上輸送と海．ヒ輸送の結　節点である港湾の重要性は極めて高い。また、　近年、アジアにおいて大型かつ利用者ニーズ　に対’応した使い勝手のよい港湾の整備が進め　られており、わが国港湾の国際競争力の低下　が現実のものとなりつつある。　　このような中で、港湾の利便性を向上させ　国際競争力を強化するためには、ソフト面の　対応として、港湾の利用料金の低減や情報化　の推進、夜間入港等の面での規制緩和により、　港湾利用の効率化を促すことが必要である。　とりわけ、輸出入、出入港料に係る各種行政　手続きの連携一本化、簡素化のための措置を「り3圖　早期に実現すべきである。　　同時に、港湾運送事業について、運営の安　定化に配慮しつつ、効率化、活性化を図るこ　とが重要である．昨年12月、政府の行政改革　委員会より現行の免許制、料金許．口∫制を見直　す基本的な方向が示され、現在、政府の関係　審議会において具体的な検討が進められてい　るが、検討結果を踏まえ、早期に現行規制を　緩和すべきである。周　海上輸送の効率化に資する規制緩和の推進　　先の通常国会における船舶職員法の改正を　受け、外航における日本籍船への日本人船長　・機関長2名配乗体制に円滑に移行できるよ　う条件整備を進める等、海上輸送における国　際競争力の強化、コストの低減を進める必要　がある。　　本年から内航海運暫定措置事業が導入され、　船腹調整事業によるスクラップ権の解消に向　け一歩前進したが、今後は同事業の適用期限　を明示し、早期に終了させ、より利便性が高　く魅力的な物流サービスを提供できるように　することが求められる。叫　市街化訓整区域における物流施設の開発許　可の緩和等その他規制緩和の推進（省略）〔各分野の具体的要望〕運輸分野1．道路輸送　　11｝営業用車両の車検期問の延長　　〔2）車両の「高さ」及び「ill副制限の緩和　　　田畑】　　（3〕普通免許運転範囲の拡大　　（4｝法定点検（点検項目、点検時期）の見　　　通し　　〔5）駆動軸の軸重制限の見直し　　〔6｝三軸車25トンまでの総重量の緩和【新　　　規】　　〔7）危険物積載車両の水深トンネル等の通　　　行規制の緩和　　細　分割可能貨物の一括輸送に係わる総重　　　量の緩和【新規】團　営業区域規制の見直し【新規】ω　大型車の速度表示装置の見直し【新規】（11｝基準緩和車両積載条件の緩和働　海上コンテナ運搬用シャーシの車検期　間延長【新規1�L　高速道路における大型貨物自動車の速　度制限σ）見直し【新規】鋤　車両の「高さ」及び「幅」制限を超え　る場合の輸送手続きの簡素化【新規】（15）　レンタカー使用制限の緩和【新規】〔16）車両の通行に関する制限値（長さ・重　量）の緩和【新規】H．港湾・海．．ヒ輸送（●：当協会要望（9項目））●　（／7）輸出入・港湾手続きの簡素化、情報化●　（18）港湾運送事業に係わる規制の見直し　　09）内航海運暫定措置事業の適用期間の明　　　示●　�S　特定の港における船舶の夜間入港等の　　　制限の撤廃●　�S　R本籍船への日本人船長・機関長2名　　　配乗体制の確立　　幽　新造船の建造許可制度の廃止【新規】●　�S　船員保険の被保険者資格の見直し【新　　　測●鋤船員職業紹介事業等の自由化【新規】●　�S　航海実歴認定制度の改善【新規】●　�S　船舶不稼働損失保険の海外付知の肩山　　　化【新規】●　囲　石群類及び化学物質等を運送する船舶　　　の入港・荷役制限の緩和【新規】皿，その他　　圏　．市街化調整区域における物流施設の開　　　発許可の緩和　　129｝自動車保管場所証明の申請、交付手続　　　の簡素化　　�戟@港湾運送事業法の年度末報告書の簡素　　　化【新規】　　岡　警備業法による年度末報告書の簡素化　　　【新規】せんきょう　平成／Q年U月号官民合同流出油防除訓練の実施について　当協会は、海．．ヒ保安庁第3管区海上保安本部の．協力の下、10月22日、官民合同流出油防除訓練を実．施しました。　この訓練では、京葉シーバースに着桟中の日本郵船�鰍ｪ運航する大型タンカー「TAKACHIHO」を事故想定船として、東京湾内の排出油防除協議会を構成する当協会、海上保安庁、港湾建設局、海上自衛隊、東京都、千葉県、神奈川県、横浜市、千葉市、川崎市、横須賀市、海上災害防止センターをはじめ民間の防災事業者から合計40隻の船舶と航空機2機が参加し、オイルフェンスの展張および油回収船等による回収訓練等が行われ、成功裡に終了しました。　当協会では、事故発生の通報とともに、緊急連絡網による関係先への通報訓練、事故対策本部の設置、情報収集連絡訓練等も併行して実施した他、海上保安庁の訓練指揮船となった巡視船「いず」に、五月女真彦海務委員長（第一中央汽船社長）他関係委員等が乗船し訓練を視察しました。　なお、これらの訓練は昨年東京湾で発生した原油流出事故に鑑み、事故防止のための総合的安全対策の一環として実施したものです。　訓練の概要は以下のとおりです。1．実施日時：平成10年10月22日　〔］）ユ0：00〜ユ2：00　情報伝達及び非常参集訓練　（2）13：00〜15：00　人命救助、流出油防除等実働訓練2．実施場所：千葉港第4区　（京葉シーバース及び付近海域）3．主な訓練項目　（1）事故情報の伝達及び非常参集訓練　（2｝大規模油流出事故の防除措置に関する出動要請手　　続き及び資機材・人員の動員訓練　偶　連絡調整本部σ）一概・運営訓練　（4）総合調整本部の設置・運営訓練　／5｝人命救助訓練　（6）流出油防除訓練　　�@オイルフェンスの展張による拡散防止　　�A油回収船・油回収装置（LSC：高粘度油回収装　　　置）による回収　　�B汕吸着材による回収　　�C油処理剤による処理（空中散布・海上散布）　　�D回収油の輸送及び保管●オイルフェンス展張訓練　（写真提供；毎日新聞社）●油処理剤の海上散布せんきょう　平成10年11月号1ミこ｝灘　iヨ　薫　醤　鑓　　　　　騒　湘1総　竃ここ〜き　　’》…，懸・1，，・二轟撃慧一一　一　／998年米国外航海運改革法案（S．414：0ceanShipping　Reform　Act　of　l998）が、1998年IG月14日（米国現地時間）に成立した。本法案は1984年米国海運法改正（title工）および1920年商船玉壷19条改工1．1（title皿）を骨子としており、1999年5月1日に発効する。　本案の成立により、1984年米国海運法改正問題は、1995年1月に米国の有力荷主団体である全米産業運輸連盟（NITL：NaUonal　IndustrialTransportaUon　League）が海運の大幅な規制緩和を議会に働きかけた時点から通算して、3年半越しで終結に至ったことになる。　同海運法改正法案は、前104議会（会期ユ995年1月〜1996年10月）においても審議されたが、立法化は実現せず、1997年1月より開催された第ユ05議会において、3月に法案S．414として提出され、5月には、担当委員会である上院通商・科学・運輸委員会にて修正の後、可決された。　その後、S。414は、　CENSA（欧州・日本船主協会評議会）、NITLをはじめとする関係者間で101998年米国外航海運改革去案成立について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§ヒ、、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�jへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rr嚇　　　　　　　　　　　　　　　　L　イヶ月にわたり再修正の調整が行なわれ、翌1998年4月21日に漸く上院本会議で可決された。下院は、夏期休会直前の8月4日、上院可決案の細部を一部修正して可決した。同下院修正を含む同法案は、夏期休会明けに再び上院で審議され、1998年10月1日に通過した後、同月14日の大統領署名により成立した（S．414の骨子は資料1参照）。　当協会は、11984年海運法の改正が具体化した当初より、改正案が個別s／Cを非公開とすることを認めており（※）北米航路での運賃競争が一層激化するとの懸念から、CENSA等を通じ一貫して反対の立場をとってきた。しかしなが　ら、特に最近では、実態面でS．414を先取りし　た形で、限定的に個別S／Cを認める動きも見　られるなど市場でのルールが不明確になってき　たため、S．4ユ4成立により実務一ヒのルールが統　一され、不安定要素が一つ消えることによりマ　ーケットがより一層活性化されることを期待す　るとの立場をとっている。　　また、FMC（米国連邦海事委員会）は1．999年ぜんきょう　平成ユ0年11月．号3月1日迄にタリフの公示方法等、新法の施行細則を策定することとなっており、この点についても引き続き動向を注視していくこととしている。　今回成立したS．414のもう一つの問題であった1920年米国商船法19条の一．・部改定については、同条項において、外国船社による運賃設定が米国海運に不利益を生み出している場合には、FMCが事態を是正するための処置を取りうることが明示されている。これに対し、当協会は同条項が通常の運賃設定行為への政府介入を助長するおそれがあること、条項が恣意的に外国船社に適用され、差別的な取扱を受ける可能性なしとしないことなどから、強く反対する立場を表明してきた。特にS．414が．ヒ院で審議中であった1998年4月には、米国上院議員への1動きかけを要望する意見書をCENSAからCSG（先進国海運担当官会議）に提出した。　しかしながら本件は原案通り可決されたため、当協会は、今後も引き続き改正要求をしていく必要があると考えている。【資料1】〈1998年米国外航海運改革法の骨子＞1　1984年海運法改定　1．サービス・コントラクト（S／C）の扱い　�@同盟は、同盟加入船社による個別S／　　　C締結を制限してはならない。　　�A個別S／C、協定S／CともにFMCにせんきょう　平成10年11月号　　秘密扱い（co面de面a1）をもって届出し、　　基本的事項（essenUal　terms）の一部（仕　　出／仕向地の港湾名区域、品目、最低貨　　物量、契約期間）のみを公示する。それ　　以外の内容（内陸発着地、運賃、Service　　Commitlnent等）は非公開とする。　�Bサービス・コントラクトの基本要件は、　　　同様な状況にある全ての荷主に対し利用　　　できるようにしなければならないとする　　　従来のme−too権利は廃止。　2．Independent　Action（IA）の事前通告期　　問を10日間から5日間へ短縮する。　3．船社間グループは、米国陸上運送業界と　　Inland　rates／servlcesについて交渉を行な　　うことができる。　4．FMCは独立機関として存続する。　5．FMCへのタリフ届出を廃止し、公示は　　インターネット上で行う。H　1920年商船法19条一部改定　19条（運輸長官およびFMCによる法令作成権限）の一部改定により、外国船社による「運賃設定」が米国海運に不利益を生み出している場合には、事態を是正するための規則を作成する権限がFMCに新たに認められた。（※）　1984年海運法でも個別S／Cは認められ　ていたが、各同盟の規約で禁止することが可　能であったため、事実上個別S／Cは実施さ　れていなかったのに対し、S．414は、同盟が　メンバー船社の個別S／C締結を禁止しては　ならない旨明示した。�o中央職業安定審議会・第2回港湾労働部会　労働大臣の諮問機関である中央職業安定審議会・港湾労働部会は］．0月20H、港湾運輸事業の規制緩和に伴う労働問題を討議する為の第2回会合を開催した。　行政改革委員会が昨年末纏めた港湾運送事業の規制緩和に関する報告書では、免許制・認可料金制の原則廃止を明記すると共に、「港湾作業の波動性への対応を目的とした企業外労働者活用方策として、港湾労働者の相互融通を検討すべき」としている。一方、現行の港湾労働法、労働者派遣法の下では港湾労働者の派遣が原則禁止されている為、労働省は港湾労働者の事業者問相互融通を解禁する方向で、検討作業を始めたもの。　第2回会合では事務局より新旧港湾労働法の比較説1月や現在全国の港湾運送事業者を対象に実施中の雇用実態アンケートについて紹介があった。　第3回会合は12月上旬に開かれる模様であるが、労働省では、運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会の下で港湾運送事業の規制緩和に関する具体的推進策を検討中の港湾運送小委員会が、最終報告を行う来年5月以降夏頃を目処に結論を纏めるとしている。海事振興連盟一神戸港視察一　海：事振興連盟（原境昇左右会長）はユ0月30日に震災から復旧した神戸港を視察し（震災メモリアルパークを見学、港務艇「おおわだ」で港内を視察）、引き続き開催された懇談会では兵庫県副知事、神戸市長、神戸商工会議所会頭の歓迎の挨拶のあと、神戸海運監理部長から神戸港の現状説明を聞き、地元業界（船主協会、内航海運、旅客船、御運、倉庫、造船、舶用工業）および関空カーゴアクセス�鰍ｩらの要望を受け、質疑応答が行われた。席上・当協会阪撒区船主会盟英文議長疑｛撃r鷲ご瞭．一一．・響“　から・地元外航中雌を代表して・1牽や@　龍　　＿＿一かな国内景気の回復とともに、�@国際船舶　〜＿制度：日本人船長・機関長2名体制の実現、．�A船員保険の被保険者資格の見直し・�B税　藁」．．　、　潮宮．制改正要望（船舶の特別償却制度の延長、　　　　　　．冤．謹．特定外国子会社に係る留保金課税の改善）を要望した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂ぐ隠囮せんきょう　平成10年11月号一地球温暖化防止問題に積極的に対応撰　　　一経団連・環境自主行動計画第1回フォローアップについて一　人類は、エネルギーを得るために石炭、石汕、天然ガスなどの化石燃料を燃やし、これにより：生じる二酸化炭素〔CO2）等を大気中に放出してきたが、地表面から放出される赤外線を吸収して大気を暖める働き（温室効果）のあるCO2等は、産業の発達に伴い急激に増加し、地球温暖化を進行させていると言われている。気候変動に関する政府問パネルαPCC）の報告によれば、21世紀末には、1990年度に比べて地球全体の気温が約2℃、海面が約50c皿上昇し、豪雨や渇水の回数の増加、熱帯・亜熱帯地域での食料生産の低下、マラリアの患者数の増加、地球の全森林の3分の1で現存の植物種の生育が困難になるなどの被害がもたらされるとしており、地球温暖化問題は、現在の人類の生活と入類の生存に関わる深刻な問題となることを示唆している。　このため、1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットにおいて気候変動枠組条約への署名が開始され（1994年発効）、さらに、この条約の実効性を担保し世界各国が協調して地球温暖化防止への取り組みを加速的に進めるため、1997年12月、京都で開催された同条約第3回締約国会議において京都議定書が採択された。同議定書では、先進国全体の温室効果ガス（CO2、メタン、亜酸化窒素、代替フロン等）の排出量を、2008年から2012年までの間を平均して1990年の水準より少なくとも5％削減することを目的として先進各国の削減目標を設定している。わが国は6％の削減を．世界に約束しており、これを踏まえ、政府は、地球温暖化対策推進本部を設置し1998年6月に「地球温暖化対策推進大綱」を策定するとともに、温室効果ガスの排出抑制等に関し国、地方公共団体、事業者および国民それぞれの責務を明らかにし、各主体の取紐みを推進する「地球温暖化対策の推進に関する法律」を10月9日に公布した。　このような動きに対’応ずるため経団連は、1997年6月、37業種・138団体が参画した環境自主行動計画を取り纏めるとともに、「2010年度の産業部門から発生するCO2の排出量を1990年レベル以下に抑制するよう努力する」という目標を発表した。また、行動計画を毎年レビューし、その結果も公表することとしている。行動計画は内外から高い評価を得ており、上述の大綱においても〜行動計画の進捗状況を点検し実効性を確保することなどが盛り込まれている。行動計画は、政府等による一律規制よりも、各企業が自主的に取り組む方が費用対効果の高い対策を選択することができるという考えに立つものである。外航海運については、航空などとともに国家単位での実施は困難／無意味との認識から、同議定書には盛り込まれず、別途、国際海事機関（IMO）において温暖化対策が検討せんぎょう　平成10年11月号雁［されることとなっているが、経団連における産業界全体の取り組みをサポートする観点から、また、「海運」という輸送モードが、今後のCO2排出削減において主体的役割を担うことが期待されているところがら、当協会としてもこれに前向きに対応していく必要があると考えられる。なお、現在は物流に係るそれぞれの業界・企業が効率的輸送を目指しているが、輸送のシステムの総体においてCO2等排出削減を考えていく上では、政府の役割がより重要になっていくものと思われる。　このような状況下、当協会は、一昨年に策定した行動計画のフォローアップを行い、本年8月に会員各社を対象に行った調査の結果などから、新たに2010年における1990年に対する輸送単位当たりのCO2排出量を10％削減していくとの目標を掲げることとした（資料参照）。具体的には舶用機関は重油を使用しているためCO2の排出は避けられないものの、年々増加する輸送需要に応えること、また、燃料効率の優れた環境にやさしい輸送モードとしてサービスを提供していくことは社会的責務であるので．海運業界としては、効率的輸送を行うとの観点から輸送単位当たりの燃料消費量の削減を目標に据え、この目標を達成するため、今後、エネルギー効率の優れた機器の導入および新型船への代替など具体的対策を積極的に推進していく必要があること、また、その他の温暖化対策として、代替フロンの排出抑制対策、事業所等における省エネ対策および臨港地区における環境保全対策への協力を新たに掲げている。今後これらの進捗状況を踏まえ、毎年フォローアップを行っていくことが必要となるが、CO2削減対策という新たな観点からのデータの収集が必要となることから、業界としてどのようなデータを集積すべきか等を検討し、会員各社の協力のもとに対応することとしている。　（なお、今回の行動計画のフォローアップは外航海運を対象としている）　［参考］日本籍外航コンテナ船の単位当たり　　　　のCO2排出量の平均1990年度1997年度2010年度隻　　数322518　CO　2排出量m9−C／TEU−milel79．3　64．6i一18．5％）　50、玉i一36，8％）注）1．lTEUのコンテナを1マイル輸送する当たりのCO2　　　排出量（炭素換算）を試算し平均。（データ：日本船　　　舶明細：占・）　2．2010年度については、船齢25年以上となる船舶を除　　　いて試算。　3．括弧内は90年度比増減率、【資料】　　　　　　　　　　　　　　平成10年10月　　　環境保全に関する自主的行動計画　　　　　第1回フォローアップ　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会　外航海運は、全世界を活動領域とし、また、国際的な単一市場であるため、環境保全に関する取り組みをはじめ安全基準等を含め、原則としてすべての海域、軒下および船舶に対して同一の基準が適用される必要がある。そのため、1997年12月の国連気候変動枠組条約第3回締約国会議（京都会議）では、外航海運に係る船舶からのCO2等地球温暖化ガスの排出抑制策に関しては国際海事機関（IMO）を通して検討していくことが合意されている。同機関では、従来より国際条約の枠組の中で環境保全対策を推進してきているが、今後は地球温暖化防止に向けた対策も検討することとされている。　当協会は、ユ996年ll月に自主行動計画を策定し、環境保全対策を着実に推進してきているが、IMOにおいてCO2等地球温暖化ガスの排出抑制策が取りまとめられるまでの問については、これを継続して推進することとする。また、今般、その実施の状況等を踏まえ以下のとおり見直すこととする。　なお、内航海運については、国内において別途取り組みがなされているところがら、本計画せんぎょう　平成10年11月号（）は外航海運を対象としている。1　地球温暖化対策〔D　船舶からの排出抑制対策　�@二酸化炭素（CO2）　　　舶用機関は重油を使用しているため、　　　CO2の排出は避けられない。しかしなが　　　ら、年々増加する輸送需要に応えること、　　　また、燃料効率の優れた輸送モードとし　　　てモーダルシフト施策の重要な役割を担　　　っていくことは社会的責務であると考え、　　　海運業界としては、効率的輸送を行うと　　　の観点から、輸送単位当たりの燃料消費　　　量の削減を目標に取り組んでいく。　　　　船舶の燃費改善への取り組みは、オイ　　　ルショックのあった1970年代から1990年　　　代にかけて目覚しい成果を挙げてきてい　　　ることから、今後の技術革新に同様の期　　　待をすることは難しいであろうが、以下　　　の施策を推進することにより、2010年に　　　おける1990年に対する輸送単位当たりの　　　CO2排出量を約10％削減していくことを　　　目標とする。　　〈具体的対策〉　　　＊エネルギー効率の改善された新造船へ　　　　の代替、省エネ設備の採用等　　　＊最適航路計画システムなどの航：行支援　　　　システムの研究・採用　　　＊船舶における省エネ運転技術の研究・　　　　実施、省エネ対策の徹底　　　＊推進効率の向上、排エネルギーの有効　　　　活用等燃費改善に向けた研究開発　　　＊輸送効率向上のための最適船型　　�A代替フロン（HFC等）　　　　CO2より地球温暖化への影響の大きい　　　代替フロンは、船舶においては冷房等の　　　空調機器、食糧貯蔵庫およびリーファー　　　コンテナ等に利用されている。今後、地せんきょう　平成10年11月号　　球温暖化への影響の少ない冷媒の開発状　　況を見ながら、その採用に努めるととも　　に、整備、修理等の際には、当該ガスを　　大気へ放出することのないよう努める。（2｝事業所等における省エネ対策　　陸上の事業所における冷暖房の温度設定　や運転時間の調整、OA機器等の低電力製　品の採用等の省エネ対策を、従来同様今後　も推進する。個　臨港地区における環境保全対策への協力　　海運業界は、昭和51年より、臨港地区に　おける緑地整備および海面清掃など、わが　国各港の港湾管理者が実施する港湾の環境　整備に協力してきている。2　その他の環境対策（コ　船舶からの排出物　　　ディーゼル機関から排出される窒素酸化　　物（NOx）については、2000年から新たな　　排出規制が適用される見込みである。また、　　燃料油に含まれる硫黄分濃度の低い燃料汕　　の採用に努め、硫黄酸化物（SOx）の排出　　抑制にも努める。そのほか、油分混合物、　　生活廃水、廃物等の排出物についても、従　　来どおり国際基準に従い適切に対応してい　　く。　（2）安全管理システムの遵守　　　1998年7月から国際安全管理コード　　（ISMコード）が一部の船舶に適用された　　が、各船舶管理者および各船舶においては　　安全管理システムの適切な運用を図り、海　　上災害および海難事故の防止徹底により海　　洋環境の保全に努める。　（3＞環境管理システム　　　引き続き環境保全に向けた取り組みを行　　っていくほか、ISO14000（環境管理規格）　　などを視野に入れながら、環境管理に関す　　る体制の整備について検討を行う。、N、　、R獺、　…　躁娘・　亭“・・恥　畢・　�`’・　一2000年問題と船主責任相互保険　　　一2000年問題には全社的対応が必要�_　　＼　“尺・騨�`　’・　　’　献　’ミ…　　鞄凝愚悼　…　　∬ざ　讃“　　NN　N茂　　xと、　　脳　�d、、　叙　　阿民　　　　　　　「諌、　．、　“　・　．・黙窯．ドR・、　．8　篤　■N　　民x、　　　　　’罵　’　本誌では前号まで2回に亘って（財）日本海事協会2000年問題プロジェクトチームによる「船舶搭載機器と2000年問題」を掲載し、いわゆる2000年問題をハード面から検証してきた。しかし2000年問題　　一を発端とするトラブルを未然に防ぐ、あるいはトラブルに対応するためには、当然ハード面だけでなく、ソフト面からの対策一人的・法的様々な要因から2000年問題をクリアすること一が必要となってくる。　そこで今号では、ソフト面からの取り組みの一つとして、2000年問題に対する船主責任相互保険（P＆Dの動きについて、当協会が入手した情報を元に紹介する。2000年問題の概要　西暦年が下2桁で処理されていることにより、コンピュータシステム等が西暦2000年を西暦ユ900年と認識し、処理に口付を使用しているコンピュータのハード／ソフトシステム及び日付に基づく機器類が誤作動を引き起こすといわれているのがいわゆる2000年問題である。　この問題の解決には、コンピュータシステムあるいは関連するサービス等がその利用者により個々に異なるため、共通した駆並びの対策はなく、個々の利用者の利用実態に合わせ、公表されている最善の方法により各自が対策を講じる必要がある。P＆1の対応�@　国際p＆1グループでは、2000年問題の重要性を踏まえてグループ内に特別に「2000年問題作業部会」を設け、対応を検討、グループ共通特別回報（資料1）により、全てのメンバーに対し可及的速やかにそれぞれが抱えるコンピュータシステムおよび関連サービス等での問題点全ての洗い出しと早期に適切且つ必要とされるすべての対策を講じるよう注意喚起している。　更に国際P＆1グループでは、2000年問題に関するクラブ・カバーの取扱について、グループ共通特別回報（資料2）により、1999年2月20日からはじまる保険年度からグループ全てのクラブが2000年問題への適応に係る規程“Pru−dent　Uninsured　Rule”を新たに導入することを発表した。このルールは20GO年問題についてメンバーに最善の損害未然防止義務の履行を求め、且つクラブはメンバーが適切な対策を講じることを怠ったと認めた場合にはてん補の拒否または保険金の削減を行える旨を規定したものである。　またそのルールにはBritish　Standards　In＄ti−tuteが関係各方面の協力のもと作成した“2000年問題への適合”（Year　2000　ConformityあるいはMillenium　cQmplianceと言われている）の定義が盛り込まれるようである。　その定義によれば、囁E2000年問題への適合”とは「西暦2000年中、又はこの前後の日付により、せんきょう　平成IG年11月号　　　求められている全ての機能および機能および性　　　能が何らの影響を受けることなく、正常に作動　　　すること」を意味し、特に以’．ドの4つの点が原　　　則満たされることが求められるとしている。　　　　〔1）　日付に対応する値により誤作動が生じな　　　　　いこと。　　　　（2）　日付に基づく機能が、西暦2000年中及び　　　　　この前後の日付に対し、一貫性を持った動　　　　　きをすること　　　　（3）全てのインターフェイス及びデータ保存　　　　　において、いかなる日付が帰属する世紀も　　　　　明確に、あるいは1．口叩な演算式又は推論式．）@　　　により特定されること。　　　　（4｝西暦2000年目うるう年であることが正し　　　　　く認識されること。）「【資料q　　PI特別回報　　　　　　　　　　　　　1998年5月1日　　　　　　　　日本船主責任相互保険組合組合員各位　　コンピュータ西暦2000年問題について　．今般、題記に関する情報として、添付別紙（省略）の通り、国際PIグループ共通回章が発行されました。国際PIグループは、配布先を国際PIグループ・プール協定出再船（いわゆる外航船）組合員を対象として作成しておりますが、その内容は全組合員に必要なものと判断されますので、．．ド記の通り、ご案内申し上げます。　　　　　　　　　記　各種コンピュータ装備、特に制御システムに使用されている集積回路そのものだけではなく、そのハードウェアとソフトウェアも西暦2000年問題の影響を受けることは、ご既承のとおりです。　年号を西暦年の下2桁で処理してきたコンピュータシステムは、西暦2000年に、1900年か2000年目の認識ができなくなり、処理に日付を使用する機能に影響が出てきます。これらの問題は、ある処理やプログラムを立ち上げたり（start一せんきょう　平成10年11月号up）、落としたり（shut−down）するというように、DOや99という数字を特別な目的で用いてきたプログラムが組み込まれているシステムには、さらに深刻なものとなります。あるシステムでは！999年9月9日が問題となり、また、ある装備では、2DOO年が閏年であるということから、20DO年2月29目という日付を取り扱えなくなるということが予想されます。　日付精密処理機能のある処理制御部品が組み込まれている装備は、たとえその機能を現在使用していなくても、いずれは悪影響が出てきます。　火災報知器、スプリンクラーシステム、エンジン管理・警報システム、レーダー・航海シ．ステム、荷役・タンク制御システム及び通信システム等を含む船舶上のほとんどの装備が影響を受けることになります。特に、GPS（四位測定システム）受診機は、1999年8月21［に1，024週間を1周期とするサイクルの終期を迎えるため、西暦2000年問題に加えて、もうひとつの影響が出てくるかも知れません。　本件に関する調査結果は下記の通りです。・近代船の装備には50以上の日付’処理機能のあ　る部品が紐み込まれている。・これらの部品の20〜30％は西胚2000年間題に　対応していない。・これらの部品の誤作動は、システム自体が信　頼できなくなる、設定以外の状況で落ちてし　まう（shut・down）、誤ったデータを出しつづ　ける等、様々である。　同様の問題は、海運を支える全組織、すなわち、港湾オペレーション、荷役ターミナルシステムとその設備、航行管制及び海上保安部の取締りにも影響を与えます。従って、船主自身が西暦2000年問題に対’応しても、場合によっては、他の関係者の問題で影響を受ける可能性があります。　まだ西暦2000年問題の対応に着手していない組合員は、至急計画を立て、発生する問題に対醐応ずることが必要です。そのためには、すべての目付処理機能のある処理制御部品が組み込まれている装備を含むハードウェアとソフトウェアを完全にリストアップすること、そのリストのすべての項目について、矯正または交換するかを決定すること、及びそれぞれが確実に西暦2000年問題に対応しているかを検査することが必要となります。これは即ち、性能も機能も西暦20QO年前後の日付によって何らの影響も受けないようにするということです。　組合員に対し、規制官庁、証書発行官庁、銀行、監査入や取引先が西暦2000年問題への対応を要求することが予想されます。　．西暦2000年問題への対応を確実にするための技術的なアドバイスや支援の提供者がますます不足してくることが予想されるので、嘱すぐ行動に移すことが賢明と思われます。　国際PIグループとしては、プール．協定に互いに再保険者として参加しているクラブ、グループ再保険の再保険者及びクラブのコレポンを含む関係者が西暦2000年問題への対応を行っております。　組合員におかれましても、西暦2000年問題への対応を確実にするための手段を大至急とられますようご案内申し上げます。【資料2】　PI特別回報　　　　　　　　　　　　　1998年10月16日　　　　　　　　日本船主責任相互保険組合組合員．各位　　コンピュータ西暦2000年間題について　　　　　　　　　　　　　　　（その2）　同特別回報は、「西暦2000年問題」の重要性を指摘するとともに、組合員各位におかれましては、早期に適切な対策を講じられますよう、ご注意申し上げたものです。コンピュータシステム等の実態は、その利用者によってそれぞれ異なっており、発生が予想される問題も自ずと異なります。　従って、このような各組合員ご自身固有の問題について、公表されている最善の方法により、また必要であれば専門技術者のアドバイスを受け、適切な対策を取ることができるのは、組合員ご自身のみであることを改めてご注意申し上げます。　以上のような状況に鑑み、国際PIグループ加盟クラブは、1999保険年度より、ルールに「西暦20GO年問題への適応」に係る規定を新たに導入することになりました。　当組合もこれに合わせ、保険契約規定に下記の主旨を盛り込んだ条項を新設することになりましたので、お知らせ申し．上げます。（1998年12月14日開催第526回理事会に上程予定）1，直接的であると間接的であるとを問わず、　西暦2000年問題に適応していないことを原因　として発生したクレームに関し、組合員は、　クレームの発生を防止するために、組合の提　供する種類の保険を手配していない場合には　当然取ったと推測される適切な対策を講じた　ことを組合の求める範囲で証明しなければな　らない。2．組合員が適切な対策を講じることを怠った　場合、組合はてん補を拒否し、またはてん補　額を減額することができる。　組合員各位におかれましては、組合からのてん補に問題を生じさせないためにも、大至急適切な対策を講じられますよう再度ご案内申し上げます。　多くの船主は、既にMmenntum　Bug及びGPS問題のphysical　aspectsについては（例えば、航海機器類の誤作動による衝突、座礁又はcargo　handUngシステムの誤作動による遅延といった経済活動に及ぼす影響〉十分認識されていると考える。　以下の点は、これらphysical面ではなく、船主が2000年問題への技術的／経済的対応を取る際に、考慮すべき、表立たないが大変重要な点せんきょう　平成lo年11月号）を列挙したものである。　（1）　Ship　finance関係：　　　銀行等の且nancerは、借り乎側の資金繰　　り（cash且ow）及び資産価値（本船のa＄set　　value）に強い関心を持っている。最近英　　国銀行協会は、各銀行に対し借り手に鋤il−　　1ennium問題対応に関する50項目に上る質　　問を行うよう指示しており、対応が十分で　　なく、将来問題を起こしそうな借り手の洗　　い出しをしている。貸し手中は本問題に対　　する警戒心を強めている。　　　本船融資関係書類（ship且nance　docu−　　ment）には通常以下の点についての条件　　（借り手の義務）が盛られている。　　（1）本船の堪航性（seaworthiness）　　（2）ISMコードの遵守　　（3）船級の保持（maintenance　of　class＞　　�求@貸し手よりの質問への返答義務（an−　　　swering　questlons　posed　by　lender）　　　　もしこれらの条件（義務）が船主によ　　　り守られない場合は、貸し手は義務の不　　　履行に訴えて、ローンを直ちに回収する　　　手段にでることが十分考えられる。　　　　従って、船主側（借り手）の2000年問　　　題への不十分な対応は、これらの義務の　　　不履行の引き金に十分なりうる。　（2）本船の売買契約（新造含む）関係　　（ア）本船の買船の場合：　　　　本船自体にmillennium及びGPS問題　　　が発見された場合、船主には、これの対　　　応には相当コスト負担が見込まれ、これ　　　らコストを他の者に転嫁して軽減を図り　　　たいのは自然の成り行きである。一つの　　　可能性として、本船の売り手が考えられ　　　るが、現在売買の際の標準的なmemo−　　　randum　of　agreementの条件下では、回　　　収の権利には制限がある。　　　　Surveyorsに対し、契約違反又は過失　　　を挙証することで、場合によっては回収せんきょう　平成10年ll月号　　手段を取る事が出来るかもしれない。こ　　の手段の行使はかなり起こるであろう。　（イ｝今後の売買の場合二　　　買い手は、売買契約にmillennium及　　びGPSに関する問題につき特別な条項　　を盛り込み、自身の利益をprotectすべ　　きである。　　　これからの新造船にはまず問題はない　　が、現在建造中の船については、これら　　の問題に対する保証を契約に明記すべき　　である。また、これからの建造船につい　　ても、なんらかの特殊条件を契約に盛り　　込むのが望ましい。（3）本船上リース物件関係（1eased　equip−　ment）　　本船上には多くのリースされた機器類　〔例えば航海システムやコンピューター・　システム）がある。2000年問題又はGPS　問題を回避するため、リース契約に特別こ　の問題に関する条件を盛り込む事で、船主　には次の様な手段を取る事ができるであろ　う。　（ア）当該リース物件を引き取らせる。　（イ）貸し手に対応機器への交換を要求する。　�求@問題発生の場合に対処した何らかの保　　証を取り交わす。　　　リース契約の途中でこのような条件変　　更が出来るか否かは個々の対応となるが、　　買船舶は、売り手から買い手にり一スが　　切り替わるので、条件の変更の一つの機　　会とはなる。（4）海上保険関係（marine　insurance）　　2000年又はGPS問題に間接又は直接起　因する事故（casualty）が発生した場合、　船主は、保険契約上での処理につき、困難　な立場におかれることとなる。　　例えば、　（ア）GPS及び2000年問題への不十分な対　　応は本船不堪航（unseaworthlness）と見圃　なされる恐れが大きい。〔イ）time　policies（ITC　clauses）に関して　は、船主が不堪航を知っていた　（privy）　としたら、保険者は保険契約上の責任を　免れることになる。　　ISMはprivyの挙証をよりやりやすく　簡単にできるようにしている。（ウ）既に知られているGPS及び2000年問　題の対応を怠る事は、保険契約上、被保　険者の一二的な契約条件の不履行（w11血I　defauk）と見なされる事になろう。この　場合、これに起因する損害等は保険より　　の回収はできない。ISMはこのような意　　図的不履行（wi血l　default）の挙証を簡　　単に出来るようにしている。国GPS及び2000年問題への不一卜分な対　　応は船級維持の違反となり、保険カバー　　は受けられないであろう。　（オ）船主が、GPS又は2000年問題への対　　応ができていないにも拘わらず、対応が　　できている旨の表明又は言質を保険者に　　与えた場合は、保険者は発生する損害に　　対して保険契約上の責任を免れることと　　なろう。　　船主は、GPS又は20DO年に未対応の本船　機器類の調査又は取り替えに係る費用は保　険の対象とされることはまず無いことを覚　悟すべきである。〔5）事故関係（casual飴s）　　船主は、責任制限という法的な保護を享　受できる立場にある。GPS及び2000年問　題の所在を明らかにし且つこれの抜本的解　決を怠った場合は、この責任制限の権利を　自ら危ういものとすることになろう。　　対応の不備が、〔ア）CLC条約、1976海事債　権条約の適用ケースでは、事故（casualty）　が結果的に起こるであろうことを認識しな　がら、これの対応を行わず放．置した場合的　1957年条約での船主の故意又は過失、に当　たる場合が相当し、可能性は高くなろう。　GPS又は2000年問題への不十分な対応に　起因する事故が今後発生した場．合、その時　点までにはこの問題は広く認識されている　ことよりして、船主は、責任制限ができる　であろうとの憶測に立つべきではない。（6）用船関係（chartering）　　GPS又は2000年問題への対応の不備は、　本船の運航及び港湾施設・荷役施設の運用　面で様々な影響を引き起こすであろう。例　えば、Locksの開閉ができない、クレーン　が動かない、本船のシステム（積荷役シ．ス　テム等）が動かないなど。　　航海用船契約の下では、船主にとって問　題となるであろう点が二つある。ひとつは　用船の開姶（notice　for　readiness）であり、　他方は積荷運送中に積荷に発生した損害　（例えば積荷管理．設備類の不備あるいは事　故に付随して発生する損害）である。　　目上の焦点は次の2点となろう。　〔ア）本船の不堪航に2000乍あるいはGPS　　問題がどの程度係わっていたのか。　（イ）問題点の改善への対応に不備があった　　点が、船主として本船の堪航性の保持に　　対する相当注意義務違反に相当するもの　　か。　　逆に．、用船者にとっては、用船者の責め　に帰すべき事由により遅延が生じた場合　　（例えば、港湾施設関係での欠陥あるいは　本船の着岸又は荷役の遅れ等で遅延が生じ　た場合）は、巨額なdemurrageクレームの　リスクに晒されることになる。　　定期用船契約においても同様の問題の発　生が予測される。　　更に、船主にとっての問題は、本船機器　類の故障又は同様の概念を含んだ0血ire　clauseのもとで、2000年目はGPS問題がど　の程度の範囲でofFhireと絡んでくるのか　の点である。せんぎょう　平成／Q年則・1号戸（　　これらある程度推定できる損害の他に、　用船者が被る間接損害に関して、船主に対　し用船契約違反でクレームしてくることも　考えられる。（7｝船荷証券（Bill　of　Lading）　　これに関しての焦点は、2000年又はGPS　問題への対応を怠ったことが航海の開始に　当たり本船の堪航性の確保につき相当の注　意を払うことを怠ったこととして、発生し　た積荷損害につき船主が負う責任の範囲が　どうなるかであろう。（8）船名；関係（carriage　of　passenge「s）　　客船はハイテク機器で満たされており、　2000年問題から特に被害を受けやすい。本　船上のシステムの大半は電子機器によりコ　ントロールされている（例えば、救命艇シ　ステム、安全管理（防火、防水、監視他）　システム、電源／証明システム等）。　　船主が催し物開催あるいは本船を離れた　小旅行等を提供する場合は更に大きな責任　に晒されることになろう。　　船客の死傷等が発生すればクレームが提　起され、この原因が未対応の2000年又は　GPS問題によるものである場合は、船主　は：　励　責任制限の権利を喪失し、且つ、　1イ）米国であれば、懲罰的損害の危険に晒　　される　ことになろう。財結諭　　2000年及びGPS問題は多くの法的問題　を含んだ厄介なものである。問題が発生し、　表面化した後では打つ手は極めて限られ且　つそれは非常に困難を伴いほぼ不可能もの　である。従って、船主としては、関係者、　専門家等の全而的協力を仰ぎ、船主の立場　での完全な対応を実施する事が要求されて　いる。せんきょう　平成10年11月号P＆1の対応�A　国際P＆1グループでは、2000年問題への対’応の遅れは、船社の経営基盤に多大な悪影響を及ぼしかねない大きな問題に発展する危惧があり、早期対応策の策定及びこれの実施に向け全社を上げて取り組むべきことが望まれるとしている。　すなわちこの間．題は単に船舶に搭載されたコンピュータ機器類またはシステムの問題といった所謂船舶自体の問題に限定されず、物流システム、通信システム等船舶の運航に影響を及ぼすあらゆるシステムのハード、ソフトの両者を巻き込んだ範囲の幅広い問題で、この問題の解決には個々の実態に合わせ最善の解決を図ることが肝要であり、放置した場合に発生する問題の重大性を十分認識して、各社の実態に即して影響が考えられる全ての機器類、システム等の問題点を全て洗い出し、関係者の協力を得ながら公表されているすべての対策を早急に実行し、万金な体制を確立する必要があるのではないかということである。　そのような背景から国際P＆1グループ、ICS（lntemational　Chamber　of　Shlpping：国際海運会議所）、BIMCO（Baltlc　and　Intemational　Mari一廿me　Conncil：ボルテック国際海運．協議会）等は共催で2000年問題の対応に関する「Meetingthe　challenge　of　the　YEAR　2000　in　the　Shipp重ngand　Transport　lndustry」と題した講演会を1998年6月に世界5ヶ所で開催した。ここでは2000年問題が船社に及ぼす様々な影響についてそれぞれの専門家による講演がおこなわれた。　その内で、2000年問題から派生すると考えられる諸問題について述べた講演会における資料の．．．’部を以下のように仮訳して紹介する。．丁世界の穀物需給見通し」　　貿易面で物流の変化が起こるか！　　　　　　墨解舞錘諜江藤隆司（この寄稿は10月23日に寄ぜられたものです）はじめに　中国は今年5月末からの連続大雨で、揚子江流域の中部地域（湖北省、湖南省および江西省を中心とした地域〉が50年振りといわれる大洪水に見舞われた。その後、降雨域は北上し8月に入って中国の東北部（黒竜江省を中心とした地域）でも大洪水となった。　シカゴの穀物市場は、前者の洪水には殆ど反応を示さなかったが後者の報には心理的な強材料として反応を示した。前者の洪水は主としてコメと綿花の作物に被害をもたらしたとされるが、後者はコーンと大豆の産地であることから反応を示した。洪水による減産懸念に中国はコーンの輸出国から声点入国に転じるのか、大豆の輸入量が増大するのか、と云った類いの連想を市場にもたらした。一方、世界のパン龍と云われる米穀倉地帯の天候は概して順調に推移して豊作が確定し、米国の穀物需給の緩和見通しが確実視されてきた。2−3年前との比較で世界の穀物需給も大幅な緩和見通しにある。消費国アジアの経済はその危機からまだ回復していない。アジアでの穀物消費のための輸入量は以前のような伸びを示さず停滞するなか、供給は増加した。その中で、ロシアの穀物生産は凶作となって食料援助が必要とされる。　ここでは中国の洪水による影響を整理して、世界の穀物需給見通し及び穀物貿易の流れを模索してみたい。1，中国の洪水と同国の穀物需給見通し　洪水による減産については明白なデータはない。去る10月20日に中国国家統計局が今夏の大洪水による減産をL990万トンに修正発表した（10月13日には1，950万トンと発表されていた）のが、現時点ではもっとも新しい情報であるが、これは1998年の夏作物と早場米の生産高が前年同期から1，190万i・ン減産になったと発表しているだけで夏作物または早場米生産高の正確な数字などは発表されていない。　一方、チャイナデーリー紙は10月13日に、国家統計局の発表した予測とレて今年の夏作物と早場米の生産高は前年同期からL95D万トン減産となるも秋作物が2，000万トンほど増産見通しにあるとして、全穀物の生産高は前年度並みになると期待を伝えている。統計局発表の1997年生産高は4億9，4／7万トンとされ、北京のトレード筋は1998年の穀物生産高は4億7，500−4億8，000万トンと予想している。前年よりは減産が確実視されているが、後述するように在庫は充分以上にある。なお、1978年の穀物生産高は3億477万トンだったので、当時との比較で生産高は飛躍的に伸びている。　米農務省（United　States　Department　Qf　Agri−culture以下USDA）が去る10月9日に月例の米国と世界の穀物需給予測を発表しているので、せんきょう　平成1Q年11月号表1（単位1百万トン）期初在庫生産高輸　入内　需輸　出在　庫コーン1996〆97年34．．70127．470．08113．353．8945．001997／98年45．00104．300．2511．7．556．0026．001998／99年26．00124．．000．25119．254．0027．00小　麦1996／97年24．30110．572．691ユ2．600．7924．17ユ997／98年24．17123．301．90l15．001．0033．371998／99年33．37110．002．OO116．00ユ．OO28．37大　豆1996／97年0．0013．222．2715．30O．200．OO1997／98年0．0014．733．0017．55O．180．001998／99年Q．OQ13．503．6Q16．90Q．2QO．QQ※飼料・肥料用含むその中から中国の需給予測を抜粋して紹介する（表1参照）。（1｝コーン　　夏の大雨・洪水で中国のコーン生産高は1　億1，600−1億2，000万トンに落ち込むと心配　されていたが、USDAは9月の予測1．億2，200　万トンを10月の．予測では1億2，400万トンに　上方修正した。中国東北部で洪水被害に見舞　われなかった地域での良好な天候とハイブリ　ッドシードの使用増大が、洪水によるロスを　埋め合わせる以上に豊作をもたらしたのかも　知れない。いずれにしても1996年の1億2，750　万トンに次ぐ史上2番目の豊作とされている。　　一方USDAは前月予測との比較で同国の　内需を200万トン下方修正（飼料需要を200万　トン下方修正）して1億ユ，925万1・ンと予測　（内、飼料9，300）。これだと前年度より内需　　（飼料）がそれぞれ200万トン仰びることに　なる。しかし輸出・輸入は前月を据え置きと　して、／998／99年度の期初在庫が狛0万トン　上方修正されたので期末在庫は500万1・ンー．ヒ　方修正の2，700万トンを予測（前年度2，600百　万トン）している。　　ここで問．題となるのは、輸出見通しである。　現在中国は全国的な規模で在庫を正確に把握すべく調査を開始したと伝えられる。その結果は、コーンの輸出政策に反映されることになろう。USDAは1998／99年度での中国のコーン輸出を400万トンと見ているが（生産高を1億2，400万1・ンとして）、そこで想起されるのは中国は1997／98年度で干ばつ減産の1億430万トンとなっても600万トン輸出したことである。その背景には大豊作だった1996／97年度の生産高1億2，750万トンのうち4，500万トンの在庫を1997／98年度に繰り越した経緯があったからだ。その古い在庫を輸出に回していたのだ。　前年度との比較でUSDAは2，000万トンの増産を予測しているが、もし事実としたら前年度並みに600万トン輸出しても、依然として在庫はそこそこ確保されることになる。　昨年もそうであったが、中国国内のコーン価格は海外（米国産コーン価格）よりも高値を維持している。このような状況下で輸出するのは経済的とは思えないが、これは食糧増産を目的として国内での政府買い上げ価格を高値に設定しているためであって、自由取引下での高値ではない。従って、中国政府の政策次第で切出は決定される。即ち内外の価格差を補助金として政府が負担したら、輸出のせんきょう　平成10年11．月号増加は可能となる。　例年中国政府はコーンの輸出方針をユ1月に決定しているので、注目しておきたい、筆者　は昨年、中国はコーンの減産から後半に拙者入国に戻ると予想していたがその予想は外れ　た。今年も洪水によってコーンは多少の減産　というよりも、むしろコメを中心とした穀物　〔小麦も減産見通し）全体の減産から輸出を　引き締め、コーンについても前年度のように　積極的に輸出することはないだろうと予想し　ている。その一方米国コーンは豊作となって、　価格が下落して輸出競争力がついてきたとし　て、前年度に中国やアルゼンチンなどの輸出　攻勢激化で失った輸出シェアを米国は今年度　取り戻すと期待している。しかし現在、筆者　のこのような見方は中国政府の出方次第では、　やや後退することになるかも知れない状況と　なってきた。働　小　麦　　小麦の減産は洪水によるものではなく、生　心門の天候不順（降雨不足〉によるのが主た　る理由とされている。いずれにしてもそσ）減　産から輸入は300万トンになるとの見通しが　多いなかで、USDAは依然として200万1・ンの　輸入見通しを据え置いている。勧　大　豆　　USDAは当初の生産高予測を1，380万トン　としていたが、洪水後にユ，350万トンに．．ド方　修正した。大豆の輸入見通しは同時に350万　トンから360万トンに上方修正されたが搾油　の下方修正が注目される。しかし粕と汕の輸　入がこの近年着実に増加している。　　中国は5年前、大豆粕を19Q万トン輸出し　ていたが近年は輸入国に転じ、今年度（1998　／99年）は440万トン輸入するとの見通しに　ある。これは世．界の貿易量の12％に相当する。植物汕については5年前、80万トンの輸入にすぎなかったが今年は360万トンの輸入見通しにある。　過去の飢餓の歴史から中国では、油糧種子（大豆・ナタネなど）の生産よりも穀物が政治的にセンシティブなものとなっている。この5年間で、綿花・油糧種子の輸入増によって増大する消費に不足する生産高をまかなってきた。これらの作付面積は減少または横這いとなって、小麦・飼料穀物への作付転換を約500万エーカー達成している。そしてハイブリッド種子の使用や肥料・殺虫剤の投下などによって穀物の単収は7％ほど増加している。作付増と．単収増によって穀物は4，000万トンほどの増産をこの5年間で達成した。　中国新華社通信は10月15日、中国の穀物在庫高は年間消費高の30％に達しており、国際的安全水準とされる17−18％の在庫率を大きく超えていると伝えた。なお業者筋によると、国家穀物備蓄高は1億5，000−2億万トンと推定されている。　中国は洪水によって食糧事情が大きく悪化したとは思えない。1．995年以降、増大する消費以上に3年連続の大豊作が続いて在庫の積み増しが続いている。巨額の財政資金を掛けて保管している在庫が解消するまでは、食糧の大量三人は予想し難いと考える。しかし汕糧種子の大豆の輸入は増大を続けることになろう。その輸出国は南米と米国となる。2．世界の穀物需給見通し　2−3年前との比較で米国および世界の今年度穀物需給は大幅に緩和の見通しにある。消費国アジアの経済危機によってそこでの穀物消費は2−3年前の急速な伸びが鈍化して停滞するぜんきょう　平成10年11月号）も、世界全体での消費は着実に紳びる見通しになる。一方、世界の貿易量は小麦・コーン・大豆とも前年度との比較で減少見通しにある（生産・消費・貿易の推移を表した図1−3日目び表2のUSDA世界需給予測参照）。しかし重要な点は、従来の輸入国での懸人先の変化がコーンで見られることであろう。　1997／98年度米国コーンの輸出は、前年度との比較で700万トン以上減少した。この理由については主な輸入国であるアジア諸国の経済危機によるものと一般的にいわれている。タイのバーツ切り下げ（1997年7月）が発端となって、1997／98年度はアジアが経済危機に直面した年度である。しかしUSDAは1997／98年度の世［図1玉世界コーンの生産・消費・輸出高　　　　　　　　　　　　　　※飼料用含む百万トン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万トン700．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80．050D．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7D．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6D．0500．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5D．040D．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4D．0300．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3D．020D．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．0100．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1D．0　0、O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O．0　　89，「90　90’91　91’92　92’93　93’94　94’95　95．ド96　96’97　97’98　98ド99　　　　　　　　　　年度［図2］世界小麦の生産・消費・貿易高　　　　　　　　　　　　　※飼料用含む百万トン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万トン620．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115．060D．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11Q、Q580．0560．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105．0540．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100、0520．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95．0500．0480．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9D．0　　89ド9090，「91　91／9292’9393．’9494’9595．ド9696ド9797／9B　98／99　　　　　　　　　　年度［図3］世界大豆の生産・搾油・輸出量　　　　　　　　　　　※飼料・肥料用含む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万トン百万トン180．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45．0160．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40、0140．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．0120．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30．0100．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25、0　80．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20、0　60、0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．0　40．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1D、0　20、0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．0　0．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．0　　89’9090．’．9191／9292’9393ピ9494／9595’9696ド9797ピ9898／99　　　　　　　　　　年度［コ生産量区コ消費量十輸出量§§8、〔ミミΣミ…奏雫§マ至書：窪窪茎｝ミミ．き需睾＝．葦3／一匿ミ宇Il5□生産量　Eコ消費量　十貿易高@　　　　　　　．呪一．．奄i・1：：キ．．トk｝li．再�、［コ生産量旺コ押油景十輸出量1F11＝、1L『．ミ卜；きiミざ、汐君．き．蕊｝．ー　i旨iN1匡ミ．．1克．．下せんぎょう　平成10年1．／月．号界輸出高を7，370万トンと予測しており、その前年度の世界輸出高は7，320万トンと比べると世界市場でのコーン輸出高は50万トンほど増えている。これは即ち米国の輸出は激減したが、それ以上の量を米国以外の国が輸出したということを表している。　アジアの経済危機によって米国のコーン輸出は1997／98年度で減少したと分析の結論を得るのであれば、その危機は続いていることから1998／99年度の米国コーンの輸出は更に激減するとの見通しが成り立つ。しかしUSDAは1998／99年度での輸出は340万トンほど前年度より増えると見ている。即ち米国コーンの輸出が減少したのはアジァ経済危機によるのが主要因ではなく、米国の輸出市場が他の生産・輸出国にそのシェアを喰われたにすぎないと考える。消費国アジアの輸入量は殆ど変わっていない。（1）アジアの輸入国　　通貨が最大に下落したインドネシアは元来　コーンの輸出国、タイもコーンの輸出国だっ　た。経済発展に伴って食生活の変化が国内畜産を促進させていたが、経済危機によってインドネシアの畜産は停滞、または崩壊寸前にある、ただしタイの畜産は微増。タイはコーンの輸出国からブロイラーの輸出国に転じていたので、通貨下落はその輸出を拡大させて国内畜産を維持している。　台湾は豚の口蹄疫発生によって昨年3月に大量の豚を屠殺処分したことから飼料穀物の需要が減少したのであって、経済危機によるものではない。その後遺症は現在無くなって、需要は回復中である。　マレーシアはパーム油の輸出国で、その大口仕向先は中国。バーター取引的にパーム油を中国向けに輸出して中国からコーンを優先的に輸入買付している。フィリピンは畜産が⊆孚皐哩具急一冒II虫0正号［訂・1ホ題耳※4ロ剛♪》オ軍中ムヨ髭呈楽楽os61く⊥國dく49国本91葦囲く46国乙0’199’王aε’900’40乙’ε0∠’膨s∠’9乙1’ウz89’09乙’飢90’60ワ’ZO9’00乙’66乙0’乙王乙ε’HI∠0’τ王1聖計量隊⊆6’80乙’坤19’098z’6999’9181層0τ98’ウε0ε’εZ工0ガ客9レ’ラ68乙層死aセ層6τ08層セτ96’乙799乙’891∠’IL909’H9璽　軍00層00Fε仲’9zガ108’εOS’乙1乙9’106’．［0∠’9gz’1客0乙’0ε0℃乙0’0ε6’δ1189’乞09’911レ『91IY　騨OZ’100’9100’セ乙9ε’00ε’O［9’09ε’HOO’900’0δ6’6ε乙ε’ε09’乙9ε’0∠9’セ6Io’889’乙OIO客’εOI憾　「野0冒’レ10’6S86’！乙。ザ890客’0乙9ε’8乙89’麗00’9工正セ1’89ε’τ8乙ε’乙OO’臼Q6’ウε⊆’ε99レレ’9ε86’∠S9正s層∠89墨　摩06層106’008’ε00900rO60’09乙’乙00’100’08乙’εε乙ro乙0『9．100’OIεε’6sτ『szセ9’∠116γ911用　聡zε’ε70’8窪プ9正09’6⊆8’εセ6’ε％’∠乙ε’εεラ9’0εs’9166’9ラε’［乙乙’0セε’9【199’6王10’9ε正91’9ε1幽筆率瞬4本日ンy非箪巾ムヨ4叢よ＊＊OS6／壷くよ国章く甲y図田田5階κ梼国εε層εセ0’89ガ9109’698’9セ6’εgz’乙∠臼’εε四層Os8層⊆τ66’9セε’IZ乙℃シε’91．［99’9工Io’9ε19正’§ε1虫畢．翼、臨09’雲0賃’S乙99’8900’乙90臼’81肺「ε1∠69εε00’OH9ε’乙9ε’εOIOε‘ε乙09’εε09’OI乙。’1ε909’69Z9イ06臼0乞’966璽　弔00℃00’Z99’シ0『正00’ε08’9199’Ioo’zOポ9τs℃zOZ’090℃ビ0℃98’OII9レ’zIε’εIIIO’εIIY　騨0ε’τ09’ε王客8’OZ9ε’00ε’OIε’Ooε’aτoo’500’099’坤0ε’シ。£’aOε℃⊆⊆’861Z’0正9∠’90正セε’OH・は　轡06層τ・OS層9εセセ■690S’6908層0ε96層肱∠o’帽00’9．〔［0乙層8正ε層gsO呂’SO9’セ98’セ王6’ε9916’乙εε8’lo969’ε09暴　M0『ZO9’000’セOD’00乙’060’09ε’εoo’100℃II’sεo『9100’∠10『9ウ0’98ga’686写’911セ9’911芋臼　嚇ピ9’iセs’τセ990臼’8sε層zOrセ91’9∠ε’8ε6S層089層冒工6乙’9孟0’ε0レ’09ε層669⊆’梶18’εε1乙9’∠ε王到韓半騨｛鞄耳※口底中錨車〜日ヨ下聞業＊OS61眠薬国国工〔宰914イ杯国91’09S’000’9セ98’0妃’工9セ’aε6’08z’εsウ’z9乙’Ogs’99εザ朋6呂’τ66Z’工6老輩月．．騨0∠「乙9『o｛0ε’セ0τ60’000’肛09’∠LOO’099’8ε99’乙0ε’6［ε8層6εε06層乙ε乙ε乙’乙乙雪gz’9乙9禦　甲0乙℃抑’09ε℃09’∠gz’ε09’セOZ’910Z’II9ε’OOO’Oa’1乙gz’o∠ε’1乙98’1∠Y　購99’1乙8’900’工6εo’999’OIOZ’乙08’王正ε8’0ε00’セ。ラ’霧6∠’ggzビ9’εシIaガ60レ∠0’90セ・トま　鴎09’客ε1層6臼s層乙τ王96’乙96’91．S6’τ乙Q6’918乙’8窪90’∠OO層⊆乙8’�e6988’8819ガε8960層ε89器　国00℃肺’000’900’O臼9’00『000’O死’60ゲ正09’ε19ε’9ε8ザ言εε乙’e止山’毘用　騒99’Dgz’乙OO’9δ09’066’000’aε客’τ09’セ06’τ⊆9’Igo’ε9認’麗乙a’989ラ’99期畢＊曲木田中韓衣r日ヨ栗源＊楽OS61に∴読鯉畢⊥図国國孟［寧914く梼国99℃9冨’客009乞0⊆’066’Ooo’冨εz’τ09’PO6’工⊆9’工⊆0’ε9乙乙’εε∠客’989ラ’98嚢穿翫具。ε層i6セ層⊆00’据王60℃99’ラ10S’∠τ00層09ガε909’800層9τεε’9ひε6セ’乙死石’ε6窪乙ε’乙69翠　4シ9王’06ε’09．『Oo『g9乙’ε9εトセ09’91乙s’II9乙’000℃工9’89％’098’899ε’69Y　辱重⊆6’0ε乙’セ00’ε60ポセ⊆i’1．［00’∠09’IIビ9℃ε00’セ06’ε00’SgZo9’8ウ169’ε1セ9ε’．FIラ綜　「蝉9∠’工6ε9％’6HO9’90乙9τ％’器0ガ9［II’8εsε層∠09’509’ε6ε6⊆’9616【’6896ε’16臼器　M00’00P’000’レ00℃0ε’00rOOO’0ウε’609’100’OIgo’冒客16’1ウ96’69ZrI∠田　騨91’09ε’τ〔〕o’∠．乙8ラ’06Z’τ0ラ’τεo’τ6ビ’乙06’190’τεセ’9セ乙ラ’εセ06’686ε’乙6郵撃幽i乙∩蟹管題器雷幕∀GS∩（華暴日6巨0匹）（く4豆旦　珊寅））》ヒ4大　豆1998／99　　　　　期首在庫SEPll　　　　　l9．390CTg　　　　　l9．王6米　　　　　国　　　5．44米国以外　13．73アルゼンチン　　　6．45ブラジル　5．00EU（EC−15》　　　O．76日　　　　本　　　　0．63中　国0，00生．産156．39153．6375．3678．2716．5029．00　1．84　0．1813．50輸　入38．3738．67　0．1638．50　0．40　1．00i5，50　4．70　3．60搾　油128．61128．4043．5484．8614．0020．1015．5G　3．6510．13内　需150．19150．1647，62102．5414．9522．OO16．70　4．9616．90輸　出38．2938，1322．5915．54　3，00　8．30　G，52　0．OO　O．20期末在庫　25．66　23．17　10，75　12．42　5．40　4．70　0．88　0．54　0，001997／98SEPIIOCT　9．米　　　　　国米　国　以　外アルゼンチンブ　ラ　ジ　ルEU（EC−15＞日　　　　本中　　　　国期首在庫　12．86　12．86　3．58　9．29　3，40　3．40　0．84　0．64　0．OO生　産／56．52156，0973．5582．541B．7G31．00　1．57　0．1514．73輸　入39．3639．16　0．1239．04　．1．GO　l．7015．56　4．95　3．00搾　油125．98126．1543．4682．6913．GO20，0015．39　3．8010．45内　需149．50148，9347．94100．99玉3．8522．0016．71　5．1017．55輸　出39．8640．0223．8716．15　2．8G　9．10　0．50　0．00　0．18期末在庫　19．39　19．16　5．44　13．73　6．45　5，00　0．76　0．63　0．00※飼料・肥料用含むまだ発展していなかったので、コーンの輸入量には変化がない。日本の輸入量には変化がない。　韓国は昨年11月の通貨下落以降、国内畜産が崩壊するといわれながらも何とか維持して現在は堅調。同国の輸入通関実績は表3の通り。　小麦のうち飼料用小麦がどれだけ含まれて表3（単位＝千トン）1998年1−8月1997／1−8月小　　麦コ　一　ン蜩､粕3，080S，898@5932，144T，488@455楽飼料・肥料用含む表4（単位：百万トン）97年8月98年10月差中　　　国　生産@　　　　輸出Aルゼンチン　生産@　　　　輸出lアフリカ　生産@　　　　輸出110．0@1．0P3．0@7．7@8．5@1．3104．3@6．0P9．3P3．5@7．6@1．4一　5，7{　5．0{　6，3{　5．8−　0．9{　0．1米　　　国　生産@　　　　輸出235．6T2．1237．9R8．5＋　2．3−13．6※飼料用含む　いるか不明だが、人口が急増して食用小麦の　需要が増えたとは考え難い。コーンの代替と　しての飼料小麦の輸入増がコーンの輸入減と　相殺されていると思われる。その理由として　大豆：粕の輸入が増えているからだ。（2｝米国以外の輸出国からの輸出増大　　昨年7月にタイバーツの通貨下落を発端に　アジアの経済危機が広まった。その直後の　1997年8月に発表されたUSDA1997／98年度　世界需給予測を表2の1998年10月の同年度予　測と対比してコーンの主要生産・輸出国を抜　粋する（表4）。　　中国は減産となったが前年度の在庫が多か　つたので政策的に輸出を増やした。アルゼン　チンは降雨に恵まれて増産となり、その分を　輸出に回した。南アフリカは減産となったが、　輸出は若干伸びた。米国は一年前との予測と　の比較で、生産は上方修正されたが輸出は　1，360万トンも下方修正された。　　この他にハンガリー、ルーマニアなど東欧　メイズの増産は輸出を増大させ、日本や東南　アジアの一部でも輸入した。ウクライナも大　増産となって（1996年の187万トンから1998せんきょう　平成10年11月号圏年は530万トンへ）、中近東向けに輸出を伸ば　して米国の輸出市場を喰い荒らした。また小麦・大麦の世界的増産はこれらを安価な飼料穀物とさせ、コーンの代替として消費国の小麦・大麦の輸入を増やした。　米国コーンの輸出が減少したのは上記の複　合的な要因によるものであって、．単にアジア　経済危機によって減少したのでは無いと考え　る。表4から輸出が増えた中国とアルゼンチ　ンについて、その仕向先を通関統計などのデ　ータから検証する（表5・表6）。　　なお韓国では中国からのコーン輸入を増や　して米国からの輸入が減少している。同国の　輸人通関実績（表7）をみると、ここでも米　国からの輸入は激減するなかで、中国からの　輸入が大きく伸びていることがわかる。（3）米国コーンの輸出回復期待表5（．単位：千トン）巾国（通関統計）工998年1−7月1997年1−7月韓　国　向　け}レーシア向け@総　　　計1，859@534Q，969165U5R05表6　　　　　　　　　（単位：千トン）アルゼンチン（8月28日現在の輸出登録）仕　向　先1997／98年1996／97年目　　　　本艨@　　　　湾ﾄ　　　　　国@総　　　計1，400P，050@150P2，000　370@250@　0W，280（米国向けに輸出成約出来るほどアルゼンチンの価格は安かった。）表7（単位：千トン）97／98年（10−4月）96〆97年GO−4月）米　国　か　ら?@国　か　ら@総　　　計1，476R，075S，6454，473@57S，738　上記（1止�A｝で検証したように米国コーンの輸出は、単にアジア経済危機によって減少したのではなく、米国以外の他の輸出国からの日出増大によるのが主因と考える。．．一方消費国アジアの輸入は．概して横ばい状況にある．このように現状を分析したら、1998／99年度で米国コーンの輸出回復は期待出来、究極的には前々年度（1996／97年）近くにまで回復すると予想する。その背景に米国コーンの価格一．ド落があり、競争力がついていることを先ず挙げたい。　またアジア向けの米政府による信用供与の効果が既に見られる（韓国向けにコーンの輸出は増大中）。そして1997／98年度並みに米国以外の輸出国が輸出を維持出来るか否かがポイントとなる。その答えは「NO」と考える。　アルゼンチンの作付面積は前年度より減少見通しにありラニーニャによる干ばつ懸念も残り、USDAの／998／99年度生産高予測は1，500万1・ン（前年1，930）と伝えられている。中国は過去50年間での最大の洪水に．見舞われて穀物の減産は確実視されている。食料問題を最重要政策としている同国にとって、現在の低価格水準で（国内高・海外安）積極的にコーンの輸出を続けるとは予想し難い。しかし穀物の在庫が多いので予断を許さない。　またルーマニアは過去40年間で最悪の熱波に8月に見舞われ（その前の5−6月は洪水）コーンの減産は確実視されている。ウクライナも干ばつに見舞われて減産見通しにある。東欧からのコーンの輪出は期待し難い。　このように米国以外の輸出国からの輸出は．前年度と比べると、大きく落ち込む見通しにあり、相対的に米国の輸出は回復すると期待する。　このように世界のコーン輸出市場で流れがせんきょう　平成IO年ll月号戸、変わろうとしている。3．ロシアの食料危機　8月半ばにロシアのルーブルが急落して同国の経済危機が世界の注目を集めている。追い打ちをかけるようにロシアの農作物は干ばつによって大凶作となり農民は作物を売ろうとしない。紙屑同様のルーブルを入手しても意味が無いからだ。統計上は、前年度からの繰越在庫があるので予想される需要に総供給は見合うが、今年度末の在庫は殆どゼロに等しくなる。そして来年度に軽い不作にでもなれば穀物の大量輸入は避けられない見通しにある。来年収穫される冬作物の作付期を迎えているが、農業分野で種子・肥料などを買付する資金はなく、またトラクターも動かないと伝えられる。部品や燃料を入手出来ないという。来年収穫されるロシアの穀物は不作への道を歩んでいる。　USDAの世界需給予測からロシアの小麦と粗粒穀物（コーンや大麦など）を抜粋して紹介する（表8）。　今年度（／998／99年度）は上記の通り需給のタイトが予想されるも、統計上は食料危機とは云えそうもない。しかし実態経済としては、食料危機に陥っている。農村から都市などの消費地に穀物が流れないからだ。中央政府がドルで支払うなら売っても良いと農民は考えているが、政府には外貨がない。外国からのローンの返済表8は8月以来、デフォルトに陥っている。　ロシア政府は国連の赤十字経由で食料支援を要請する一方、USDA高官と本年10月12−15日、食料援助について．協議しており、今後はEUとの協議も予定されている。ロシアがローンの返済不履行に陥っているので、IMFによるリスケジューリングの合意が為されない限り米国・カナダ・EUとも信用供与による穀物の輸出は極めて困難と思われる。　ロシア政府高官とUSDA高官との協議内容については現時点では明らかにされていない。食料援助は小麦と小麦粉、コーン、大豆粕、食肉などが対象品目になりそうだが、その数量などについても明らかにされていない。．1．1∫場の思惑的な予想では、米国から小麦2−300トン、コーン100万トン、大豆粕30万トン、食肉数10万トンとされ、EUからは小麦粉と牛肉などになるのではないかといわれている。なおカナダからも小麦の援助が期待されている。　ロシアの厳しい冬将軍の到来は間近に迫っている。何らかの食料援助の実施が期待されるところだが、援助する側に立てば贈与の形でしか出来ない事情があるので、量的に限度があると予想される。人道的観点からの政治的判断がどこまでその量を最大限にするかが注目される。　ロシアの食料危機は来年度を待たずに既に始まった。世界市場での穀物の流れがロシア向けに増大する傾向にあると考えても良さそうだ。　　　　　　　　　　　　　（単位：百万トン）期初在庫生産高輸　入　　　　内　需輸　出在　庫小　麦1996／97年@　　1997／98年@　　1998／99年3．19P．65W．0434．90S4．20Q8．501．98Q．loQ．0037．81R9．O1R6．500．6O．9O．51．65W．04H．54粗粒穀物1996／97年@　　1997／98年@　　1998／99年1．49O．98V．0631．65S0．85Q1．600．75k｝．62O．7532．56R3．85Q8．200．35P．55O．200．98V．06P．06※飼料・肥料用含むぜんぎょう　平成10年ユ．／月号♂凸．　平成7年1月17日未明の阪神淡路大震災、咋年の小学生連続殺傷事件、新神戸駅近くのホテルでの発砲事件等々、神戸発のニュースは暗いイメージのものが続いていました，。この中で本年4月の明石大橋開通は久々に明るいニュースを提供してくれました。　さて、当地区で港を巡る動きといえば神戸空港着工に向けての動きがいよいよ最終局面となりつつあること、神戸港の強制水先制度の改正に関するものと思われます。　そこで以下、この2つについてご紹介いたします。1　神戸空港の着工に向けての動き　神戸空港の概要を簡単に復習しますと、神戸空港は第三種空港、すなわち神戸市が設置管理する空港で、ポートアイランドの沖合い約3k皿の地点に面積約272haの空港島を造成、滑走路は2，5QOmを1本、開港予定は2005年秋頃とされています。　空港着工までの手続きとしては飛行場の整　備にかかるものと空港島の建設にかかるもの　とがありますが、それぞれの環境アセスメン　トは終了しており、平成9年2月には運輸大　臣より飛行場設置許可が降り、同年3月には　空港島の港湾計画への組み入れが了承されて　います。　　そして、去る10月19日に神戸市は最後の手　続きである『空港島公有水面埋立免許』を神　戸市長に出願しました。今後、神戸市長は市議会の同意議決を得たのち運輸大臣に埋立認可串請、同認可が得られれば神戸市長が埋め立て免許を出すということになります。この埋立免許をもって一・連の複雑な手続きは全て完了し、いよいよ空港建設のテープが切られます。神戸市によれば、着工は来年の秋頃とのことです。　ところで、ご承知かもしれませんが空港建設の是非について住民投票条例の制定を求める市民グループの動きがあります。新聞報道によれば8月21日から1ヶ月間にわたって同グループによる署名運動が展開され約30万8千入の署名が集められたとのことです。　因みに、これからの展開は首長に条例制定の請求→首長は意見書を添えて議会に送付し、議会の招集となるようです。議会で住民投票条例の制定が可決された場合には、条例公布、住民投票の実施という流れになるようです。今後の議会の動きが注目されるところです。　　ハ2　神戸港強制水先に関して　神戸港の強制水先対象船舶の1万GTへの　引上げ実施については、所要の安全対策が講　じられております（本誌平成10年7月号参照）。　実施後約3月余りが経過し、近々には神戸市　当局の主催による委員会が設けられ、神戸港　の航行環境の変化についての検証が行われる　予定となっております。　　このため、当地区海務・港湾委員会では�戟@日本船長協会神戸支部と共同して9月ユ0日かせんをよう　平成1Q年■月号）ら10月10日までの1ヶ月間、神戸港に入港した船長を対象に入出港に関するアンケート調査を実施しました。海務・港湾委員会での検討が終わっていない段階でアンケート結果について云々することは差し控えますが、概要について簡単にご報告します。　アンケートの実施には当地区船主会会員各社、兵庫県代理店協会、神戸旅客船協会、全国内航輸送海運組合、掛目本内航船主海運組合等のご協力を得て現時点で117通を回収することができました。117通の船籍別、船長の国籍別、また総トン門別の回答数は次のとおりです。船長の国籍別集計日本人船長58隻外国人船長　　59隻China　　13隻KOR　12隻その他34隻左の総トン数別内訳1万トン未満27隻1万トン以上31隻1万トン未満26隻1万トン以上33隻　次に、本年7月1日以降の神戸港の港内交通、港内環境の変化についての質問　　　『以前と変わらない1、［以前に比べて悪化した1、『以前に比べて良化した」　　について船長の国籍別、総トン数別にみた回答数は下図のとおりで、日本人船長、外国人船長とも『変化なし』とするものが多く、次いで『悪化した』、『良化した』の順となりました。特に1せんきょう　平成10年11月号万トン以上の目本人船長に悪化したとする回答が多くみられました。ただ、入港間隔の開いた船長が前回入港時との比較について答えることは非常に困難であることを考慮する必日本人船長1万トン未満　　　　　　　4隻　　　4隻17隻　629％　　　　　　148％　　「，148％　　　　　／　　　　　　＼’　　1隻　　　　　　　　　　＼・32％1万トン以上　　13隻419％外国人脹「1万トン未満コ1万ト・以上　　22婁667％　　嘉％12。。　　　□・化・…化・た・・化した□不明蕊　　　　．15郷％琿…769・@輩聾　　　　　　’　　孟隻要があろうかと思われます。　なお、『悪化した』、『良化した』との回答の内容を見ると、『悪化した』とする主な事由は、航路入口付近の輻車奏、特に早朝に入港船が航路付近に集中すること、不当運航船の増加、以前に比べて着岸まで時間がかかること、VHFによる船舶間のコミュニケーションのとり方に問題がある、港域に入っても所定の信号旗を掲げない等港則法が遵守されていない、指定錨地が東西の航路上にあるため危険を感じる等々の問題が指摘されております。　・一．・方、『良化した』との回答では、港内情報量の増加を6隻の船長が指摘しており、強制水先対’象船舶のトン数引き上げには情報提供の充実が不可欠であるとした安全対策の効果が窺えます。　以上、簡単にご報告しましたが安全な神戸港の確立には水先人、海上保安部、港湾管理者、　並びに海事関係者が真摯な努力を続けることが肝心と考える次第です。阪神地区事務局長　谷ロー朗圃灘郵圏翻璽巨匪→1落第104回ナポレオンにスエズ運河建設を断念させた技師たちの測量ミス　1798年にエジプトを征服したナポレオンは、スエズ付近の砂漠にかすかに残された古い運河の痕跡を見つけた。それは約ユ000年前にエジプトを征服したペルシャのダリウス大王が掘削した地中海と紅海を結ぶ運河の跡だった。　ナポレオンは、ここに再び運河を掘削すれば、地中海に面した南フランスの港がインドやアジアとの交易拠点として優位に立てることに気づき、土木技師たちに実現の可能性を調査させた。　しかし技師たちが現地を測量して出した結論は否定的だった。彼らの計算では紅海の水位は地中海よりも9mほど高く、運河を掘れば紅海の海水が地臨海に溢れ出して大災害をもたらす　　　　　「！へ　　　　　饗爵弛、ノという。それを防ぐには關跡式にするしかないが、当時の技術ではそんな大規模な間門式運河の建設は難しいとのことだった。　その報告を聞いて、結局ナポレオンは計画を断念した。ところがその数十年後、この技師たちの結論はカイロ駐在のフランス領事フェルディナンド・ドゥ・レセップ．スによって覆される。　一彼の調査ではナポレオンの技師たちの計算は誤りで、運河は建設可能だというのだ。　レセップスは確信を持って有力者を説得し、ついにスエズ運河建設に乗り出した。彼のいう通り紅海の水は地中海に逆流せず、当初の計画の2倍の費用と時間がかかったものの、1869年に無事運河は開通した。上木技師たちの単純な測量ミスのおかげで、ナポレオンはスエズ運河建設の主導者として後世に名を残す栄誉を自ら放棄してしまったのである。安全航行のための船底と海底との隙間　　UKC　船が航行するためには、船底と海底の問に一定の高さの隙間がなければならない。当たり前の話ではあるが、安全航行するために、この隙間が実際にどのくらい必要かを計算するのは、実はなかなか簡単なことではない。　船舶が航行するために必要なそうした隙間のことをUKC（アンダー・キール・クリアランス）と呼び、日本では一般に「余裕水深」と訳されている。　UKCは、次の4つの要素によって決まる。　1つ目は、航走中の船体の沈降量。船は航行するスピードによって船体が沈んだり浮き上がったりする性質があるが、VLCC（20万D／W以上の超大型タンカー）などでは十数ノットで無断転載を禁じます。社団法人　日本船主協会◎せんきょう　平成10年11月号＼1／／ユメートル前後も沈む場合がある。　2つ目は海図の水深の測量誤差や潮汐の推定誤差。そして3つ目が、波浪やうねりによる動揺から生じる船体の沈下量だ。これらを考慮して、常に一・定の基準値に基づく余裕をみておく必要がある。　さらには不測の事態で、これら3つの条件がすべて最大の値になってしまった場合でも操船可能な最低限の余裕（安全余裕）が必要だ。これら4つの要素を合算した値が、安全航行に必要な余裕水深、つまりUKCということになる。　23万D／WクラスのVLCCの場合、満載状態では船体の高さの約80％が水中に沈んでおり、深さは20mにも達する。その船底部分と海底の隙間を何メートルにすべきか検討するわけだから、そのための計算がいかに大変なものか想像できる。まさに巨大であるがゆえに求められるデリケートさといえよう。海賊がモデルだったロビンソン・クルーソー　イギリスの作家デフォーの小説「ロビンソン・クルーソーの生涯と冒険」（1719）は、航海の途中で遭難し、絶海の孤島で27年余りの年月を過ごした主人公の冒険物語だが、この小説には、実在のモデルがいたといわれる。　その人物はイギリスの私二二「シンク・ポーツ」の水先入だったアレクサンダー・セルカーク。私掠船とは、国王の特許状を得てスペイン船を襲い掠奪を行った一種の海賊船で、彼は船内での権力抗争に巻き込まれ、1703年9月に南太平洋のファン・フェルナンデス島という無人島に置き去りにされてしまう。　彼に残されたのはわずかな私物と銃と少量の、．　「　r，　．圏�j．脚・・Or�`’弾薬のみ。しかし島には海亀やエビや以前この島に住んでいたスペイン人が残した山羊がおり、彼らが植えた蕪も群生していた。　セルカークはこれらを食料にし、ヤギの皮をなめして衣服にし、木を摩擦して火をおこす方法を考案するなどして5年間生き延びる。そして1709年1．月、偶然立ち寄った英国の私掠船の乗組員に発見され、救出されたのだった。　当時、セルカークのように、ある種の刑罰として孤島に置き去りにされた船乗りのことを「マルーン」と呼んだ。　その多くは餓死したり原住民に殺されたりしたが、孤独と苦難に耐え、強靭な意志によって生還したセルカークの冒険諦は本国の英国でも話題になったのだろう。そこに作家の想像力がさらに豊かな肉付けを与えて誕生したのが、勇気と忍耐と信仰心に溢れるヒーロー「ロビンソン・クルーソー」だった。　海賊船の乗組員だったセルカークがクルーソーのような高潔な人物だったとは考えにくいが、デフォーが創り出した魅力的なキャラクターは多くの人の感動を呼び、作品は今も児童文学の古典として世界中で読み継がれている。せんきょう　平成10年11月．号海運日誌瓢10月1日　　日本郵船と昭和海運が合併、新体制が　　スタートした、5日　運輸省は、1998年度上半期の新造船建造　　許可実績を発表した。それによると、貨物　　船l17．隻、タンカー46隻の計163隻・601万　　4，800％で、前年同期に比べ隻数は46隻減　　少したものの、船型の大型化で総トン数は　　ほぼ横ばい。6日　運輸政策審議会・海上交通部会港湾運送　　小委員会の第4回会合が開催され、港湾運　　送事業者の効率的な経営・就労体制の確立　　を目的とした企業規模の拡大策について話　　し合われた。　　（本誌10月号P．2海運ニュース1参照）12日　ASF船員委員会第4回中間会合が東京　　で開催され、改正STCW条約に関する「ホ　　ワイトリスト」への対応状況やITFの一　　方的な賃金引き上げ問題等共通のテーマに　　ついて話し合われた。　　（P．2シッビングフラッシュ1参照）　運輸省は9月分のPSCによる航行停止処分状況を発表した。それによると航行停止・改善命令の処分を課せられた船舶は前月よりも6隻少ない23隻だった。13日　日米両国政府は規制緩和・競争政策に関　　する課長級の作業部会を開いた。その中で日本側は運賃設定に関するFMCの監視権限強化に対して懸念等を表明した。14日　／984年米国海運法の改正を含む「オーシ　　ャン・シッビング・リフォーム・アクトユ998」　　（S．414）が成立し、／999年5月より施行　　されることとなった。　　（P．10特別欄参照）15B　［1本船舶輸出組合は、1998年度上半期の　　輸出船契約実績を発表した。それによると　　76隻・373万8，000％と、ほとんどの船種で　　受注が減少、前年同期実績の約半分に落ち　　込んだ。19日　当協会は海上保安庁第3管区海上保安部　　の協力の下、千葉港第4区（京葉シーバー　　スとその付近海面）で官民合同の流出油防　　除訓練を実施した。　　（P．9囲み記事参照）28日　日本石油と三菱石油が1999年4月1日を　　以って合併することが発表された。合併会　　社は国内最大のタンカー荷主となる見込み。せんきょう　平成10年／1月号．戸認：譲灘豪灘1暴．日■●陳情書・要望書（10月）宛　先：郵政省件　名：ITV全権委員会議へのIMO意見書につ　　　　いて要　旨：ITVの海上移動衛星業務の使用周波数　　　　帯を一般にも割り当てることに対し、　　　　IMOはGMDSSにおける一般通信の　　　　運用に懸念があるとして、標記会議の　　　　意見書を提出する。　　　　　わが国商船隊においても同様である　　　　として、意見書の趣旨につき理解を求　　　　めた。国際会議の開催予定（12月）OECD海運委員会　12月4日　パリ．＿　　IMO第70回海上安全委員会　　　　12月7日〜ll日　ロンドンせんきょう　平成10年11月号ミ螺黙ミ薫ミ羅ミ黙ミ岬選墨懸ミ：慧ミミミき了．わが国貿易額の推移海運統計　　　　（単位：10億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）輸　出輸　入前年比・前年同賜比／％）年　月（FQB）（CIF）入凶出超輸　出輸　入198029，38231，995△2，61230．432．0198541，95631，085／0，8704．0▲　　3．8199041，45733，8557，6019．616．8199541，5303／，5489，9822．612．3199644，73137，9936，7377．720．4199750，9374α9569，98113．97．81997年9月4，4233β59i，06314．28．5104，6453，5401，10517．3ユ．11．14，2243，1621，0626．5▲　　4．1124，7053，4681，23612．95．41998年／月3β603，4743859．o▲　　2．62410942，815L2782．6▲　14，934，5893，347L24」1．1▲　10．544，3463，1221，224△　　1．8▲　13．754，0422，S241，2i8▲　　工．5▲　16．264，3463，1311，2145．5▲　　0，974，5613，2481，3126．5▲　　5，684，D143，1218922．0▲　　3．094．，5973，0541，5423．9▲　　9．1駐）　通関統計による。．3，不定期船自由市場の成約状況年　月三三）平均最高．値最安値1985238．5420〔｝．50263．401990144．81124．30160．101993111．19100．50125．751994102．2496．45109．oo199594．0680．3σ104．251996108．7998．05／10．311997121．00111．3513／．251997年10月12LQ6119．95122．2Q11125．27121．63127．7012129．4．ア127．00131．251998年1月129．45125．25134．302126．00123．12128．703128．69125．30132．054131．67王28．00135．005135．OO132．00139．05514D．43工36．20146．707140．73138．35143．708144．67141．0514ア．009134．59131．05139．8010121．30114．25136．75（．弔．イ．ウ：：」千一NI／π’）区分航海用船定期用船シングル（品　目別内　訳）年次合　　．計連続航海航　　海穀物石炭鉱石屑鉄砂糖肥料その．他Trip　　　　　　iPer［od1992196，31216，996179，31654，71954．，73161，ユ975763，0644，0231，00687，73516，5301993172，7688，47G164，29856，03342，／6959，1674082，3533β57811108，54626，0031994180，97811，264169，71．444，99344，25168，2992，6343，4774，430王，630176，40746，8761995172，64．24，911167，ア3148，77552，37157，261L526L9遭15，0548Q3154，8QZ49，06工1996203，4．072，478200，92954，37469，50966，5398983，25／5，60175．71．44，56129，8151997195，9962，663193，33346，ア9267，19266，5511，0693，7247，312693160，46843，240／998　216，5143701．6，1444，ア004，2536，403302342992258，50．7ウ557冒，315，07813014，9484，5364，2265，6工714416223330／L540ワ943’，419，00941018，5993，8876，9147，03028534195n15，3831，856517，09801．7，0983，5036，85．L5，967／5735018387U，1841，076616，577016，5773，5136，4885，87927411169909，4701，694ア15，587015，5873，／146，1055，2832743840024710，ア461，519813，46015613，4602，9715，3614，444792202481379」80881914，24．017214，0683，〔1445，5855，069271981202512，82〔｝2，6501013，33912513，2143，3745，0474，1321013641138312，4363，480（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による、�A品目別はシングルものの合計，，�B年別は暦年。せんきょう　平成10年11月号〔〔藻ミミ灘§、嬉．．醸懸繍灘酬織娘一選無．騨−総糠．一）原油〔ペルシャ湾／目本・ペルシャ筒．．．r．．欧米｝駒1tDQペルシャ湾／日本’／へ1　、　、へ1、、、1い、　　パ　　ノ　　1，〆　　　　、、　ヤ　　、f’’　　　、50’ぜ＼ノ、’　、^、，ペルシャ湾／欧米Gヨgga〔年｝19941995199δ1997‘99日1501DO5Do〔Fル｝穀物〔ガルフ／日本・北米西岸／口止・メ’，レフ．／西蜘1ド励45@　の　　35　　船ガルフ／日本20北米西岸／日本　　ノ、Y　　　　1L、，！　、＼　　　＼　　　　、　　／@／_／�d、　へ　1　「、A’　、」1＼P＼�S　　15　　旧　　5　　qガルフ／西欧19931年｝19叫1995199619971998明3530252015105o4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾．．’．．日本ペルシャ湾／欧米月次199619971998199619971998円．古謦ｼ最低最高最低最高最低最．高最低最高最低最高最低167．5057．5066．2562．0062．0050．0058．OD52．5056．5052．0052．5042．50275．0067．5056．5058．5069．oo60．OO65．OO55．OO52．5047．5060．0045．DO372．5067．5069．0058．Qσ82．0067．5057．5047．5057．5050．5067．5055．00455．0046．0067．5046．5072．5065．0047．5039．0052．5045．0072．5055．00564．755／．5072．5061．5087．5069．0055．0042．5059．5045．0077．5069．00679．5065．0076．5065．5075．0062．5062．5052．5060．0052．5077．5056．50779．7569．0086．7568．5082．5074．7567．0057．5065．0050．0072．5065．00870．0065．OO94．0085．0080．006D．0060．0055．OD67．5065．0068．5052．50964．5056．OO94．5072．5060．0044．0052．5049．5070．0060．0056．OO40．001063．0055．OD／00．0089．0062．5052．5055．0043．7577．5070．0055．0051．501169．0058．7582．0075．0055．0050．0080．OO65．oo1269．5060．0075．0049．5050．5047．5062．5042．50（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�A単位はワールドスケールレート。�Bいずれも20万D／W以上の船舶によ）．るもの。�Cグラフの値はいずれも最高値．5　穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル）ガルフ／日本北米西岸／日本Nガルフ／西欧月次199719981997199819971998最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　．最低最高　　最低126．85　23．8021．25　19．0014．25　13．40ll．50　　9，0013．00　12．2510．75　　9，00226．00　24．6019，00　16．50一8．7511．007．90　　7．50325．75　23．5019．50　17．50一12．85　11．50一6．75424．85　20，9520．00　16．0015．00　13，25　11．00一52工．75　20，2517．OQ　I．5．50工2．00｝lQ．5GlO．5G　　7，50622．10　19．9015，35　13．7012，05　11．75　一一724．50　21，7514．00　13，0014．00　12，109．75一一824．35　2玉．5013，00　12．50一　10．50　／0．25一925，50　22．0012．75　12．70一　10，15　1D．008．501024．60　21，70り一13．50　12．60一11．00　　9．508．751123，75　19．OO13，25　12．2511．30　10．001223．50　19．75一12，0D　　9．80（注）�@．H本郵船調査グループ資料による。　　　　�Bグラフの値はいずれ輔走．高値。�Aいずれも5万D／W以上8力．D／W未満の船舶によるもの。せんぎょう　平成10年11月号蕊　識．吐．　　叢　．．LLL軍．馳A黙髄黙一懸懸羅　　石炭〔ハンプトンローズ／H本，・鉄鉱石｛ツバロン【ド1レ〕2520ヨ5105oHヰ⊂・ツバロン　．1賢欧，石炭（ハンプトンローズ／日本）／、／、hノ、F＼’、！」、’＼！　〆　」へ＼！＼／’／1〆v−i@　　毛一r、、鉄鉱石iツバロン／日本）1レノ、、、、1鉄鉱石（ツバロン／西欧）1993��1994199519ヨ51997旧93〔ドル｝25　4092015m5ヨロ。25D脚ヨ501D口500　　0運賃指数　　一ｪン7イ｝Nリーンf〈　　軸@　ヘoハP　　、へへ■mゾ1@　　、v　　　ノ　，s／　　一八ン7イー’・ズレ、，　　　’f’　　！　　　�d1　〆、、fダーティー@←　　　へ小型　　　　’戸’、’、　　　　　ノ　へfノ　一　　〆、@　　、v　　、！　　“　　’》♂、　一@t中型レ　、　　傍VLCC1993〔年11994199519961997199巳姻aoO25020015010日D（6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位　　ドル）ハンプトンローズ／日本（石炭〉ッバロン／日本（鉄鉱石）ッバロン／西欧（鉄鉱石）月次1997199819971998／9971998最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1　一一一7．50　　6．176．502一一9．50一7．35　　6．005．80　　5．253一9．759．50一6．30一4一一　一一6．10　　　5．655．25　　3．95512．00一．一一6．00　　5．804．70　　4．156　一一一6．45　　5．904．307一一．一一5．80一8一四一一4．506．95　　5．8Q4．SQ　　3．259一6．50一6．557．25　　　5．955．OO10一一一『．7．70一／1一一6．3012『11．00　　7．806．15（注〉�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれも10万D／W以上15万D／W未満の船舶によるもσ）。　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。（7，タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指．数月次199619971998VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・C160．8102．8136．9162．3233．657．3107．2165．6188．4233．855．3110．4150．3140．7175．0260．3120．0157．8178．4228．459．1l14．1164．1198．1255．854．6104．8142．1154．5171．4366．6120．2153．6202．1229．658．4109．1155．9201．4237．768．696．7132．9146．5175．5461．4113．6178．0228．1233．362．0119．7201．3193．9223．472．41．06．1145．7工60．6161．9549．1116．6160．9210．1220．952．3110．4182．O181．2213．770．391．8122．1156．6／55．1657．4l13．5153．3215．0211．663．4110．9182．6203．0202．875．2982／19．8170．8152．0766．5106．2160．2241．0203．963．8107．2172．5185．518L2742104．8136．3167．4160．9869．5100．6135．8217．4181．．070．3100．4159．9176．2175．775．399．6129．2168．0159．7963．1101．0139．2185．0180．183．4110．6148．1179．5170．36D．388．9120．2165．4152．31054．398．0133．021L6174．176．2113．9152．618L6163．91154．9110．2137．9198．2197．289．5l14．9166．5164．6149．61260．4107．9147．9190．1186．974．3110．6138．9180．1】84．0平均60．4109．2149．5203．3206．767．5110．8165．8186．1199．3（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併｝�Aタンカー運賃はワールドスケールレー1・。�Bタンカー運賃　　　指数の5区分については、以下のとお1〕　�CIVLCC＝15万トン以上　�K中型＝7万〜15万トン　1答小型；3万〜7万　　　トン　��H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満　1＄IH・C≡ハンディ・クリーン：全船型。せん膏よう　平成10年ll月号騨羅麟灘ミ§§羅§熱ミ凝｛§羅燃1職．．§ミ趣ミミ蕪’・噛P　』−　1．）用船料指数係船船腹1、」炉450　10001�o450万9Aw万o酬蜘姻�o脚350、350＼3DO、、4　1瓢貨物船定期用船料指数毛ゾ＼「擁耀醐　　60DQ50、脚聞　　　002　　　　　　　2ρ，ノ　Am＼　　　’、2Qq�d〜ハタンカー@ノト、＾！ハへ暫一@�d餌、ノ、4へ一｝、貨物船航海用船料指数、F、　　、　　400A恥、し、A　伽、5D〔〕965．7〜1966．6＝1DO）　」　　、1ev、、ハ　　、！／＾！AN　し’100貨物船100200脚5050D1992〔司19931994199519951997D　　　　o1993〔年〕1994199519361997旧98o8，貨物船用船料指数貨物船へ航海用船料指数貨物舟告定期用船料指数日月次19931994199519961997玉998199319941995工996199719981】．94．O189．0234．0207．0209．0189．0323．O327．0358．0380．3347．0277．O2192．0185．0227．0202．O工97．0186．0326．0320．0358．0386．6332．0254．03191．O工85．0229．0192．O199．0171．0327．0324．0366．0339．4341．0260．04194．O198．0243．0．且92．O197．0173．0356．0310．0377．0363．0354．0262．05195．O工91．0245．0196．0190．0173．0366．O318．0402．0350．0342．0262．O6209．D198．0239．0195．0184．0175．0319．O334．0390．0339．0326．0292．O7206．D198．0230．0186．D183．0167．0335．0320．0426．0339．0338．0266．08194．0202．0218．0189．0196．0165．0346．0360．0391．0289．0330．0210．09196．O208．0220．0186．O190．0164．0328．O349．0364．0293．0327．0208．O．10188．O2／2．0221．0176．O191．0351．O333．0355．0294．0316．011196．D212．0198．0188．O189．0372．O363．0344．2323．O290．012200．O219．0209．0211．D186．0349．D367．0374．7323．0294．0平均196．3199．8226．1193．3192．6341．5335．41375．5334．9328．1〔注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。〔シッピング・ニューズ・インターナショナルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）�A航海用船料指数は1965．7〜1966，6＝100妻気1ま1971＝1000三ヒ！田用珂告恥ト才旨9．係船船腹量の推移19961997／998月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千GIT千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T千DIW隻数T・GIT千D／W隻数干G／丁千D／W隻数千G／T千D／W1272　　2，210　　2，778662，0583，735248　　2，工10　2，589551，6072，757250　2，063　2，423571，4502，4662257　2，005　2，506601，6362，980241　1，996　2，4D257L62呂2，80』244　1，911　2，220551，4602，4923245　　1，911　2，392621．8623β05253　　2，055　2，42063L7102，970246　　1，957　2，281581，7443，0664236　　1．856　　2，326601，6942，98325／　　2，073　　2，462641，7963，101247　2，028　2，381561，6752，9275229　L854　2，336561，7543，120249　　2，Q86　　2、52Q63L7813，Q60256　2，092　2，448551，6652，8896220　　1，833　　2，353551，6792，841244　　2，008　2，426571，7763，052259　2，工71　2，546541，6812，9397218　1，828　2，412561．6652β00239　　1，969　　2，4．49581，8233，160310　　2，848　　3，408582，0183，6318223　　1，854　　2，421531，5712，708246　　2，120　　2，429571，7753，D31311　2，816　3，420582，0／83，6219234　　1，950　　2，562551，6572，800246　　2，084　　2，375531，4872，474319　　2，852　3，420571，7262，941lo232　　1，972　2，610551，7762，919264　　2，281　2，63457L6162，591326　　2，885　3，420531，4532，4ア911239　2，002　2，543551．92／3，196265　　2，252　　2，555581，5432，53212238　2，087　2，626531，7052，856269　　2，254　　2，596591，4502，464（注〉ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドァップベッセルズによる。せんをよう　平成10年11月号　先日、大阪のNTr専用回線で起きたトラブルは、電圧の異常高下という些細な原因によるもののようだが、結果として航空管制、金融機関のArM等様々なシステムの混乱を招き、改めて情報ネットワーク・システム社会にいかに広範囲の影響を及ぼすものか考え直させる出来事であった。　この出来事を恐ろしいと感じたのは、今回のトラブル原因が想定外であったためバックアップ機能が作動しなかった点である。84年のケーブル火災の場合、回線が不通になったことで、その後重要回線・データ保存にはバックアップ機能を付けるのが常識になったが、今回は、これも作動せず言わば防御システムの虚をつくかの如く起きたことで、将来同じように不測のトラブル・災害が再び起きるのではないかという懸念を掻き立てるところにある。今・日では当時と比較にならないほど、通信網・コンピュータが高度化しているので、一貝こうしたトラブルが発生した場合は、想像を絶する災害になる可能性を秘めていると言わざるを得ない。　このトラブルのTV報道を見て、本誌に取り上げられているコンピュータ2000年問題を読み直してみたが、改めてその重大性を再認識させられた。今やオフィスではコンピュータなしでは全く仕事にならないことを充分実感させられるが、家庭においてもパソコンは既に一般的に使われているし、電気製品にしてもコンピュータチップを内臓していないものを見つける方がむしろ難しいまでに普及している、スイッチさえ入れれば後は設定通り作動し、異常や終了は自動的に知らせてくれ、我々は何の疑問もなくその利便性を享受している。これが2000年問題の場合、プログラム、チップが突然コンピュータ・機器の誤作動を引き起こし、複合的に社会的機能マヒ・災害にまで広がる恐れがあることである。しかも、誤作動を引き起こす可能性のあるプログラム・チップがどの機器・装置に組み込まれているのか追っかけされない程、世界中に散らばっていると言う。　Xデーに突然、随所でこうした　　＿社会的機能マヒが発生しても、我々は目頃より適切に対処する術を学んでおき冷静に行動するよう心がけておく必要があろう。　それにしても、ノストラダムスの予言を思い起こさせるような厄介事がこの世に内在しているとは、憂うつな話である。川崎汽船　総務部情報広報室　　　大滝光一せんきょう11月号No．460（VoL　39　No．8）　　　発行◆平成10年ll月20日　　　創刊◆昭和35年8月10円　　発行所◆社団法人　日本船主協会　　　　　　〒102・8603東京都千代田1ズ平河町2・6．4〔海運ビ，レ）　　　　　　TEL．〔03）3264．7181（総務部広報室）編集・発行人◆鈴木昭洋　　　製作◆：株式会社タイヨーグラフィック定価◆4D7「1］（消費税を含む．会員については会費に含めて購読料を徴収している〕せんきょう　平成1Q年U月．号．）．会社名：板谷商舩株式会社　　　（英文名）ITAYA　SHOSEN　CO．，　LTD，隔船状況1遠洋近海�Q勘胎状況�S��沿海1隻499，f1581％2隻　13206図12189％主たる配船先：北米・南米・豪州・三国間事業概要：初代板谷宮吉が北海道の海陸物産を出身地新潟へ移送　　　　　するために外船を購入したことに端を発し、日清・日　　　　　露の両大戦および第一次世界大戦で隆盛を極めるとと　　　　　もに多角経営化に着手、不動産業、石油販売業、損保　　　　　業を興し、経営の安定を図りながら、近年は、パナマ　　　　　に海外法人を設立し、2隻の運航管理を行っている。当協会会員は129社。（平成10年11月現在）ρ．）．D。〆会社名：昭和シェル船舶株式会社　　　（英文名）SHOWA　SHELL　SEMPAKU　K．K、従業員数：海上0名陸上1］名計11名所有船状況遠洋・近海・沿海0隻一矧一％運航船状況．��・近海・沿海11隻1、4・・．9酬・，457、7・・％主たる配船先：中東／日本　東南アジア／日本事業概要：昭相シェル石油の外航海運部門としてVLCO9隻、　　　　　9万トン中型船1隻、大型LPG船1隻、合計］］隻の　　　　　船隊を有し、主に中東、東南アジア〜日本向け原油、　　　　　LPGの輸送に従事している。船が支える日本の暮らし　触

